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本報告書は、芝浦工業大学（以下、「本学」）が公益財団法人大学基準協会（以下、「大学
基準協会」）による機関別認証評価を受審するために作成したものである。 

本学は、2018 年度に大学基準協会の第３期認証評価を受審し、大学基準に適合している
として認定された。教育研究等環境、社会連携・社会貢献における取り組みについては「長
所」として評価された一方で、教育課程・学習成果については「改善課題」3項目、「改善
勧告」1 項目について提言を受けた。各提言については、本学の内部質保証システムによ
り組織的に改善し、2022年 7 月に「改善報告書」を提出した。改善報告書検討結果では「再
度報告を求める事項はない」という結果を受領したが、理工学研究科の 3項目については、
「引き続き改善が求められる」との指摘を受けた。これらの項目についても組織的な改善に
より 2024 年 5 月には改善を完了している。具体的には、(1)専攻ごとに研究指導スケジュ
ールを学年及び時期別で詳細に示すように改善、(2)修士課程の国際理工学専攻、博士（後
期）課程の機能制御システム専攻の学位授与方針に修得すべき知識、技能、能力などの当
該学位にふさわしい学習成果を示すように内容を改定、(3)各専攻における学位審査の評価
シートの整備などの改善を行った。今後は、改善を行った事項について点検・評価を行い、
PDCA サイクルにより不断の検証を実施していく所存である。 

本学は、有元史郎によって 1927 年に創立された「東京高等工商学校」に始まる。1949 年
に、学制改革にともない新たに新制大学「芝浦工業大学」として出発した。本学の建学の
精神は、「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」として簡潔かつ明確で、工業立国を
支える技術者の育成を目指す実学教育を実践し、10 万人を超える卒業生を社会に送り出し
てきた。現在は、建学の精神を近年のグローバル化に対応させた「世界に学び、世界に貢
献するグローバル理工系人材の育成」を、教育の理念として改めて整理し、教育・研究の
グローバル化を推進している。2027年には、前身の東京高等工商学校の創立から 100周年
の節目を迎える。2015 年に、100 周年に向けた長期ビジョン「Centennial SIT Action」（CSA）
を策定した。CSA では、2027 年にアジア工科系大学トップ 10 となることを目標とし、5

つの柱（１）理工学教育日本一、（２）知と地の創造拠点、（３）グローバル理工学教育モ
デル校、（４）ダイバーシティ推進先進校、（５）教職協働トップランナー、を軸に学長の
リーダーシップのもと全学的な改革を推し進めてきた。2018年度に機関別認証評価を受審
してからのこの７年間は、本学が 100 周年に向けて上記５つの軸をもとに教職協働で様々
な活動を展開してきた期間である。本報告書には、これらの活動についても自己点検・評
価活動の結果も報告している。 

100 周年、また 100 周年後に向けて、教育の理念「世界に学び、世界に貢献するグロー
バル理工系人材の育成」に則った人材を世界に輩出し、世界の発展に寄与する工科系大学
となるために、今後も教育研究活動の点検、さらなる改善に努めていく所存である。 
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大学概況 

(1) 大学設置年 

1949（昭和 24）年 

(2) 所在地 

東京都江東区豊洲 3-7-5 

埼玉県さいたま市見沼区深作 307 

(3) 理念・目的 

本学は教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、学術の中心として深く工学
の研究を行い世界文化に貢献し、併せて広く一般の学術教養と専門の工業教育を施す
ことにより、学生の人格を陶冶し、学理を究めさせ体位の向上を図り、もって優秀な
る技術者を養成することを目的とする。 「芝浦工業大学学則」第 1 条 

(4) 学部・研究科等 

工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部、理工学研究科 

(5) 収容定員 

学士課程 7,440 人 

修士課程 970 人 

博士（後期）課程 81 人 
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第1章 理念・目的 

評定 A 

基本情報一覧 

基本資料 

文書 URL・印刷物の名称 

規程集 学校法人芝浦工業大学規程集 内容現在令和 6 年 

https://kitei2.sic.shibaura-it.ac.jp/ （要認証・学内ユーザーのみ） 

寄附行為又は定款 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/summary/en
dowment.html 

学則、大学院学則 https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/index.html 

履修要項・シラバス https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html 
http://syllabus.sic.shibaura-it.ac.jp/ 

備考  

大学の理念・目的 

規程・各種資料名称（条項） URL・印刷物の名称 

「芝浦工業大学学則」第 1条 https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/graduateschool_2024.pdf#p
age=2 

備考  

※ 関係法令：学校教育法施行規則第 172 条の２第１項 

学部・研究科等の目的 

学部・研究科等の名称 規程・各種資料名称（条項） URL・印刷物の名称 

工学部 教育研究上の目的 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/
engineering/#anc4 

システム理工学部 教育研究上の目的 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/
systems/#anc4 

デザイン工学部 教育研究上の目的 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/
design/#anc4 

建築学部 教育研究上の目的 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/
architecture/#anc4 

理工学研究科 教育研究上の目的 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/
graduate/#policy 

備考  

※ 関係法令：大学設置基準第２条、専門職大学設置基準第２条、大学院設置基準第１条の２、学校教育法
施行規則第 172 条の２第１項 

中・長期計画等 

名称 URL・印刷物の名称 

学校法人  芝浦工業
大学 中長期（8 か

学校法人 芝浦工業大学 中長期（8か年）計画 Ver.1 

（2020～2027 年度）“創立 100 周年に向けた経営ビジョン” 

https://kitei2.sic.shibaura-it.ac.jp/
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/summary/endowment.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/summary/endowment.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/index.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
http://syllabus.sic.shibaura-it.ac.jp/
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/graduateschool_2024.pdf#page=2
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/graduateschool_2024.pdf#page=2
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/engineering/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/engineering/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/systems/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/systems/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/design/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/design/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/architecture/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/architecture/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/#policy
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/#policy
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名称 URL・印刷物の名称 

年）計画 Ver.1 

Centennial SIT Action https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/centennial_sit_action.html 

備考  

※ 関係法令：国立大学法人設置法第 31 条、地方独立行政法人法第 26 条、私立学校法第 45 条の２ 

1. 現状分析 

評価項目① 大学の理念・目的を適切に設定すること。また、それを踏まえ、学部及
び研究科の目的を適切に設定し、公表していること。 

＜評価の視点＞ 
 大学が掲げる理念を踏まえ、教育研究活動等の諸活動を方向付ける大学の目的及
び学部・研究科における教育研究上の目的を明らかにしているか。 

 理念・目的を教職員及び学生に周知するとともに、社会に公表しているか。 
 

大学が掲げる理念を踏まえ、教育研究活動等の諸活動を方向付ける大学の目的及び学
部・研究科における教育研究上の目的を明らかにしているか。 

芝浦工業大学は 1927（昭和 2）年に有元史郎によって東京高等工商学校として創立され
た。東京高等工商学校の学則では以下のとおり実学重視の技術者育成の理念を掲げている。 

東京高等工商学校学則 第一章 目的及編成 第一条 

本校ハ実業界ノ中堅タルベキ技術者及社員ヲ養成シ併セテ徳性ノ涵養ニ努ムルヲ以
テ目的トス 

1949（昭和 24）年、新制大学として設置された芝浦工業大学の設置要項にも、以下のよ
うに技術者養成の理念が明記されている。 

芝浦工業大学設置要項 一、目的及び使命 

識見豊かな技術者を養成するを以て目的とし、学び乍ら学理を応用研鑽する事により
優秀な指導者を育成し、文化日本建設の為めに貢献するを以て其の使命とする。 

新制大学として同時期に発足した工科系単科の大学で、技術者の育成を大学の目的とし
て設置要項および学則に明記した大学は他に存在しておらず、この実学重視の技術者育成
の理念は創立時から受け継がれてきた。しかし長らく建学の精神として明文化されていな
かったため、学則や設置要項に記述されている目的を再確認し、2010 年 10 月に常勤理事
会の審議を経て以下の文言を建学の精神として明文化した。 

社会に学び、社会に貢献する技術者の育成 

本学は、この実学重視の技術者育成の理念のもと、各組織で目的を適切に定めている。 

「芝浦工業大学学則」（以下、「学則」）第 1 条には次のとおり、大学の目的を定めている
【第１章基本情報一覧「学則」】。 

 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/centennial_sit_action.html
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学術の中心として深く工学の研究を行い世界文化に貢献し、併せて広く一般の学術教
養と専門の工業教育を施すことにより、学生の人格を陶冶し、学理を究めさせ体位の
向上を図り、もって優秀なる技術者を養成することを目的とする。 

「芝浦工業大学大学院学則」（以下、「大学院学則」）第 1 条には大学院の目的を定めてい
る【第 1 章基本情報一覧「大学院学則」】。 

工学に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の発展に寄与する
ことを目的とする。 

本学の理念・目的の根幹をなすのは「技術者の育成」である。各学部・研究科の人材の
育成および教育研究上の目的は以下のとおりである。大学の理念・目的やそれぞれを設置
した背景に合わせて、具体的に設定している【第１章基本情報一覧「学則」、「大学院学則」】。 

工学部 

工学部では、現代社会が抱える様々な課題を自ら発見、解決する工学技術者を養成す
るため、確かな基礎学力に基づく各専門分野の高い専門能力に加え、工学部内の多彩
な専門分野を横断的に学べる新たな教育プログラムにより学際的な思考能力を涵養
します。さらに、修得した分野横断的知識に加え、研究を軸とした実践型教育により
課題解決能力を高め、様々な課題の本質を捉え、学際的アプローチにより解決する能
力を涵養し、持続可能な社会の発展に、多様な価値観と高い倫理観をもって貢献する
創造性豊かな人材を養成します。具体的には、卒業までに以下に挙げる能力を持った
人材を養成することを教育研究上の目的とします。 

 工学専門教育の修得に必要な基礎学力・教養を身に付けている。（豊かな教養を
涵養する学修） 

 工学の専門知識と論理的思考法を体系的に学び、身に付けている。（工学知識の
体系的学修） 

 複数分野の知識を修得し、学際的な思考能力を身に付けている。（分野横断的知
識の修得） 

 研究を通じ、課題を発見・解決し、未踏分野に挑戦できる力を身に付けている。
（創造性の育成） 

 社会の要求、多様な価値観を理解し、他者と協働して主体的に行動できる能力を
身に付けている。（他者との共生） 

システム理工学部 

システム理工学部は、幅広い教養、国際性と理工学に対する体系的な知識を身に付け、
総合的問題解決のためのシステム工学の思考と手法を活用して持続可能な社会の構
築に貢献できる人材を養成することを目的とする。 

デザイン工学部 

デザイン工学部は、幅広い工学の素養をもち、コンセプトが明確になっていない段階
からアイデアを生み出し、人間の感性や社会との調和・融合を図りながら創造的なも
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のづくりをすることによって、持続可能な社会の構築に貢献できる実践的な人材を育
成することを目的とする。 

建築学部 

建築学部は、これからの時代に建築を「いかにつくるか」だけでなく「何のためにつ
くるか」を重視する。そのために、自然科学や人文社会科学なども含んだ学際的視点
を持ち、持続可能な社会における豊かな建築や都市空間を創造する力を持った人材を
育てる。また多様な価値観が共存する 21 世紀の世界に適応できる、建築をベースに
した特色ある人材を育てる。具体的には、卒業までに以下に挙げる能力を持った人材
を養成する。 

1. 歴史的発展を踏まえてさまざまな側面を理解し、現代の建築の技術的・社会的問題
点を理解することができる 

2. 人々の生命や財産に深く関連する建築に、技術者や設計者としてたずさわるための
倫理観を身に付ける 

3. 普遍的法則である科学に関する基礎知識を身に付け、なおかつ建築設計や建築技術
に関する幅広い専門知識を身に付ける 

4. それらの幅広い知識を統合、駆使し、建築や都市をめぐる現在的課題に対して自ら
の役割や責任を認識しつつ、解決に導くことができる 

5. 豊富なコミュニケーション能力を使って他者や他集団とのあいだに適切な社会関
係を築くことができ、さらにそれを踏まえて 21 世紀のグローバル社会で活躍でき
る 

大学院理工学研究科 

修士課程 

大学院修士課程では、各分野の専門家としての知識と意識を持ち、社会の新しい側面
に対応し、それを即戦力として活用でき、さらに持続型社会の構築に貢献できる技術
者・研究者の育成を目指す。このような人材には、高度な専門知識に裏付けられた問
題発掘能力や定量的に問題を解決する能力、さらにはグローバル社会に対応できる能
力が求められる。これらの能力が養われるように本課程では、国際的に通用する幅広
い見識と柔軟思考を両輪とする教育研究を展開する。 

博士（後期）課程 

大学院博士（後期）課程では、研究者ポテンシャルの向上を目指して、大学院修士課
程の修了者あるいは社会の第一線で活躍している技術者を対象に、豊かな学識を有す
る専門技術者及び研究者として育成することを目的とする。学際的観点から自己の専
門分野を深めることにより、ソフト・ハード両面にわたって総合的な見地に立ち、シ
ステム全体の調和を図ること、及び持続可能型社会の構築に貢献できる能力の獲得を
目指す。 

さらに、産業界で活躍できる博士号取得者となることができるように、複眼的工学能
力、技術経営能力、メタナショナル能力を併せ持つシグマ型統合能力人材の育成を行
う。 
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上記の人材養成を核とする大学院博士（後期）課程における教育研究は、大学の使命
である研究推進を担う中核としての役割も担う。 

このように建学の精神は、各学部・研究科の人材（技術者・専門家・研究者）育成の目
的として具体的に展開して学則に明文化されている。また、建学の精神を近年の経済社会
のグローバル化に対応させた「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成」
を、新たに教育の理念として設定した【根拠資料 1-1（ウェブ）】。この理念の下、教育・研
究のグローバル化を推進している。2014年 9月には、私立理工系大学で唯一「スーパーグ
ローバル大学創成支援事業タイプ B（グローバル牽引型）」に採択された【根拠資料 1-2（ウ
ェブ）】。組織的なグローバル PBL の実施（2018 年度から）、システム理工学部全学科での
「国際プログラム」の展開（2019 年度から）、工学部先進国際課程の設置（2020 年 10 月）
などに取り組んでいる【根拠資料 1-3（ウェブ）】【根拠資料 1-4（ウェブ）】【根拠資料 1-5

（ウェブ）】。このように時代に即した理念の下、全学を挙げてグローバル化を推進してい
る。 

理念・目的を教職員及び学生に周知するとともに、社会に公表しているか。 

理念・目的を簡潔かつ明確に表現している建学の精神「社会に学び、社会に貢献する技
術者の育成」は、Web サイトや刊行物などに明記し学内外に公表している【根拠資料 1-1

（ウェブ）】【根拠資料 1-6（ウェブ）】。2027 年に創立 100周年を迎えるにあたり、創立者有
元史郎とそのご家族の功績をたたえ、芝浦工業大学の歩みを紹介することを目的とした展
示施設「有元史郎 MEMORIAL CORNER」を豊洲キャンパス内に 2024 年 1 月に設置した
【根拠資料 1-7（ウェブ）】。本施設は一般公開しており、教職員および学生、そして社会に
向けて本学の理念・目的や歴史などを知ってもらうことができる施設となっている。 

全ての学部・学科・課程、研究科・専攻の人材の育成と教育研究上の目的は、学則に明
示している。また、大学Web サイトにおいてもそれらを公表している【第１章基本情報一
覧「学部・研究科等の目的」】。刊行物やWebサイトでの公表に加え、新入生に対しては毎
年 4 月のガイダンスで、建学の精神、教育の理念・目的を周知している。特に 2024年度か
らは新入生ガイダンスを「フューチャー・ビジョン・ワークショップ（FVWS）」と題し、
建学の精神および教育の理念を紹介した上で、新入生が、所属する学科・課程（コース）
のディプロマ・ポリシーと学修・教育到達目標（ｍDP）を理解したうえで、4年間の学修
目標とキャリアプランを意識して学生生活を送ってもらうことを目的としたプログラム
を実施している。新任の教職員には、同じく 4 月に「新任教職員研修会」を実施し、本学
の歴史、建学の精神、教育の理念などについて理解する機会を設けている。 

評価項目② 大学として中・長期の計画その他の諸施策を策定していること。 

＜評価の視点＞ 
 中・長期の計画その他の諸施策は、大学内外の状況を分析するとともに、組織、
財政等の資源の裏付けを伴うなど、理念・目的の達成に向けて、具体的かつ実現
可能な内容であるか。 

 中・長期の計画その他の諸施策の進捗及び達成状況を定期的に検証しているか。 
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中・長期の計画その他の諸施策は、大学内外の状況を分析するとともに、組織、財政等
の資源の裏付けを伴うなど、理念・目的の達成に向けて、具体的かつ実現可能な内容で
あるか。 

2020 年 3 月に学校法人芝浦工業大学として、創立 100 周年（2027 年）に向けた経営ビ
ジョン「学校法人芝浦工業大学中長期（8 ｶ年）計画（2020～2027年）」を策定した【根拠
資料 1-8】。これは創立 100 周年を迎える 2027 年に、「我が国の理工学系私学としてトップ
の社会的評価を得る」という中長期目標のもと作成したものである。財務計画は、本法人
の永続性を担保する盤石な財務基盤の確立を基本理念に据え、定量的な経営判断指標が正
常状態（日本私立学校振興・共済事業団が定める『定量的な経営判断指標に基づく経営状
態の区分』が A3 区分以上）を維持することや、大型施設整備計画を加味した資金計画な
どを前提に置いて策定している。この中長期計画は毎年度作成される事業計画の根幹とな
っており、事業報告にて逐次その進捗を報告している【根拠資料 1-9（ウェブ）】。 

本学は 2027 年に、前身の東京高等工商学校の創立から 100 周年の節目を迎える。100周
年に向けて 2015 年に長期ビジョン「Centennial SIT Action」(以下、「CSA」)を策定した。こ
の大学戦略は学校法人芝浦工業大学中長期計画に含まれている。CSA では、2027 年にアジ
ア工科系大学トップ 10 となることを目標とし、以下の 5 つの柱を軸に全学的な改革を推
し進めている【根拠資料 1-10（ウェブ）】。 

1. 理工学教育日本一 

「学生に何を教えたか」ではなく、「学生が何を学んだか」への工学教育の転換。「教育
の質保証」という継続的課題 

2. 知と地の創造拠点 

イノベーションの創出につながる研究拠点と研究体制の構築、地域との共創的連携、
研究力の強化 

3. グローバル理工学教育モデル校 

グローバル人材を育成する理工学教育モデルの構築、グローバルな技術環境の変化に
対応できる人材の育成 

4. ダイバーシティ推進先進校 

多様な文化や価値観を受け入れる人材の育成 

5. 教職協働トップランナー 

教員と職員が一体となって、教育・研究・大学運営を推進 

理念・目的の達成に向けて、CSA の施策を推進するための基本戦略と行動計画を明確に
し、検証する数値目標（KPI: Key Performance Indicator）を設定して PDCA サイクルを回し、
建学の精神を具現化する工学教育研究体制を整備している。KPI の具体例としては、2027

年度までに「大学院進学率 60%」、「年間論文数 600 本」、「国際共著数 200本」、「正規外国
人留学生比率 30%」、「海外提携校数 100校」、「女子学生比率 30%」、「女性教員比率 30%」、
「職員の女性管理職比率 50%」などがある。これらの進捗や経過については大学ウェブサ
イトでも公表している【根拠資料 1-10（ウェブ）】。これらの KPI ですでに数値目標を達成
したものについては目標の再設定を検討しており、目標値がチャレンジングな数値につい
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ても長期的な視点で理念・目的の達成に向けて必要な数値目標であることが学内で共有さ
れている。 

中・長期の計画その他の諸施策の進捗及び達成状況を定期的に検証しているか。 

学校法人芝浦工業大学として、毎年度 4 月に開催している全学期首会議および 10 月の
全学期中会議において、この学校法人全体の中長期計画及び CSA をベースに教学・事務の
それぞれの組織において具体的に設定した目標を共有し、議論及び進捗報告をしている。 

大学としては、CSA とその KPI の達成に向けて、より細分化した行動計画を学長室と各
学部、研究科、各センター等の機関単位で年度毎に作成している【根拠資料 1-11】【根拠資
料 1-12】。行動計画は、実施目標（およびその目標がどの 5 つの柱と結びついているか）、
計画概要、達成最終目標、主な担当機関、実施担当者のほか、計画を評価するための基準・
数値目標・自己評価などから構成されている。また PDCA サイクルを回すために、大学会
議を年度内に最大 3回開催している。年度当初の大学会議で各組織の数値目標を確認、年
度途中には進捗状況を確認、年度末に成果を報告して共有している。このように毎年度、
進捗状況を確認して問題点などを議論しながら、全学で共有している。 

2024年度は学長室にて以下の 20 項目について行動計画を設定した。1．カリキュラムマ
ネジメントと単位の実質化、2．教職課程の在り方、3．大学院の質保証、4．就職キャリア
支援、5．入学者選抜改革と高大接続、6．教学 IR 体制の強化、7．先進教育（DX 推進を含
む）、8．数理・データサイエンス、9．先進国際課程（IGP）、10．FDSD の強化、11．産学
官連携と地域連携推進、12．地域連携・生涯学習センター改革、13．私立大学等改革総合
支援事業、14．SDGs 推進、15．Towards the World University Ranking、16．国際連携に向け
た取組、17．COIL(Collaborative Online International Learning)、18．学生支援、19．DE&Iの
推進、20．大学広報戦略——である。学長室の行動計画に加え、工学部、システム理工学
部、デザイン工学部、建築学部、理工学研究科、学術情報センター・SIT 総合研究所・教
育イノベーション推進センターなどの附置機関、その他キャリアサポートセンターなどの
各組織でも、同様に行動計画を設定し、年度途中で進捗状況を報告し、情報を共有してい
る。 

中・長期の財務計画については、想定される設備投資計画や学部改組などの教学改革の
他、外部環境を踏まえた物価や人件費の変動予測も織り込んだ中長期の財務シミュレーシ
ョンを財務部で策定し、教育研究の十全な遂行に必要な資金の確保と将来に向けた引当特
定資産の積立の両立が図れることを確認している。また、予算編成や決算、新たな大型事
業計画が立案される都度、シミュレーションの見直しを実施し、必要に応じて翌年度以降
の予算編成方針などに反映することとしている。 

このように中・長期目標については、法人レベル、大学レベルにおいて全体の検証、及
び細分化した項目についても定期的な検証を実施しており PDCA を回している。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

建学の精神「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」を尊重し、現代社会のグロー
バル化に対応した教育を実施するために教育の理念「世界に学び、世界に貢献するグロー
バル理工系人材の育成」を設定した。このように時代の変化に応じて社会に貢献できる姿
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勢を建学以来継承している。本学は 2027 年に創立 100 周年を迎える。それに向けた中長
期の大学戦略 CSA を立て、各部門でさまざまな改革を推進している。大学運営において
PDCA サイクルを回すことが定着しており、本学の文化として継承されている。 

学部・研究科においても、建学の精神、教育の理念を踏まえて各学部・研究科の人材の
育成及び教育研究上の目的を設定している。これらは直近では 2020 年度に見直しを実施
し、それに伴い学科・課程・専攻の人材の育成及び教育研究上の目的の改定も行った。さ
らに 2024 年度に課程制へ移行した工学部、2026 年度に課程制へ移行予定のシステム理工
学部においても、当然ながら大学・学部の目的に照らして各課程の人材の育成及び教育研
究上の目的を再設定することを徹底しており、その内容は内部質保証に責任を持つ学部
長・研究科長会議で審議承認されている。 

分析を踏まえた問題点 

法人では、財務部において中長期の財務シミュレーションを策定し、予算編成や決算だ
けでなく、大型事業の検討が行われるたび見直しを実施しており、適時・適切な財務予測
が行われ、将来に向けて健全な財務運営を確認している。ただし、財務予測では将来の経
営環境の変動を想定した試算を行う為、保守的な予算計画になる傾向があり、ブランド力
向上を目的とした事業計画予算に影響を及ぼす可能性もあり、注意すべき点として捉えて
いる。また地震等の天災や様々な危機管理上の問題に対応できるよう危機管理室を設置し、
リスクマネジメント体制の構築を急いでいる。 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

策定している財務計画は、財務部で策定する財務シミュレーションにおいて適時・適切
に見直しが行われ、現在盤石な財政状況ではあるが、本法人を取り巻く環境が急速に様変
わりする可能性を鑑みると、変化に対する機敏性、将来予測の適切性に留意し、財務計画
を更新する方針である。 

全体のまとめ 

本学は建学の精神を踏まえ、大学の目的を適切に設定している。学部・研究科の教育研
究上の目的についても大学の目的を踏まえ、設定している。これらは学則の他、大学ウェ
ブサイトにおいても公表している。また、時代の変化に応じて、建学の精神に即した教育
の理念「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成」の設定、学部・研究
科の教育研究上の目的を改定するなど、定期的な点検を行っている。これらの理念や教育
研究上の目的は大学ウェブサイトでも公表している他、2023年度には創立者の功績を称え
るとともに、芝浦工業大学の歴史を紹介することを目的とした「有元史郎 MEMORIAL 

CORNER」を開設し、教職員および学生、そして社会に向けて本学の理念・目的や歴史な
どを広く理解してもらうよう努めている。 

また、学校法人として、創立 100 周年に向けて「学校法人芝浦工業大学中長期計画」を
策定している。大学ではこの中長期計画を大学の長期ビジョン CSA として、幅広く教職員
で共有し、この目標達成のために教職協働で取り組んでいる。 
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第2章 内部質保証 

評定 A 

基本情報一覧 

内部質保証 

内部質保証の方針・手続 URL・印刷物の名称 

内部質保証に関する方針 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/evaluation/quali
ty_assurance.html 

全学内部質保証推進組織の名称と所管事項 

全学内部質保証推進組織 学部長・研究科長会議 

所管事項 「芝浦工業大学学部長・研究科長会議規程」から抜粋 
 

(目的) 

第 2 条 学研会議は、次の各号のうち、学長の求め
に応じて大学の業務執行と質保証、改善に関する事
項を審議し、学長に意見を述べるものとする。 

(1) 将来計画に関する事項 

(2) 教育及び研究組織に関する事項 

(3) 教育課程の編成に関する事項 

(4) 内部質保証に関する事項 

(5) 教育・研究予算に関する事項 

(6) 教員の構成に関する事項 

(7) 学生の指導育成に関する事項 

(8) 学則に関する事項 

(9) 入学者選抜の方針及びその他入試全般に関す
る事項 

(10) 学内各部局運営上必要な事項 

(11) 大学が決定した事項の具体的履行措置に関
する事項 

(12) その他学長から審議を求められた事項 

名簿（URL・印刷物の名称） 「芝浦工業大学学部長・研究科長会議規程」から抜粋 

(構成) 

第 3 条 会議の構成員は、次の各号に掲げる者とす
る。 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 学部長 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/evaluation/quality_assurance.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/evaluation/quality_assurance.html
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(4) 大学院理工学研究科長 

(5) 監事 

(6) 事務局長 

(7) 豊洲学事部長 

(8) 大宮学事部長 

(9) 国際部長 

(10) 入試部長 

(11) 研究推進部長 

(12) 就職・キャリア支援部長 

(13) 情報イノベーション部長 

(14) 財務部長 

(15) その他学長が指名した者、若干名 

備考  

※ 内部質保証に係る全学的な体制を表した図を、この下に掲載してください。 

内部質保証体制図 
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設置計画履行状況調査等への対応（５ヵ年） 

指摘 
区分 

指摘事項 指摘 
年度 

改善状況 改善状況に関する根拠資料
（設置履行状況調査結果など） 

 なし    

備考  

※ その他、文部科学省からの勧告等に関することは、点検・評価報告書本文に記載してください。 

前回の認証評価からの改善状況 

改善報告書 URL https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/Improvement_Report.pdf 

改善報告書検討結果 URL https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/Improvement_Report_Examin
ation_Results.pdf 

備考  

情報公表 

項目 URL 

点検・評価報告書 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/evaluation/inspection.html 

［教育情報］ 

項目 URL 

教育研究上の目的 基準１ 

教育研究上の基本組織 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#b 

学位授与方針 基準４ 

教育課程の編成・実施方針 基準４ 

学生の受け入れ方針 基準５ 

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び
業績 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#c 
 

入学者の数、収容定員及び在学する学生の数 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#e 
 

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び
就職者数その他進学及び就職等の状況 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#e 
 

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の
計画 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#f 
 

成績評価及び卒業又は修了の認定に当たって
の基準 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#g 
 

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研
究環境 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#h 
 

https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/Improvement_Report.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/Improvement_Report_Examination_Results.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/Improvement_Report_Examination_Results.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/evaluation/inspection.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#b
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#c
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#e
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#e
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#f
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#g
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#h
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項目 URL 

授業料、入学料その他の大学が徴収する費用 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#i 
 

修学支援、生活支援、進路支援その他の学生支援 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#j 
 

財務情報 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#o 
 

備考  

※ 関係法令：学校教育法第 109 条第１項、学校教育法施行規則第 172 条の２第１項及び第２項、教育職
員免許法施行規則第 22 条の 8 

［学習成果等］ 

情報 ウェブサイト名称・URL 

「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標の達成状況を明らかにするための学
修成果・教育成果に関する情報 

各授業科目における到達
目標の達成状況 

http://resea.shibaura-it.ac.jp/ 
各教員のサイトから「自己評価・授業評価アンケート」を科
目ごとに参照可能。ただし学内のみの公開。 

学位の取得状況 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/degree.html 

学生の成長実感・満足度 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR-hpxJsBVM
8P8OHNoGmHmSL7NXwl0nq5AtaK_PBn4WHyvfX0nFLsX6
We_n9sY5jhCXeCss0F9RCtP3/pubhtml 

進路の決定状況等の卒業
後の状況（進学率や就職率
等） 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#e 
 

修業年限期間内に卒業す
る学生の割合留年率、中途
退学率 

※基礎データ表６参照 

学修時間 https://web.sic.shibaura-it.ac.jp/app/webroot/reflection/?bu=1#tim
e 

学修成果・教育成果を保証する条件に関する情報 

入学者選抜の状況 https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/exam_past_results.
html 

教員一人あたりの学生数 ※基礎データ表１参照 

学事暦の柔軟化の状況 https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/school_calendar/index.
html 

履修登録単位の登録上限
の状況 

https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html 
学修の手引に記載 

授業の方法や内容・授業計
画（シラバスの内容） 

http://syllabus.sic.shibaura-it.ac.jp/ 

早期卒業や大学院への飛
び入学の状況 

https://www.shibaura-it.ac.jp/examinee/graduate/matching2_1.ht
ml 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#i
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#j
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#o
http://resea.shibaura-it.ac.jp/
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/degree.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR-hpxJsBVM8P8OHNoGmHmSL7NXwl0nq5AtaK_PBn4WHyvfX0nFLsX6We_n9sY5jhCXeCss0F9RCtP3/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR-hpxJsBVM8P8OHNoGmHmSL7NXwl0nq5AtaK_PBn4WHyvfX0nFLsX6We_n9sY5jhCXeCss0F9RCtP3/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR-hpxJsBVM8P8OHNoGmHmSL7NXwl0nq5AtaK_PBn4WHyvfX0nFLsX6We_n9sY5jhCXeCss0F9RCtP3/pubhtml
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/info/#e
https://web.sic.shibaura-it.ac.jp/app/webroot/reflection/?bu=1#time
https://web.sic.shibaura-it.ac.jp/app/webroot/reflection/?bu=1#time
https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/exam_past_results.html
https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/exam_past_results.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/school_calendar/index.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/school_calendar/index.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
http://syllabus.sic.shibaura-it.ac.jp/
https://www.shibaura-it.ac.jp/examinee/graduate/matching2_1.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/examinee/graduate/matching2_1.html
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情報 ウェブサイト名称・URL 

FD・SD の実施状況 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/faculty_developme
nt/ 

備考  

関係：教学マネジメント指針（中央教育審議会大学分科会）別紙 3 

［教職課程］ 

項目 URL 

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画に関すること 

https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PD
Fteacher-training_license22-6/teacher-t
raining_license22-6.pdf 

教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有す
る学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目
に関すること 

https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PD
Fteacher-training_license22-6/teacher-t
raining_license22-6.pdf 

教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の
方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること 

https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PD
Fteacher-training_license22-6/teacher-t
raining_license22-6.pdf 

卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PD
Fteacher-training_license22-6/teacher-t
raining_license22-6.pdf 

卒業者の教員への就職の状況に関すること https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PD
Fteacher-training_license22-6/teacher-t
raining_license22-6.pdf 

教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関
すること 

https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PD
Fteacher-training_license22-6/teacher-t
raining_license22-6.pdf 

備考  

関係法令：教育職員免許法施行規則第 22 条の６ 

1. 現状分析 

評価項目① 内部質保証のための方針を適切に設定していること。また、教育の充実
と学習成果の向上を図るために、内部質保証システムを整備し、適切に
機能させていること。 

＜評価の視点＞ 
 内部質保証のための全学的な方針において、基本的な考え方、体制（全学内部質
保証推進組織をはじめとした諸組織の位置づけ、役割や責任）や手続を明らかに
しているか。 

 教育の企画・設計とその実施、自己点検・評価及び改善活動に関して、全学的な
調整や支援を行っているか。 

- ３つの方針の策定の調整・支援 
- 体系的・組織的な教育課程の編成に向けた調整・支援 
- 効果的な教育方法の開発とその運用のための調整・支援 
- 学習成果の可視化に向けた調整・支援 
- 自己点検・評価の実施やその結果の活用に向けた調整・支援 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/faculty_development/
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/education/faculty_development/
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/PDFteacher-training_license22-6/teacher-training_license22-6.pdf
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 大学全体規模や学部、研究科その他の組織（教職課程を実施する全学的組織を含
む）における自己点検・評価をそれぞれ定期的に実施し、その結果を活用して改
善・向上に取り組んでいるか。 

 学部、研究科その他の組織における自己点検・評価の客観性、妥当性を高めるた
めに、学生の意見や外部の視点を取り入れるなどの工夫をしているか。 

 行政機関、認証評価機関等から指摘事項があった場合、それに適切に対応してい
るか。 

内部質保証のための全学的な方針において、基本的な考え方、体制（全学内部質保証推
進組織をはじめとした諸組織の位置づけ、役割や責任）や手続を明らかにしているか。 

本学は「芝浦工業大学内部質保証に関する内規」において、芝浦工業大学学則第 1 条、
及び芝浦工業大学大学院学則第 1 条に掲げる目的の実現のため、教育研究活動等の状況に
ついて自ら点検及び評価を行い、その評価結果を改革、改善につなげることを通じ、恒常
的かつ継続的に教育の質の保証及び向上に努めることを定めている【根拠資料 2-1】。これ
に基づき内部質保証に関する大学の基本的な考え方を「内部質保証の方針」として定め、
学内で共有すると共に Web サイトで明示している【根拠資料 2-2（ウェブ）】。 

基本的な考え方 

同方針は 2017 年度に制定し７年間運用した後、2023 年度に改訂を行った。７年間の自
己点検・評価活動を踏まえ、内部質保証の体制やシステムについての記述を「基本的な考
え方」として整理し、本学の方針をより明確に提示した。「基本的な考え方」で、本学の内
部質保証の推進に責任を負う全学的な組織は、学長・副学長をはじめ学部長・研究科長・
事務部署の部長らが一堂に会する学部長・研究科長会議（以下、「学研会議」という）とす
ることを定めている。 

現在、学研会議の構成員は、学長、副学長、学部長、大学院理工学研究科長、監事、事
務局長、学事本部長、豊洲学事部長、大宮学事部長、国際部長、入試部長、研究推進部長、
就職・キャリア支援部長、情報イノベーション部長、財務部長、その他学長が指名した者
として、SIT 総合研究所長、学生センター長、キャリアサポートセンター長、国際交流セ
ンター長、学術情報センター長、IR 担当教員、学長補佐となっている。また、毎年大学全
体と学部・研究科ごとに自己点検・評価を実施し、「大学外部評価委員会」による評価を行
い、その結果を学内外に公表することを基本的な考え方に明記している。 

体制・手続き 

同方針の「2. 内部質保証に関連する学内の諸組織」では、「I. 定期的な自己点検・評価
活動に関連する学内の諸組織」として、「学校法人芝浦工業大学評価委員会」が法人全体の
自己点検・評価を実施すること、「大学点検・評価分科会」が大学全体と学部・研究科の自
己点検・評価を実施・公表すること、学外の有識者による評価を「大学外部評価委員会」
で行い結果を公表することを定めている。「II. 教育の質保証に向けた活動に関連する学内
の諸組織・主体」として、内部質保証の推進に責任を負う学研会議が恒常的に大学全体の
教学の改善を検討・推進すること、各学部は教授会・学部長室会議・FD 委員会、研究科
は研究科委員会・専攻長会議・ FD 委員会において、教育の質保証に関する課題や改善点
等について協議を行うこと、教育イノベーション推進センターが、教育の質保証および教
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育改善のための取り組みについて全学的施策を策定・提案、FD・SD 活動推進の取り組み
への支援・協力などを行うこと、各教員の教育研究活動等は、教育・研究業績等評価制度
によって自己点検・評価を実施し、教育・研究の質を保証することを明示している。 

「3.  本学の諸方針と改善・改革のための行動指針」では、大学、学部・研究科、課程・
学科・専攻それぞれが、教育研究上の目的および３つの方針を設定し、年度ごとにそれぞ
れの理念・目的について自己点検・評価を実施することを明記している。また本学は「創
立 100 周年を迎える 2027 年に向けた長期ビジョン「Centennial SIT Action」（以下、「CSA」）
を学内で共有し、社会に公表している【根拠資料 1-10】。毎年度、学長室、各学部、研究科、
各センター等の機関は、CSA の諸施策を行動計画に落とし込んで PDCA サイクルを回し、
学研会議、大学会議等を通じて定期的にその進捗、達成状況に関する情報を共有して横断
的な検証を行うことを方針で明示している【根拠資料 1-11】【根拠資料 1-12】。 

以上により、本学は内部質保証の方針において、基本的な考え方、体制や手続を適切に
明らかにしている。 

教育の企画・設計とその実施、自己点検・評価及び改善活動に関して、全学的な調整や
支援を行っているか。 

「芝浦工業大学学部長・研究科長会議規程」では、「教育及び研究組織に関する事項」、「教
育課程の編成に関する事項」、「内部質保証に関する事項」などについて、学研会議で審議
することと規定している【根拠資料 2-3】。学研会議は、大学全体の教育研究活動等の有効
性を検証する機能を有し、その検証結果を踏まえた改善策を策定する。有効性を検証する
事項については、学長室から提供されるものや各部局から上程されるものなどがある。学
研会議により提示された方針や改善策は、学部・研究科や関係部署の然るべき部門に共有
され、各部局は、それぞれの活動の評価と改善を行う。その結果を学研会議にフィードバ
ックすることにより PDCA サイクルを回している。具体的には以下の手順により、内部質
保証の PDCA サイクルを循環させている。 

学研会議は概ね月に 2 回開催しており、随時議題を上程することが可能となっているた
め、一年を通して PDCA サイクルを実行しており、教育の充実と学修成果の向上を図るた
めの内部質保証システムは適切に機能している。 

３つの方針の策定の調整・支援 

学研会議は、3 つの方針の整合性についての相互確認の場であり、大学、学部、研究科
（専攻）の 3 つの方針は学研会議の審議事項である。2016 年 3 月に発出された中央教育審
議会の「「卒業認定・学位授与の方針」，「教育課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れ
の方針」の策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、2016 年 4 月には本学独自の「３
つのポリシーの体系的な見直し方針」、「大学として学部・研究科（学位プログラム・学科・
専攻）の 3 つの方針策定チェックリスト」を作成し、大学全体および各部局の各方針の抜
本的な見直しを実施した（図 2-1）。2024 年度には、これらのガイドライン・方針を見直
し、方針には大学院理工学研究科においてディプロマ・ポリシーと学位審査ルーブリック
の整合性をチェックすることを追加するなどの更新を行った。これらは学研会議での審議
を経て学内に共有している【根拠資料 2-4】【根拠資料 2-5】。 
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図 2-1 学位授与方針、教育課程の編成・実施方針と学生の受け入れ方針 

体系的・組織的な教育課程の編成に向けた調整・支援 

本学の教育に関する事項については、各部局・センター、事務局から学研会議に情報が
集約される。学研会議は、学長、副学長、学部長、研究科長、監事、各事務部門の部長、
センター長、学長補佐等で構成されており、大学全体の調整や支援を適切に実施し、迅速
な意思決定を行うことができる体制となっている。また、教育イノベーション推進センタ
ーには、７つの部門（データサイエンス部門、先進教育部門、教職支援室、FD・SD 推進
部門、IR 部門、全学開講・学科間開講検討部門、カリキュラムマネジメント部門）がある
が、ほぼ全ての部門にそれぞれ担当の学長補佐を配しており、学研会議と教育イノベーシ
ョン推進センターとの情報共有がスムーズな形で行われる体制を構築している。 

本学では、各学科・課程（コース）及び大学院理工学研究科各専攻の学位授与方針（DP）
に示した修得すべき知識、技能、態度等の学修目標がより明確になるように、学部では DP

を詳細化した学修・教育到達目標（mDP）、大学院では学位審査ルーブリックを設定してい
る。各学科・課程（コース）の教育課程レベルにおいては、DP 及び mDPに掲げる目標達
成につながるよう、教育課程の編成・実施方針（CP）に沿って授業科目を開設し、カリキ
ュラムツリーに履修モデルとして示している。また、カリキュラムツリーを通じて、各授
業科目の位置づけや mDP を達成するための科目同士の関連付けを明確にしている。さら
に、理工系分野の特徴である積み上げ式学修の順次性が有効な授業科目群については、年
次・学期配当及び学びの過程の可視化を実現している。 

上記を毎年度点検・分析・改善支援をすることを目的として、2019 年度に教育イノベー
ション推進センターに「カリキュラムマネジメント部門」を設置した。2021 年度から同部
門が中心となり、学研会議を通じて全学部における各学科・課程（コース）の mDP とカリ
キュラムとの整合性の確認及び改善支援を進めている【根拠資料 2-6】。2024 年度より理工
学研究科における各専攻についても、各専攻の DP と学位審査ルーブリックの整合性の点
検・分析を開始した【根拠資料 2-7】。 

年度ごとに実施するカリキュラムの整合性整備の中で、mDP達成を根拠づける主要授業
科目の設定をし、その達成目標及び評価方法が mDP と整合しているか確認している。シ
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ラバスではすべての授業科目について達成目標と評価方法の対応・割合を明示するだけで
なく、当該科目の前年度の GP 分布・達成目標の達成度に関する学生の自己評価・授業外
学修時間等を明示し、すべての教職員・学生に学内限定で開示することで、授業形態、授
業方法が mDP 達成の主旨に沿ったものであり、期待される効果が得られているかを確認
している【根拠資料 2-6】。またカリキュラムの整合性チェックでは、年度当初に各学科の
3 年及び 4年の学生の取得単位数平均が２単位以下となっている mDP に関して、今後の単
位取得見込みや履修指導の予定、或いは２単位以下の取得で mDP に到達できるとする理
由報告を各学科、コースに依頼している。 

効果的な教育方法の開発とその運用のための調整・支援 

コロナ禍では、効果的な教育方法とその実施において、学研会議は全学的な調整や支援
の機能を存分に発揮することができた。本学の新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応に
ついては、2020 年度自己点検・評価報告書第 15 章に取りまとめている【根拠資料 2-8】。
学長主導のもと学研会議及び拡大学研会議（2020年当時は学研会議に学長室会議構成員は
含まれておらず、学研会議と学長室会議構成員を合わせて実施する会議体を「拡大学研会
議」としていた）にて、2020 年 3 月上旬より新型コロナウイルス感染拡大に伴う 2020 年
度前期の授業運営方針について議論を重ね、前期に開講する全ての授業を遠隔授業で実施
することを決定した。2020 年 4月には、全教員を対象に「遠隔授業の実施のガイドライン」
を提示した【根拠資料 2-9】。ガイドラインの冒頭に「シラバスに記載の達成目標に学生が
到達することを目指す」旨、明記されており、遠隔授業においても平時と変わらず達成目
標に学生が到達することを目指すことを全学的に共有した。 

ICT を利用した遠隔授業の提供については、2020、2021年度の新型コロナウイルス感染
拡大防止策として導入した遠隔授業対応のため、副学長主導で「遠隔授業に関する FDSD

研究会」を 2020 年 4 月から開始し、教員の習熟度による差を生じさせない工夫や遠隔授
業に適したツールの使い方、成績評価方法などを教職員間で共有した。受講対象は非常勤
教員を含めた全教職員で、2020 年度は合計 17 回（臨時開催を含む）の研究会を実施した
【根拠資料 2-10】。また遠隔授業実施に伴った職員によるサポートも実施し、2020年 5月の
授業開始日から 3 週目終了まで事務職員 30 名を遠隔授業サポート要員として配置し、校
内の教室設備を使用して、同時双方型授業で授業を行う教員へのサポートを実施した。 

2020年度後期から 2021年度後期に関しては、学生に対して「遠隔授業の履修の手引き」
として、遠隔授業の履修に関する倫理やマナー、留意事項、自主的な学び、試験・レポー
トの注意点、操作の確認方法やシステム障害時の対処方法等を和文および英文にて通知し
た。また、2022年度からは教育イノベーション推進センターの「先進教育部門」主導の下、
「遠隔授業に関する FDSD 研究会」を「教育改善に関する FDSD 研究会」と改称し、遠隔
授業だけではなくアフターコロナを見据えた新しい教育についても広く考える場として
引き続き活動している。2024 年度においても「オンライン授業運営方針」を示し、毎年見
直しを行いながら運用している【根拠資料 2-11（ウェブ）】。 

2020年 5月に遠隔授業を開始後、6月上旬に学生自治会が全学生を対象に遠隔授業に対
するアンケートを実施した。結果については各学部の教授会でも共有した後、拡大学研会
議を通じて学長より教員宛に「遠隔授業に関して至急対応のお願い」を 7月 1日に発信し、
学生からの回答で至急対応が必要と考えられる項目を抽出し対応策を教員に共有した【根
拠資料 2-12】。さらに 2020 年度前期終了後に全教員に対して、教育イノベーション推進セ
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ンターIR 部門にて、遠隔授業に関する教員アンケートおよび学生アンケートを実施し、ま
た 2020 年 10 月に開催した第 2002 回大学会議にて、議題として「コロナ前・後の成績評
価と学修時間の比較・分析」について IR 担当教員より分析結果の報告と共有を行った【根
拠資料 2-13】。これらを踏まえ 11 月の拡大学研会議では、2020年度後期授業における学生
の登校機会拡大などを決定した。 

このように学研会議は、平時だけでなく緊急時においても、効果的な教育方法の開発と
その運用のための支援を行っており、適切に機能している。 

学習成果の可視化に向けた調整・支援 

本学は、2014 年度に文部科学省の「大学教育再生加速プログラム（AP）」のテーマⅠ「ア
クティブ・ラーニング」、テーマⅡ「学修成果の可視化」の複合型に採択され、2019 年度
までの６年間、同プログラムのもと、学生の主体的な学びを促し、学修成果の可視化のた
めの取組を実施してきた。学修成果の可視化を目的に導入した SIT ポートフォリオを通じ
て、期毎の学修目標、授業自己評価、登校状況、授業外学修時間、取得単位、GPA、学科・
コース順位、TOEIC Score、mDP ごとの重み付き総平均点と取得単位数、CEFR Level、PROG 

Score の項目を、学生・教職員は、いつでも確認することができる（図 2-2）。2019 年度に
AP 事業は終了し、教育イノベーション推進センターが事業を継承しているが、学修成果お
よびその可視化についての情報は学研会議に集約されている。例えば、本学ではディプロ
マ・サプリメントを発行しており、これらの掲載項目について企業から意見をいただいて
いるが、これらの意見などは学研会議にて共有され、その内容について協議・検討などが
行われている。 
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図 2-2 SIT ポートフォリオ（例） 

 

自己点検・評価の実施やその結果の活用に向けた調整・支援 

本学では、毎年大学全体、学部・研究科、学科・課程等の単位で自己点検・評価を実施
している。大学点検・評価分科会のもと作成された大学全体の自己点検・評価報告書は、
学研会議に上程される。学長室、各学部、研究科、センター等の各機関は、CSA の諸施策
をもとに毎年行動計画を作成しているが、作成の際、前年度の自己点検で明らかになった
問題点を参考に行動計画を作成するよう学研会議が指示を出している。 

大学全体規模や学部、研究科その他の組織（教職課程を実施する全学的組織を含む）に
おける自己点検・評価をそれぞれ定期的に実施し、その結果を活用して改善・向上に取
り組んでいるか。 

「学校法人芝浦工業大学評価規程」では、自己点検・評価は原則として毎年度実施するこ
とを定め、学校法人芝浦工業大学評価委員会、大学点検・評価分科会、経営点検・評価分
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科会の下、毎年自己点検・評価を実施している【根拠資料 2-14】。また大学全体の自己点
検・評価だけでなく、各学部・研究科、各課程・学科、科目部門、全学の教職支援室、学
部・研究科の教職部門において、毎年自己点検・評価を実施し、その結果を Web サイトで
公表している【第２章基本情報一覧「点検・評価報告書」】。大学、学部・研究科の自己点
検は、毎年度作成している CSA の行動計画で具体化し、改善・向上に取り組んでいる【根
拠資料 1-11】【根拠資料 1-12】。 

自己点検・評価の客観性や妥当性を確保するため、各評価委員会に学外者が学外委員と
して参画している。「学校法人芝浦工業大学評価委員会」に 3 名、「大学外部評価委員会」
に 5 名、「法人運営外部評価委員会」に 2名である。毎年の大学の自己点検・評価では外部
評価委員から、改革・改善のための貴重な指摘や意見を受けている。これらは外部評価委
員により総括としてまとめられ、学研会議などを通じて教職員に還元され、改善・改革に
生かされている【根拠資料 2-15（ウェブ）】。 

学部、研究科その他の組織における自己点検・評価の客観性、妥当性を高めるために、
学生の意見や視点を取り入れるなどの工夫をしているか。 

全学レベルでの自己点検・評価に対する学生参画については、上述の大学外部評価委員
会において、大学関係者が同席しない形式で外部評価委員による学生インタビューを実施
する形で学生の視点を取り入れた評価が行われている。また、毎年「学生自治会と大学教
職員の話し合い」を行っている。学長補佐や各学部長室員、学生センター員、関連部署の
事務職員らが出席し、授業内容や課外活動、学生支援など幅広い分野の意見交換を行い、
その内容と結果を大学運営に直接的に反映させている。 

教育課程レベルでの自己点検・評価に対する学生参画については、本学大学院へ内部進
学した修士課程 1年生へのインタビュー結果と卒業時アンケートに回答された自由記述を
まとめて、各学科等へフィードバックすることで、教育活動・制度の改善を実施している。
また、本学は 2017 年度より大学ＩＲコンソーシアムに加入し、他大学を横断した学生調査
の結果から学修成果を測定している。これによって全国的なベンチマーキングが可能にな
り、本学や学部のポジショニングを考慮した教育改善や調査が可能となっている。具体的
な取り組みとしては、1-3年の全学部生に対して、各年次の終了時に大学 IR コンソーシア
ムの設問項目に準じたアンケート調査を実施している。2024年度より当該アンケート調査
結果を集計し、本学における各学部・学科・課程（コース）毎の学生の授業や学修経験、
学生生活の充実度などを分析し、教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上に活かし
ている。  

授業科目レベルでの自己点検・評価に対する学生参画については、自己評価・授業評価
アンケートの回答に加えて、研修を受けた学生が、教員の要望により、授業の観察・記録
等を行い、学生の視点に立った客観的な情報を当該教員に提供することによって、授業改
善に向けたコンサルテーションを実施する SCOT (Students Consulting on Teaching) 制度を
2012年度に導入し、毎年、10 名前後の教員が利用し、授業改善に役立てている【根拠資料
2-16】。 

行政機関、認証評価機関等から指摘事項があった場合、それに適切に対応しているか。 

行政機関、認証評価機関などからの指摘事項には、適切に対応している。本学は 2018 年
度の大学基準協会による第 3 期認証評価で、大学基準に適合していると認定を受けた。た
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だしその際に、是正勧告を 1 件、改善課題を 3件受けた【根拠資料 2-17（ウェブ）】。指摘
事項は、速やかに対応を行い、2022年 7月に大学基準協会に改善報告書を提出した【第２
章基本情報一覧「改善報告書 URL」）。改善報告書検討結果では「再度報告を求める事項は
ない」という結果を受領しているが、「引き続き改善が求められる」と指摘を受けた項目 3

件については以下のとおり対応している【第２章基本情報一覧「改善報告書検討結果
URL」】）。 

１．是正勧告 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準４ 教育課程・学習成果 

提言（全文） 専門職大学院を除いたすべての研究科において、課程ご
とに研究指導計画として 研究指導の方法及びスケジュー
ルを定めていないため、これを定めあらかじめ学生に明示
するよう是正されたい。  

検討所見 「大学院理工学研究科専攻長会議」及び「大学院理工学
研究科委員会」での審議を経て研究指導の方法及びスケジ
ュールを「学位取得のためのガイドライン」に明示してお
り、改善が認められるものの、より詳細なスケジュールを
明示することが望まれる。 

 
改善状況 
（2024 年 5 月時点） 

2024年度からは「学修の手引」において、専攻毎に研
究指導スケジュールを学年及び時期別で詳細に示すように
改善を行った【根拠資料 2-18（ウェブ）】 

２．改善課題 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準４ 教育課程・学習成果 
 

提言（全文） 理工学研究科国際理工学専攻修士課程及び同機能制御シ
ステム専攻博士（後期）課程では、学位授与方針に、修得
すべき知識、技能、能力など当該学位にふさわしい学習成
果を示していないため、改善が求められる。また、理工学
研究科博士（後期）課程では、学位授与方針及び教育課程
の編成・実施方針を授与する学位ごとに設定していないた
め、改善が求められる。  

検討所見 理工学研究科国際理工学専攻修士課程では学位授与方針
に学位取得に必要となる履修上の要件や、課程修了後に期
待される人材像等を示しているものの、依然として、課程
修了にあたって修得すべき知識、技能、能力など当該学位
にふさわしい学習成果を示していない。また、理工学研究
科機能制御システム専攻博士（後期）課程では、学位授与
方針に修得すべき知識、技能、能力など当該学位にふさわ
しい学習成果を示しているものの、同専攻を含む理工学研
究科博士（後期）課程では、依然として学位授与方針及び
教育課程の編成・実施方針を、授与する学位である工学・
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学術ごとに設定していない。さらに、同研究科地域環境シ
ステム専攻博士（後期）課程では、学位授与方針に修得す
べき知識、技能、能力など当該学位にふさわしい学習成果
を示しておらず、教育課程の編成・実施方針には教育課程
の編成に関する基本的な考え方を示していないため改善が
求められる。 

 

改善状況 
（2024 年 5 月時点） 

修士課程の国際理工学専攻、博士（後期）課程の機能制
御システム専攻の学位授与方針に修得すべき知識、技能、
能力などの当該学位にふさわしい学習成果を示すように内
容の改定を行った【根拠資料 2-19】。 

 
№ 種  別 内  容 

3 基準 基準４ 教育課程・学習成果 
 

提言（全文） 専門職大学院を除いたすべての研究科において、課程ご
とに学位論文の審査基準を明確にしていないため改善が求
められる。 

検討所見 大学院理工学研究科ＦＤ委員会や大学院理工学研究科委
員会での審議を経て、新たに学位論文審査基準を策定して
いるものの、その内容は、学位論文審査を実施するに際し
ての手続的な要件や学位論文審査の結果の合否の基準を示
すにとどまっており、学位論文が学位の授与に値する学問
的な価値を持ちうるかに関する内容的な側面からの具体的
な基準を示していないため、引き続き改善が求められる。 

 

改善状況 
（2024 年 5 月時点） 

学位論文が学位の授与に値する学問的な価値を持ちうる
かに関する内容的な側面からの具体的な基準を明確する必
要があることから、理工学研究科の学位授与方針、各専攻
の学位授与方針を踏まえて各専攻における学位審査の評価
シートを策定し、入学時ガイダンスで学生に公開するよう
に改善を行った【根拠資料 2-20】。 

 

評価項目② 大学の諸活動の状況等を適切に公表し、社会に対する説明責任を果たし
ていること。 

＜評価の視点＞ 
 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公
表し、社会に対する説明責任を果たしているか。 

 教育研究活動の情報として、学生の学習実態、学習上の成果に関わる情報を社会
にわかりやすく公表しているか。 
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教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公表し、
社会に対する説明責任を果たしているか。 

教育研究活動、自己点検・評価結果、財務やその他の諸活動の状況などは、以下のとお
り適切に公表している。 

大学全体および各学部・研究科で、教育・研究・社会貢献などの活動に関する自己点検・
評価を毎年度、大学基準協会の評価基準・項目に基づいて実施し、「点検・評価報告書」と
してWebサイトで公表している【第２章基本情報一覧「点検・評価報告書」】。このプロセ
スで判明した課題は次年度に向けて改善し、その状況を次年度の「点検・評価報告書」に
掲載している。また各学部・研究科のみならず、学科・課程、科目群・部会においても毎
年自己点検・評価を行い、その結果を Web サイトで公表している。教職課程については、
大学全体の教職支援室、また教職課程を有する学部・研究科の教職支援室において、自己
点検・評価を実施しており、その結果を Web サイトで公表している。 

毎年度、教員が目標とその達成度を明らかにして改善する PDCA サイクルの確立を目的
とした「教育・研究等業績評価」を実施している【根拠資料 2-21（ウェブ）】。各教員が自
身の諸活動を自立的・主体的に自己点検・評価する制度である。教員の「教育・研究等業
績評価」実施状況については Web サイト「教員データベース」で確認することができる（記
載内容は非公表）【根拠資料 2-22（ウェブ）】。また「教員データベース」では、教育研究活
動、大学運営・社会貢献に関する情報などを公表している。 

財務状況は、年度別に事業計画、当初予算、補正予算（二次補正予算含む）、決算各書類
と財務計算書類、監査報告書、事業報告書を Web サイトで公表している【根拠資料 2-23

（ウェブ）】。 

教育研究活動の情報として、学生の学習実態、学習上の成果に関わる情報を社会にわか
りやすく公表しているか。 

 本学のWebサイトにおいて、学生の授業外学修時間に関する情報、学位の取得状況、進
学率・就職率、修業年限期間内に卒業する学生の割合・留年率・中途退学率などを公表し
ている【第２章基本情報一覧「情報公表」】。また学生による教育評価アンケート（卒業時
アンケート）、自己評価・授業評価アンケート、卒業生アンケート、企業評価アンケートな
どのアンケートについても集計結果を公表している【根拠資料 2-24（ウェブ）】。 

評価項目③ 内部質保証システムの有効性及び適切性について定期的に点検・評価を
行い、改善・向上に向けた取り組みを行っていること。 

＜評価の視点＞ 
 内部質保証システムの整備や機能の状況を定期的に点検・評価し、その結果に基
づき、教育の質を保証する仕組みとしてより有効に機能できるよう改善・向上に
取り組んでいるか。 

従来の学研会議は学長、副学長、学部長、大学院理工学研究科長、監事、事務局長、豊
洲学事部長、大宮学事部長、国際部長、入試・広報連携推進部長、研究推進部長、就職・
キャリア支援部長、情報イノベーション部長、財務部長、学生センター長、キャリアサポ
ートセンター長、国際交流センター長、学術情報センター長、アドミッションセンター長、
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地域連携･生涯学習センター長、複合領域産学官民連携推進副本部長、IR 担当教員が主た
る構成員であった。内部質保証システムをより適切に稼働させるため 2021 年 6 月に体制
を変更し、規程に定める「その他学長が指名した者」として、学長補佐も参画することと
した。その結果、国の新たな施策や各部局・附置機関・事務組織から寄せられる教育研究
活動等に関する課題や改善すべき点を、より広く全学的に共有できるようになり、さまざ
まな意見の吸い上げが可能となった。 

さらに 2024 年 4 月には、5 つのセンター長（学生センター長、キャリアサポートセンタ
ー長、学術情報センター長、アドミッションセンター長、地域連携･生涯学習センター長）
の役職に学長補佐を任命した。これまではセンター長に加え、それぞれの分野を担当する
学長補佐を任命していたが、これらのセンターについてはセンター長が学長補佐を兼ねる
こととなり、より学長と各センターの意思疎通が容易となりスピード感がある対応が期待
できる体制となった。 

このように学長を筆頭に体制や仕組みを定期的に見直し、内部質保証システムの適切性
の担保と改善・向上に努めている。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

本学の内部質保証の長所を３点挙げる。１点目は、内部質保証の推進に責任を負う学研
会議が実質的に機能している点である。学研会議は、概ね月 2回開催され、構成員は学部
長・研究科長に加え、センター長や事務部門の長らで構成されている。定期的に審議や報
告を行う議題に加え、突発的に発生した問題や IR 分析で発見した課題等が速やかに様々
な部局から上程される仕組みとなっている。このため迅速にエビデンスをもって課題を共
有し、対応を検討することが可能となっている。例を挙げると、2023年 5月に１年前期終
了時点で取得単位が 15 単位未満であった学生のその後の修学状況についてのエビデンス
が学長に寄せられ、その１か月後の 6 月の学研会議にて 1 年生前期末終了時に取得単位数
が 15単位未満の学生については、正保証人・クラス担任との電話面談、または学生・正保
証人・クラス担任での 3 者面談を実施することを決定した【根拠資料 2-25】。このように
エビデンスをもって問題を提起し、即座に対応することが適切と判断した場合にはそれを
実行に移すことができる体制となっている。 

２点目は、教職学（教員・職員・学生）協働で内部質保証を進めている点である。学研
会議の構成員は教職員で構成されており、大学全体の様々な視点から議論ができる体制と
なっている。また、上述した全学レベル・教育課程レベル・授業科目レベルでの学生参画
により得られた情報の多くも学研会議にて共有されるため、コロナ禍などの非常事態にお
いても速やかに学生の要望を取り入れることが可能となっており、改善を行う体制が整っ
ている。 

３点目は、大学全体の自己点検・評価活動に対して毎年外部評価委員会による評価が実
施されており、客観的な評価が実施されている点である。例年 2-3 月に外部評価委員会を
開催している。外部評価委員５名に対し、同年度の自己点検・評価報告書、及びその根拠
資料を送付し、各委員に各章ごとに事前に所見を作成していただいている。所見には質問、
指摘、意見などが記載されており、外部評価委員会当日はその所見に基づき、質疑応答を
行っている。また当日には、学内者が立ち会いを行わない形で外部評価委員による学生イ
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ンタビューも実施し、学生の生の意見を聴取していただいている。大学に対して建設的な
意見・指摘をいただき、その結果は外部評価委員長の総括としてまとめられ、大学Webサ
イトにも公表している。 

分析を踏まえた問題点 

内部質保証の推進について問題点は認められないが、学研会議に数多くの議題が上程さ
れる状態となっており、運営面での改善を必要としている。学研会議は月に２回開催して
いるが、定期的な議題に加え、協議や報告が必要な複数の議題が寄せられる場となってい
る。様々な情報が集約されるという意味では学研会議は機能しているが、2023 年度の会議
の議題数の平均は 15.6 件、2022 年度は 14.8 件と決して少なくない議題数であるため、業
務負担減、効率化の観点から議題の精査等の対応を検討する必要がある。 

 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

内部質保証の推進に責任を負う学研会議では、多岐にわたる議題が審議・報告されてい
る。現状は、エビデンスをもとに迅速な対応を行い、改善向上に取り組んでいるが、今後
議題が増え続けた場合、迅速に対応できなくなる可能性もある。今後は、学研会議に上程
される議題について全学的にどのレベルのものをどこまで上程するのかを整理し、より実
質的かつ適切に迅速な判断を行えるよう改善を図る計画である。 

全体のまとめ 

本学は、内部質保証に関する大学の基本的な方針に基づいて、方針、手続き、体制を整
備し、内部質保証システムを有効に機能させている。大学全体、学部・研究科においても
毎年自己点検・評価を実施し、その結果を外部に公表し、改善・向上に取り組んでいる。
また教育研究、財務、その他の諸活動の状況についても適切に公表し、社会への説明責任
を果たしている。また内部質保証システムの有効性についても点検・評価し、改善を行っ
ている。さらに客観的データに基づいた全学的な PDCA サイクルを回しており、CSA とし
て定量的な目標を設定し、不断の改善を進めている。以上の点から、本学の内部質保証は
大学設置基準に照らして良好な状態にあり、理念・目的を実現する取り組みが良好に機能
している。 
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第3章 教育研究組織 

評定 S 

1. 現状分析 

評価項目① 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターそ
の他の組織の設置状況が適切であること。 

＜評価の視点＞ 
 大学の理念・目的を踏まえ、また、学問の動向や社会的要請等に配慮したうえで、
教育研究組織（学部・研究科や附置研究所、センター等）を構成しているか。 

1927年の創立以来、建学の精神「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」の理念の
下で、時代の要請に応えるよう間断なく教育研究組織を整備してきた。1949 年に新制大学
として機械工学科と土木工学科の 2学科で出発し、現在は図 3-1に示すように 4学部 6課
程 7 学科と大学院 1研究科 10専攻を設置している【根拠資料 3-1（ウェブ）】。また本学の
教育と研究の向上を図るため、附置機関として学術情報センター、SIT 総合研究所、教育
イノベーション推進センターを設置している【根拠資料 3-2（ウェブ）】【根拠資料 3-3（ウ
ェブ）】【根拠資料 3-4（ウェブ）】。 

「工学部」は 1949 年の大学新設時に設置した伝統ある学部で、機械から土木建築分野ま
で、工学の全専門分野（現在は建築分野を除く）を網羅する組織構成である。高度経済成
長期には電気系・建築系・化学系・材料系・工業経営系と全工学分野を有する大学として、
工学人材を拡充したい当時の日本社会の要請に応えた。1996年には金属工学科を「材料工
学科」に改称し、2001 年には、情報技術の目覚ましい発展を背景に工業経営学科を「情報
工学科」に、工業化学科は「応用化学科」に改称した。2009 年には、機械工学第二学科を
「機械機能工学科」に、さらに 2018年には通信工学科も「情報通信工学科」に改称するな
ど、社会的要請や学問の動向を踏まえて組織構成を見直している。 

そして教育研究のグローバル化の一環として 2020年 10月に「先進国際課程（Innovative 

Global Program）」を設置した。入学定員 9 名というスモールスタートではあるが、英語で
の教育研究だけで学士号を授与するプログラムを開設した。目指すのは「国際化が進む社
会においてリーダーシップを発揮し、複雑化する理工学の問題を解決できる人材」の育成
である。2024年 9月に完成年度を迎え、9 名の学生が卒業した。 

さらに 2024 年 4 月には、工学部は学科制から課程制に移行した。産業構造の変化や社
会の複雑化により、社会の諸問題を解決するためには複数分野の専門知識が必要となる。
「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」を建学の精神に掲げる本学は、そのような社
会の変化に応じた技術者を育成するため、9 学科 1 課程であった工学部を６課程へ改組し
た。課程制では、主コースの学びに主軸を置きつつ他分野も体系的に学べるカリキュラム、
副コースの修了認定、３年次からの研究室所属を導入し、研究を主軸とした実践型教育を
実施する【根拠資料 3-5（ウェブ）】。 

システム工学部（現「システム理工学部」）は、専門分野の枠を超えた現代社会の工学的
問題を解決するため、従来の工学とは異なる分野横断型の新しい学問・技術体系を目指し
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て 1991 年に設置した。システム的アプローチで各工学分野の学問体系を横断的に関連付
け、社会のさまざまな課題を解決できる技術者の育成を教育研究上の目的としている。 

 

  

図 3-1 芝浦工業大学の教育組織 

 

その後、生命科学系人材の社会的な必要性から 2008 年に「生命科学科」を、金融工学な
ど数理科学系人材の需要を背景に 2009年には「数理科学科」を設置した。学部名称もシス
テム理工学部に改称している。さらに教育研究のグローバル化を進めるため、2017年 4月
に 3 学科（電子情報システム学科、機械制御システム学科、生命科学科生命工学コース）
で国際プログラムを開始した。2019年 4月には、環境システム学科と数理科学科でも開始
し、全学科で国際プログラムを実施している。 

システム理工学部についても、2026年度に課程制への移行を計画している【根拠資料 3-

6（ウェブ）】。これまでの学問体系を横断的に関連付けた取組をさらに強化するために、教
育プログラム・体制を学科制から課程制へ移行し、システム工学・アントレプレナーシッ
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プ・キャリアデザイン・SDGs 等の「学際科目」を拡充し、分野横断型学修を促進、強化す
ることを構想中である。 

「デザイン工学部」は３つ目の学部として 2009 年に設置した。これは、社会で工学的「感
性」の重要性が認知されるようになり、ものづくりと感性を結び付ける教育研究を担う新
たな学部教育が必要とされたことを受けてである。学科はデザイン工学科のみで、2024年
度入学生までは、「生産・プロダクトデザイン系」と「ロボティクス・情報デザイン系」に
カリキュラムを分けている。2025 年度にはカリキュラムを２つの系から３つのコースに改
編する予定である。デザイン工学部では「社会実装」を目指しており、「狙いとする軸足を
どこに置くか」を念頭に３つのコース「社会情報システムコース」「UX コース」「プロダ
クトコース」を設ける【根拠資料 3-7（ウェブ）】。新カリキュラムでは、演習または研究を
軸とした実践型教育、１年次のラボ探究、2 年次ラボ探訪、３年次からの研究室配属と学
年・コースが混在した状態での協創を展開する。 

「建築学部」は 2017年 4月に設置した、最も新しい学部である。工学部の建築学科、建
築工学科とデザイン工学部の建築・空間デザイン領域（いずれも当時）を統合し、建築に
特化した学部として独立した。狭い意味での「工学」から脱した、豊かな感性と使命感を
持つ都市と建築の専門家を育成することが目的である。自然環境や社会環境の大きな変化、
人々の生活スタイルの変化・多様化が背景にある。 

「理工学研究科」は 1963年に修士課程、95年に博士（後期）課程を設置した。学部を修
了した学生の専門分野についてのプロ意識の向上、社会の急速な技術革新に対応できる専
門能力の養成、そしてそれを社会で即戦力として活躍できる人材育成を目的とする。さら
に、建学の精神をグローバル化社会に対応させた教育の理念「世界に学び、世界に貢献す
るグローバル理工系人材の育成」に基づき、2017 年 4 月に 9 つ目の専攻「国際理工学専
攻」を設置した。また、建築学部と土木工学科を基礎とする「建設工学専攻」は学部との
一貫教育を目指し、2021年 4 月に「社会基盤学専攻」と「建築学専攻」に発展的改組を行
った。今後は、学部との連続性を考慮した、より質の高い大学院教育を目指す。 

2003年に日本初の技術経営専門職大学院「工学マネジメント研究科」（専門職学位課程）
を設置した。社会・経済のグローバル化を背景に、技術と経営を結び付けた日本産業のイ
ノベーションを担う人材育成を目指した。しかし、開設翌年度から入学定員を割り込む厳
しい受け入れ状況が続き、2018年度に廃止した。実施していた技術経営教育は、その重要
性を鑑み、学部・大学院で技術経営科目のカリキュラムを整備し、全学的に技術経営教育
を継続して行っている【根拠資料 3-8】。 

情報環境の整備・維持・開発で教育・研究活動の発展に寄与することを目的に、1996年
に「学術情報センター」を設置した。教育・研究活動、事務系情報処理における情報環境
の整備・維持・開発や学術出版物、資料、文献などの収集、整理や提供などを行っている。 

社会に貢献する人材育成とイノベーション創出の促進を目的に、1997年に設置した先端
工学研究機構を吸収する形で、2009 年に「SIT 総合研究所」を設置した。国からの研究資
金や財団からの寄付金などを原資に、複数の研究センターが最新設備を整えた環境の中で
研究を推進している。また、教育研究活動のグローバル化や研究力強化を目指して多くの
「専任待遇外国人教員」を採用してきたが、現在彼らは各学部に移籍して教育研究を行って
いる。 
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教職員の協働による教育の質保証と教育活動の改善を目的に、2012 年に「教育イノベー
ション推進センター」を設置した。2021年度に組織改定を行い、現在は「IR 部門」「カリ
キュラムマネジメント部門」「FD・SD 推進部門」「先進教育部門」「教職支援室」「データ
サイエンス部門」「全学開講・学科間開講検討部門」で構成されている。7部門が連携した、
全学的な教学マネジメントの推進組織として重要な役割を狙う。本センターは理工学教育
のモデル構築とその基本的な枠組みや教育手法を国内に浸透させる拠点として、2016年 7

月に文部科学大臣から「教育関係共同利用拠点」の認定を受けた（認定期間 2027 年 3 月
31 日まで）【根拠資料 3-9（ウェブ）】。教育イノベーションセンターは、コロナ禍での遠隔
授業の導入時には、情報システム課（現「情報イノベーション課」）と連携して主体的な役
割を果たした。また 2021年度に設置した教職支援室は、教職課程や教育イノベーション推
進センターの専任教職員、学長補佐、学部長室員、キャリアサポート課と教職課程の担当
職員で構成しており、教職課程を履修する全学生に対して、全学的なサポートを実施して
いる。教職支援室では、2021 年度より教学マネジメント指針に則った自己点検・報告書作
成を開始し、大学外部評価委員会等による点検・評価を受ける体制を整えている。現在の
社会的要請であるデータサイエンス教育は、データサイエンス部門が主導している。文部
科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」の認定を目指し、2021年 4月か
ら教育体系と体制の構築に取り掛かり、2023年度にはリテラシーレベル（全学）と応用基
礎レベル（システム理工学部のみ）が認定された。2024年度には工学部も応用基礎レベル
に認定された【根拠資料 3-10（ウェブ）】。今後も教育イノベーションセンターは先進的な
教育を推進していく。 

企業、地域自治体、金融機関、大学が持つそれぞれの強みを結集し、イノベーションの
創出を通して地域の活性化を図ることを目的として 2022 年 10 月に「ベイエリア・オープ
ンイノベーションセンター」（以下、「BOiCE」）を設置した【根拠資料 3-11（ウェブ）】。豊
洲キャンパスの本部棟 10階に設けた「SIT インキュベーションスクエア」、「産学官民連携
ラボ」などからなる研究拠点である。産学官民が日常的に情報交流し、共同研究によるイ
ノベーションを創出する協創拠点として運営している。 

以上、戦後の芝浦工業大学設立時から現在までの学部・課程・学科と研究科・専攻、附
置機関の構成について、設置の背景と目的を述べた。建学の精神「社会に学び、社会に貢
献する技術者の育成」の理念に沿って工学分野全体を網羅し、技術と社会の変化に対応し
て新たな学部・課程・学科を設置してきた。このように教育研究組織は本学の理念（建学
の精神）の下に設置しており、学問の動向や社会的要請、大学を取り巻く国際的環境など
へ配慮しながら組織の構成を更新し、充実させてきた。 

 

評価項目② 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価し、その結果を活用
して改善・向上に向けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 教育研究組織に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成
果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、教育研究組織に関わる事項の改善・向上に取り組
み、効果的な取り組みへとつなげているか。 
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毎年、学校法人芝浦工業大学評価委員会において学校法人としての活動の自己点検・評
価を行っているほか、経営点検・評価分科会と大学点検・評価分科会を設置し、それぞれ
の視点からの点検・評価を行っている。また、それぞれの分科会では法人運営外部評価委
員会と大学外部評価委員会が設置され、外部からの評価を取り入れている。そして SIT 総
合研究所においては、大学全体の自己点検・評価とは別に点検・評価を行っているが、独
自に自己点検・評価、外部評価を毎年実施している。教育研究組織については、学校法人
全体として当該年度の目標や事業計画を部門毎に発表する全学期首会議と全学期中会議
も点検・評価を行う場となっている。同会議には、理事長・学長以下、全理事、監事、副
学長、各学部長・研究科長、併設校長、全附置機関の長、事務部署の長（部・室・次長）
らが出席し、法人、大学全体、そして、それぞれの組織が定期的に実施している点検・評
価の結果を踏まえて、各教育研究組織に関わる改善・向上に取り組むべき事項を具体的な
目標として定め、全学で共有している。工学部（2024 年度）やシステム理工学部（2026年
度予定）の課程制への移行についても、学長自ら工学系教育のあり方について説明を行い、
本学での課題や取り組みについて共有をしている。 

また、建学の精神の実現という観点から社会の動向に応じた変更が必要と判断した場合
は、学内に検討委員会を立ち上げ、組織の改革・改善を行ってきた。この経緯は、すでに
本章の「現状分析」で述べたとおりである。学部・学科の改組だけでなく、教育内容の見
直しとそれに伴う学科名称の変更、定員の変更、新たな組織の立ち上げなど、必要に応じ
て多角的な改革を実施してきた。2017 年の工学部「情報通信工学科」の名称変更事例を紹
介する。1966 年に設置した前身の通信工学科は長期にわたって志願者数が低迷し、改善の
必要性を認識していた。学長は 2015 年にこの問題を学長室会議に諮り、学部長・研究科長
会議で改善を提案した。それを受けて工学部と通信工学科は改善案の検討を開始した。同
学科は通信技術に精通した技術者を社会に輩出してきた一方で、インターネットの導入と
急速な普及により、通信の対象は「アナログ・音声」から「デジタル・情報」へと移り変
わっていた。これを踏まえて学科の存在意義が社会に正しく認知されるよう、教育研究内
容にも合致して受験生にも分かりやすい「情報通信工学科」へ名称を変更した。改称直後
の 2018 年度入試では志願者数が 2,431 名と、前年の 1,148 名から飛躍的に増加した【根拠
資料 3-12（ウェブ）】。 

以上に述べたとおり、本学の教育研究組織は「社会に学び、社会に貢献する技術者の育
成」という建学の精神を実現し、改革・変更後も一定の成果を上げている。定期的な点検・
評価結果に基づき改善・向上していることが確認できる。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

本学は創立以来、建学の精神「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」の下、社会
の変化に応じて教育研究組織を点検し、社会が求める技術者を輩出することを目的とした
改組を実現してきた。工学系の単科大学として、情報関連技術の進展に応じた改組、グロ
ーバル化に対応した国際コースの設置、英語のみで卒業可能な課程の設置、工学系教育改
革としての課程制への移行など、社会情勢の変化と共に教育研究組織を編成してきた。 

また、学部を横断した教育の質保証と教育活動の改善を目的に 2012年に設置した「教育
イノベーション推進センター」は、理工学教育のモデル構築とその基本的な枠組みや教育
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手法を国内に浸透させる拠点として、2016 年 7 月に文部科学大臣から「教育関係共同利用
拠点」の認定を受けた。 

このように、教育研究組織の在り方についても外部評価も取り入れながら自己点検・評
価を繰り返すことで適切かつ迅速な意思決定を実現している。 

分析を踏まえた問題点 

18 歳人口の減少期に備え、継続して社会の要請にこたえる教育研究組織を追求し続ける
必要がある。 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

本学は、時代の変化に応じて様々な改組を実施してきた。特に近年は、2017 年度建築学
部、国際理工学専攻開設、2020年度先進国際課程開設、2021年度社会基盤学専攻、建築学
専攻開設、2024年度工学部の課程制への移行と多くの改組を行ってきた。大学の理念・目
的に照らした教育研究組織の適切な設置を継続して実現できるよう、これらの改組につい
て検証を行い、さらなる発展へと繋げていく。 

全体のまとめ 

建学の精神「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」に適うよう本学は設立以来、
教育研究組織の改組を行ってきた。工学系の単科大学として、時代の変化に応じて適した
工学の学びを提供できるよう、その都度最善と判断した改組を行ってきた。これらの改組
は法人・大学が一丸となって実施してきたものであり、教学ガバナンスの改革により今後
もスピード感をもった教育研究組織の設置を実施していく。 
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第4章 教育・学習 

評定 A 

基本情報一覧 

学位授与方針・教育課程の編成実施方針・学生の受け入れ方針 

学部・研究科等名称 URL 

工学部 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/engineering/#anc4 
 

システム理工学部 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/systems/#anc4 

デザイン工学部 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/design/#anc4 

建築学部 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/architecture/#anc4 

大学院 理工学研究科 https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/#policy 

備考  

関係法令：学校教育法施行規則第 172 条の２第１項 

卒業・修了要件の設定及び明示 

学部・研究科等名称
（研究科は学位課程
別） 

卒業・修了要
件単位数 

既修得等（注）
の認定上限単
位数 

 
URL・印刷物の名称 

工学部学科制 124 単位以上 原則、年間 49

単位（半期 25

単位） 

学修の手引：https://www.shibaura-
it.ac.jp/campus_life/class/class.html 

工学部課程制 124 単位以上 原則、年間 49

単位（半期 25

単位） 

学修の手引：https://www.shibaura-
it.ac.jp/campus_life/class/class.html 

システム理工学部 124 単位以上 原則半期 25単
位以下、年間
５0 単位未満 

学修の手引：https://www.shibaura-
it.ac.jp/campus_life/class/class.html 

デザイン工学部 124 単位以上 50 単位未満
（半期 25 単位
以下） 

学修の手引：https://www.shibaura-
it.ac.jp/campus_life/class/class.html 

建築学部 124 単位以上 原則、年間 48

単位（半期 25

単位） 

学修の手引：https://www.shibaura-
it.ac.jp/campus_life/class/class.html 

大学院理工学研究科 修士：30 単位
以上 

博士：２単位
以上 

年間 20 単位 学修の手引：https://www.shibaura-
it.ac.jp/campus_life/class/class.html 

https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/engineering/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/systems/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/design/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/architecture/#anc4
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/#policy
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/campus_life/class/class.html
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学部・研究科等名称
（研究科は学位課程
別） 

卒業・修了要
件単位数 

既修得等（注）
の認定上限単
位数 

 
URL・印刷物の名称 

備考  

※ 関係法令： 大学設置基準第 28 条、第 29 条、第 30 条及び第 32 条、第 42 条の 12、 

専門職大学設置基準第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 29 条及び第 30 条、 

大学院設置基準第 16 条及び第 17 条、 

専門職大学院設置基準第 14 条、第 15 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条
及び第 29 条 

※ 注： 

[学士] 大学設置基準第 28 条から第 30 条までの規定に基づく措置（それらを合せた上限値） 

[専門職大学] 専門職大学設置基準第24条から26条までの規定に基づく措置（それらを合せた上限値） 

[修士・博士] 大学院設置基準第 15 条によって準用する大学設置基準第 28 条及び第 30 条の規定にも
とづく措置（それらを合せた上限値） 

[専門職] 専門職大学院設置基準第 14 条、第 21 条、第 22 条、第 27 条及び第 28 条の規定に基づく
措置 

研究指導計画（改善報告書に対して改善されたと評価された場合又は大学評価において
改善提言を受けておらず変更もしていない場合は不要） 

研究科等名称 
（学位課程別） 

研究指導計画※の明示 URL・印刷物の名称 

理工学研究科 
修士課程 

研究指導・審査スケジ
ュール 

大学院 学修の手引き p.30～p.39 
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25A
D%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%2
5AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_
11.pdf 

理工学研究科 
博士（後期）課
程 

研究指導・審査スケジ
ュール 

大学院 学修の手引き p.40～p.41 
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25A
D%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%2
5AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_
11.pdf 

備考  

関係法令：学校教育法第 172 条の２第３項、大学院設置基準第 14 条の２第１項 

※ 研究指導、学位論文作成指導を行うにあたり、学生に予め明示する計画であって、課程修了に至るまで
の研究指導の方法、内容及びスケジュールが明らかなもの。 

学位論文審査基準の明示・公表（修士・博士課程）（改善報告書に対して改善されたと評
価された場合又は大学評価において改善提言を受けておらず変更もしていない場合は不
要） 

研究科等名称 
（学位課程別） 

学位論文審査基準※1

規程・URL 
特定課題研究審査基準※2規程・URL 

理工学研究科 理工学研究科ディプロ
マポリシー 
https://www.shibaura-it.a
c.jp/faculty/graduate/inde

大学院 学修の手引き p.22 
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25A
D%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%2
5AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_
13.pdf 

https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_11.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/index.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/index.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_13.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_13.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_13.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/assets/%25E5%25AD%25A6%25E4%25BF%25AE%25E3%2581%25AE%25E6%2589%258B%25E5%25BC%2595_13.pdf
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研究科等名称 
（学位課程別） 

学位論文審査基準※1

規程・URL 
特定課題研究審査基準※2規程・URL 

x.html 

備考 特定課題研究は技術経営副専攻プログラムを指す。 

関係法令：学校教育法第 172 条の２第３項、大学院設置基準第 14 条の２第１項 

※1 学位論文（修士論文又は博士論文）について、学位に求める水準を満たす論文であるか否かを審査す
る基準として、あらかじめ学生に明示するもの。 

※2 修士課程修了にあたり修士論文に代えて課される特定の課題についての研究に関し、学位に求める水
準を満たした研究成果か否かを審査する基準として、あらかじめ学生に明示するもの。 

学位授与方針に示した学習成果の測定方法 

学部・研究科等名称 学習成果の測定方法 根拠資料 

工学部 大学レベル：  
卒業時アンケート  

就職状況  

卒業状況  

進学状況  

学位授与数  

教育課程レベル：  
卒業時アンケート  

就職状況  

進学状況  

学位授与数  

カリキュラムの整合性チェッ
ク  

2024年度に内部進学した修士1

年生へのインタビュー  

学年終了時に実施する気づき
アンケート（大学 IR コンソー
シアムの設問項目）  
科目レベル：  
単位取得状況  

成績分布（GP）  

自己評価・授業評価アンケート  

学修ポートフォリオ  

成績評価 

・ アセスメント・ポリシー 【根
拠資料 4-1（ウェブ）】 

・ カリキュラムの整合性チェ
ックに関するお願い【根拠資
料 2-6】, 【根拠資料 4-2】  

・ カリキュラム評価に関わる
内部進学者インタビ ュ
ー 【根拠資料 4-2】  

・ 学⽣の⾃⼰評価アンケート
を活⽤した授業改善のお願
い 【根拠資料 4-3】 

 

システム理工学部 同上  同上  

デザイン工学部 同上  同上  

建築学部 同上  同上  

https://www.shibaura-it.ac.jp/faculty/graduate/index.html
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学部・研究科等名称 学習成果の測定方法 根拠資料 

大学院 理工学研究科 ・同上（「2024 年度に内部進学
した修士1年生へのインタビュ
ー」は除く） 

・修士論文や博士論文審査 

・ アセスメント・ポリシー 【根
拠資料 4-1（ウェブ）】 

・ カリキュラムの整合性チェ
ックに関するお願い【根拠資
料 2-7】  

・ 学⽣の⾃⼰評価アンケート
を活⽤した授業改善のお願
い 【根拠資料 4-3】 

・ ルーブリック【根拠資料 2-

20】 

備考  

学部・研究科等における点検・評価活動の状況 

学部・研究科等名称 実施年度・実施体制 点検・評価報告書等 

工学部 2024 年度大学点検評価分科
会、外部評価委員会、工学部
長室会議、工学部教育プログ
ラム自己点検・FD 委員会 

工学部自己点検・評価報告書、機
械工学課程自己点検・評価報告
書、物質化学課程自己点検・評価
報告書、電気電子工学課程自己
点検・評価報告書、情報・通信工
学課程自己点検・評価報告書、土
木工学課程自己点検・評価報告
書、先進国際課程自己点検・評価
報告書、数学科目自己点検・評価
報告書、物理科目自己点検・評価
報告書、化学科目自己点検・評価
報告書、英語科目自己点検・評価
報告書、情報科目自己点検・評価
報告書、人文社会科目自己点検・
評価報告書、体育・健康科目自己
点検・評価報告書、教職課程自己
点検・評価報告書 

システム理工学部 2024 年度大学点検評価分科
会、外部評価委員会、システ
ム理工学部長室会議 

システム理工学部自己点検・評
価報告書 、電子情報システム学
科自己点検・評価報告書、機械制
御システム学科自己点検・評価
報告書、環境システム学科自己
点検・評価報告書、生命科学科自
己点検・評価報告書、数理科学科
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学部・研究科等名称 実施年度・実施体制 点検・評価報告書等 

自己点検・評価報告書、情報部会
自己点検・評価報告書、基礎部会
自己点検・評価報告、語学部会自
己点検・評価報告書、総合部会自
己点検・評価報告書、教職課程自
己点検・評価報告書 

デザイン工学部 2024 年度大学点検評価分科
会、外部評価委員会、デザイ
ン工学部長室会議 

デザイン工学部自己点検・評価
報告書、教職課程自己点検・評価
報告書 

建築学部 2024 年度大学点検評価分科
会、外部評価委員会、建築学
部長室会議 

建築学部自己点検・評価報告書 

大学院 理工学研究科 2024 年度大学点検評価分科
会、外部評価委員会、理工学
研究科研究科長室会議 

大学院理工学研究科自己点検・
評価報告書、教職課程自己点検・
評価報告書 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 達成すべき学習成果を明確にし、教育・学習の基本的なあり方を示して
いること。 

＜評価の視点＞ 
 学位授与方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明ら
かにしているか。また、教育課程の編成・実施方針において、学習成果を達成す
るために必要な教育課程及び教育・学習の方法を明確にしているか。 

 上記の学習成果は授与する学位にふさわしいか。 

学位授与方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明らかにして
いるか。 

本学では建学の精神として「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」を掲げ、建学
の精神を継承した教育の理念「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成」
に基づいて大学全体の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー：以下、「DP」）を以下のよう
に設定している【根拠資料 1-1（ウェブ）】。 

芝浦工業大学は、理工学の基礎知識及び幅広い専門分野の知識を活用して、持続型社
会の実現のために世界の諸問題を解決できるとともに、建学の精神に謳われる社会に
貢献する理工系人材にふさわしい能力を有し、卒業要件を満たしたものに学位を授与
します。 
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１．世界と社会の多様性を認識し、高い倫理観を持った理工系人材として行動でき
る。 

２．問題を特定し、問題解決に必要な知識・スキルを認識し、不足分を自己学修し、
社会・経済的制約条件を踏まえ、基礎科学と専門知識を運用し、問題を解決でき
る。 

３．関係する人々とのコミュニケーションを図り、チームで仕事ができる。 

この大学全体の DP の下、各学部、学科・課程（コース）の DP を設定している。さらに
本学では、各学科・課程（コース）の DP に示した修得すべき知識、技能、態度等の学修
目標がより明確になるように、DP を詳細化した学修・教育到達目標（ミドル・ディプロ
マ・ポリシー：以下、「ｍDP」）をアウトカムズ（学修成果）として設定し、「学修の手引」
で明らかにしている【根拠資料 4-4（ウェブ）】。 

具体的に工学部機械工学課程基幹機械コースの例を用いて説明する。まず、工学部の DP

は、以下のとおりである。 

工学部は、確かな基礎学力に基づく高い専門能力を備え、社会が抱えるさまざまな課
題を発見・解決することで、持続可能な社会の発展に貢献する創造性豊かな人材を育
成します。そして以下の能力を身に付けて卒業要件を満たした者に、学位を授与しま
す。 

1. 豊かな人格形成の基本と基礎的な学力を備え、課題を自ら発見し、関係する人々
と意思疎通を図りながら協働できる。 

2. 工学の本質の体系的な理解に加え、分野横断的な知識による多様な手法によって
課題の核心に迫り、その解決方法を導き出せる。 

3. 工学技術者教育や研究を軸とした実践型教育を通じ、社会の多様性を認識して高
い倫理観を持った理工系人材として行動できる。 

工学部の DP をもとに工学部機械工学課程基幹機械コースでは、以下の通り DP を定め
ている【根拠資料 4-5（ウェブ）】。 

機械工学課程では、教育研究上の目的に定める人材を育成するため、卒業時に以下の
能力および素養を身に付けて卒業要件を満たした者に、学位を授与します。 

 機械工学に関わる数理知識を用いて機械のメカニズムを理解する能力と、それら
を活用して有用な機能を創成できる設計能力 

 社会や環境との関わりに配慮して機械工学の必要性を常に見直すことができる
倫理観と責任感を持ち、グローバルな視点から多面的に科学技術を捉える能力 

 工学的な問題に対して機械工学の見地から取り組むべき事柄を整理し、与えられ
た条件の下でさまざまな分野の知識を関連付けて課題解決に適用できる能力 

 地球的視野から科学技術の現状を捉えて能動的に考え分析し、社会の発展に向け
て行動できる研究推進能力 

 多様性を尊重し他者と協調して活動できる能力と、意思疎通を図りながら自らの
判断や意見について説明できるコミュニケーション能力 



 

 44 ｜第 4章 教育・学習  
 

 技術的課題の探求に関心を持ち、情報環境などを利用して継続的に自己学修でき
る能力 

以上の能力に加えて、基幹機械コースでは、 

 機械工学の体系的な知識を用いて、社会の問題を解決できるエンジニアリング・
デザイン能力 

 機械システムの高度化に貢献できる研究開発能力 

を、それぞれ身に付けます。 

この DP を踏まえて、基幹機械コースでは以下のとおりｍDP をアウトカムズ（学修成
果）として設定しており、これらは全て「学修の手引」に記載している【根拠資料 4-4（ウ
ェブ）】。 

A. 文化・芸術・歴史・政治経済などに基づく大局的な視野と倫理的な視点から、工学
と社会の関わりを考察することができ、グローバル社会において多様な人々と意
思疎通を図ることができる。 

B. 機械工学の専門知識を必要とする協同作業において、他者の意見を理解し自己の
役割を果たしながら、相互にコミュニケーションを取って目標を実現することが
できる。 

C. 自然科学の原理から基本的な物理現象を数学的に導くことができ、機械の設計や
性能評価に必要な技術計算、情報処理を正確に行うことができる。 

D. 自然科学の法則に基づいて機械の運動機構や動特性、構造や強度、物質・運動量・
エネルギーの流れなど機械工学の基盤技術に関わる物理現象を理解し、現象の予
測や解析を行うことができる。 

E. 機械を製作して運用するために必要な工学特有の手法（計測、制御、設計、加工な
ど）に習熟し、それらを問題の状況に応じて適切に使うことができる。 

F. 産業界や社会の要請を把握して解決するべき課題を設定し、さまざまな工学分野
の知識を関連付けながら設計生産技術を活用することで、立案した構想に従って
研究を進め課題を解決することができる。 

G. 技術的課題に対して自ら積極的に追究しようとする探求心を持ち、さまざまな機
会を利用して継続的に自己学修することができる。 

学士課程では、例示したようにすべての課程・コース（工学部）、学科（システム理工学
部、デザイン工学部、建築学部）において、DP、mDP を設定し、学生が修得すべき学修成
果を明らかにしている。 

大学院においても、理工学研究科修士課程、博士（後期）課程の教育研究上の目的と DP

に基づいて、各専攻が教育研究上の目的と DP を設定している【根拠資料 4-4（ウェブ）】。
大学院理工学研究科各専攻においては、修士課程、博士（後期）課程の DP、各専攻の DP

に示した修得すべき知識、技能、態度等の学修成果を明確に確認することができるように
学位審査ルーブリックを整備した【根拠資料 2-20】。 
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教育課程の編成・実施方針において、学習成果を達成するために必要な教育課程及び教育・
学習の方法を明確にしているか。 

大学の DP に基づき、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー：以下、「CP」）
を以下のとおり設定している。 

芝浦工業大学は、学位授与の方針に掲げる知識・スキル・能力・態度を修得させるた
め、講義、演習、実験、実習により体系的にカリキュラムを編成します。学生の主体
的・能動的な学修・研究を促す教育方法を実施し、その学修成果を多面的に評価し、
学生の振り返りを促すことにより、学修・教育到達目標を達成します。 

各学科・課程（コース）においては、大学、学部の CP に基づき CP を設定している。大
学院では大学院の DP、CP に基づき、各専攻の CP を設定している。いずれの CP も「学修
の手引」に明示している【根拠資料 4-4（ウェブ）】。 

工学部機械工学課程基幹機械コースの CP は以下のとおりである。学部・課程・コース
の DP、mDP、学部の CP に基づき設定され、学修成果を達成するために必要な教育課程及
び教育・学修の方法を明確にしていることを確認することができる。その他の学科・課程
（コース）においても、同様に CPを設定している【根拠資料 4-5（ウェブ）】。 

機械工学課程では、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に付けるため、以下の方
針に基づいてカリキュラムを構成し、科目区分および配当年次に沿って体系的に教育
を行い、学修成果を評価します。 

（1）1、2年次の基礎・教養科目 

機械工学の専門知識を修得するために必要となる自然科学の基礎知識、論理的な説明
や意見交換を行うための語学力を養成し、技術者として適切な判断ができる倫理観を
備えた豊かな人間を育成します。 

（2）1、2年次の専門科目 

必修 4力学（材料力学、流体力学、熱力学、振動工学）を開講し、機械工学の理論体
系に沿って工学的思考力を育成します。 

（3）2、3年次の専門科目 

機械の設計や生産管理など設計科学の基礎となる機械設計製図、制御工学、加工学な
どを実習科目も含めて開講し、機械工学の基礎理論を工学問題へ適用する能力を育成
します。 

（4）3、4年次の卒業研究 

卒業研究 1〜4 を中心に研究を基軸とした体験的学修を積み重ねることで、様々な分
野の知識を活用した課題解決力と、研究を進めるために必要なチームワーク力、コミ
ュニケーション能力、自己学修力を育成します。 

上記のような能力の修得に向けて知識の定着と活用を促すため、講義・演習・事前
事後の時間外学修を適切に組み合わせた教育、実験やものづくりを通じた体験教育を
実施します。 

これらの学修成果は、各科目が重視する学修・教育到達目標および達成目標の項目
に応じて、筆記試験、口頭試問、プレゼンテーション、レポート等で評価します。そ
して、学修成果が達成目標で設定したレベルに達すれば単位を付与します。 
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以上の方針のもと、 

基幹機械コースでは、力学を基盤とする設計理論・スキルの修得に重点を置いてカリ
キュラムを編成しています。機械システムの創成や高度化、高性能化に寄与できる応
用力を育成し、合わせて持続可能な社会の実現に貢献できる能力や俯瞰的な視野を養
います。 

本学では、2016年 3 月に発出された中央教育審議会「「卒業認定・学位授与の方針」，「教
育課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れの方針」の策定及び運用に関するガイドラ
イン」に基づき、2016 年度に大学全体および各部局の各方針の抜本的な見直しを行った。
その際、本学独自の「３つのポリシーの体系的な見直し方針」、「大学として学部・研究科
（学位プログラム・学科・専攻）の３つの方針策定チェックリスト」を策定した。この方針・
チェックリストは必要に応じて更新され、現在も方針の見直しの際にはこれに従って確認
することとしており、DP、CP の策定・運用については、方針間で整合性が取れているこ
と、学部・学科・課程・専攻間でその策定・運営方針に大きな差異が発生しないよう留意
する体制を整えている【根拠資料 2-4】【根拠資料 2-5】。この体制が整備されていることが、
2017 年の建築学部設置、2024 年の工学部における課程制への移行等を円滑に実施できた
ことの基盤となっている。 

上記の学習成果は授与する学位にふさわしいか。 

本学は、建学の精神および教育の理念に基づき、それらを実現するために授与する学位
ごとに、学士課程では DP、ｍDP を設定し、授与する学位にふさわしい修得すべき学修成
果を明らかにしている。修士課程、博士（後期）課程においても各専攻が教育研究上の目
的、DP を設定し、修得すべき知識、技能、態度等の学修成果を明確に確認することができ
るように学位審査ルーブリックを設定している。また、修得すべき学修成果が得られるよ
うに、各学科・課程（コース）においては、大学、学部の CPに基づき CPを設定している。
大学院では大学院の DP、CP に基づき、各専攻の CP を設定している。このように体系立
てたカリキュラムにより、設定した学習成果は授与する学位にふさわしいものとなってい
る。 

評価項目② 学習成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開
設し、教育課程を体系的に編成していること。 

＜評価の視点＞ 
 学習成果の達成につながるよう、教育課程の編成・実施方針に沿って授業科目を
開設し、教育課程を体系的に編成しているか。 

 具体的な例 
- 授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講。 
- 各授業科目の位置づけ（主要授業科目の類別等）と到達目標の明確化。 
- 学習の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当及び学びの過程の可視化。 
- 学生の学習時間の考慮とそれを踏まえた授業期間及び単位の設定。 
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学習成果の達成につながるよう、教育課程の編成・実施方針に沿って授業科目を開設し、
教育課程を体系的に編成しているか。 

本学の学士課程における教育課程の編成上での一番の特徴は、学位プログラムごとに
mDPを設定していることである。mDPを設定し、各授業科目とｍDP を対応づけているこ
とにより、各授業科目がどのmDPを達成するためのものなのかを明確にしている。CPは、
DP・mDP と授業科目が整合するように策定しており、DP－mDP－CP－授業科目間の関連
が明確になっている。 

前項からの例として挙げている工学部機械工学課程基幹機械コースの「学修の手引」の
「カリキュラムツリー（学修・教育到達目標基準）」の冒頭では、教育課程の編成と授業科
目の開設について以下の通り説明している【根拠資料 4-6（ウェブ）】。基幹機械コースの
CP に明記されている科目区分および配当年次に沿って授業科目が配置されていることを
確認することができる。 

基幹機械コースのカリキュラムは、科目系列を基準としたカリキュラムツリーに示さ
れているように、自然科学、情報、語学、人文社会、体育などを学ぶ基礎教養科目と、
機械工学に関する知識や技術を学ぶ専門科目から構成されています。ただし、基礎教
養科目と専門科目はお互いに無関係ということではなく、基幹機械コースの学修・教
育到達目標を達成できるように科目同士が関連付けられています。また、学修の順序
を考慮して、各科目が 1年次から 4年次まで体系的に配置されています。したがって、
皆さんが科目を履修する際には、進級条件や卒業要件を考慮するとともに、学修・教
育到達目標を達成するためのプロセスについても十分確認し、履修計画を立てること
が重要です。（以下省略） 

- 授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講。 

学士課程では、学位プログラムごとのｍDP に専門分野のアウトカムズ（学修成果）も明
示し、専門分野の学問体系を考慮し、授業科目を配置している。それらは、各学位プログ
ラムのカリキュラムツリーで確認することができる。【根拠資料 4-4（ウェブ）】。例えば、
工学部機械工学課程基幹機械コースの「カリキュラムツリー（学修・教育到達目標基準）」
には、学修・教育到達目標「E 機械を製作して運用するために必要な工学特有の手法（計
測、制御、設計、加工など）に習熟し、それらを問題の状況に応じて適切に使うことがで
きる。」に対し、これに対応する授業科目をカリキュラムツリーに記載している。また、こ
の学修・教育到達目標 E を達成するためのガイドラインとして、以下のように説明してい
る【根拠資料 4-6（ウェブ）】。 

 

 

機械工学では、自然科学が明らかにした原理や法則を応用して実際に機能するものを
実現します。したがって、もの創りの企画から製作、その後の管理に至るプロセスは、
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機械工学の体系を構成する重要な要素であり、設計、加工、計測、制御など機械工学
特有の考え方や技術が存在します。目標 E は、このような設計科学に関する能力の獲
得を目指すとともに、それらの応用方法や活用技術の修得も視野に入れています。こ
の目標の達成に向けて、まず「機械材料」や「機械設計」などの選択必修科目を履修
することが推奨されます。その上で、2 年次に開講されている必修科目「機械設計製
図 1」「機械設計製図 2」を履修し、実習や演習によって設計の考え方や製図法の初歩
を身に付けます。なお、学修範囲の広さと、基礎から応用への連続性を考慮して、「機
械設計製図 2」は「機械設計製図 1」の単位を取得していることを履修条件としていま
す。また、自然科学の知識を設計に展開する方法について学ぶことも重要であり、3 年
次を中心に開講されている応用技術や特定の機器・システムを対象とした選択必修科
目（「材料強度学」「Mechatronics」「エンジンシステム」「航空宇宙工学」など）の履修
も推奨します。以上の履修計画に従って、目標 E の達成を目指します。 

大学院の各専攻で開設している授業科目は、研究指導する特別実験、特別演習科目（リ
サーチワーク）、授業科目（コースワーク）で構成されている。修了要件単位数は 30単位
で、うちリサーチワーク 12 単位、コースワーク 18単位となっている。リサーチワークは、
研究計画の設定、先行研究の調査、実験の遂行、研究の進捗報告、国内外の講演会での発
表等から成るもので、必修としている。一方、2020 年度からコースワークのほとんどは選
択科目となっており、修了要件を満たすように、指導教員の指導の下、学生が自由に科目
を選択できるようになっている。他専攻の授業科目等も最大 10 単位まで履修を可能とし
ている。ただし、年間の履修科目登録上限は 20単位（研究指導科目は除く）としており、
学生が無理な履修をしないよう指導をしている。 

- 各授業科目の位置づけ（主要授業科目の類別等）と到達目標の明確化。学習の順次性に
配慮した授業科目の年次・学期配当及び学びの過程の可視化。 

学部、大学院のシラバスにおいて科目毎に達成目標（到達目標）を記載している【根拠
資料 4-7（ウェブ）】。学部で開講している科目については、当該授業科目の達成目標が学位
プログラムのどの mDPに対応しているのかを示している（図 4-1）。 

  
図 4-1 学位プログラム毎の DP とｍDP、及び授業科目の達成目標との関連 

具体例を挙げると、機械工学課程基幹機械コースで開講されている科目「エンジンシス
テム/Engine System」のシラバスでは、図 4-2のとおり達成目標と mDP（学修・教育到達目
標）との対応を明示している。これは各達成目標が mDP「E 機械を製作して運用するた
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めに必要な工学特有の手法（計測、制御、設計、加工など）に習熟し、それらを問題の状
況に応じて適切に使うことができる。」に対応していることを示している。 

 
図 4-2 シラバスで提示している「達成目標と学修・教育到達目標との対応」の一例 

（科目名：「エンジンシステム/Engine System」より） 
 

また、各学科・課程（コース）の教育課程レベルにおいては、DP 及び mDP に掲げる目
標達成につながるよう、CP に沿って授業科目を開設し、カリキュラムツリーに履修モデル
として示している。カリキュラムツリーでは、年次・学期配当及び学びの過程の可視化を
実現しており、理工系分野の特徴である積み上げ式学修の順次性を確認することができる
【根拠資料 4-4（ウェブ）】。 

2019年度に教育イノベーション推進センターに、全学的な教学マネジメントの確立を目
的とする「カリキュラムマネジメント部門」を設置した。2021 年度から同部門が中心とな
り、全学部における各学科・課程（コース）のｍDP とカリキュラムとの整合性の確認及び
改善支援を進めている【根拠資料 2-6】。例えば、mDP達成を根拠づけるための主要授業科
目の設定やそれら科目の達成目標（到達目標）と mDP の整合性確認、mDP 毎の卒業時取
得単位数の確認、卒業研究ルーブリックと mDP との整合性確認などがある。学生が各学
科・コースで掲げるｍDPに到達したことを確認するためには、卒業時に mDP ごとに一定
数の単位を取得している必要がある。2024 年度は、2021年度入学生の取得単位数平均が 2

単位以下のｍDP について、今後の単位取得見込みや履修指導の予定、あるいは２単位以下
の取得でｍDP に到達できるとする理由報告を各学科・コースに依頼している。このカリキ
ュラムの整合性チェックを通じて、各学位プログラムにふさわしい教育内容の設定が行わ
れているか、毎年点検・評価を実施している。 

理工学研究科各専攻の教育課程レベルにおいては、研究指導計画に示す通り、指導教員
から指導を受けながら研究テーマを絞り込んでいる。また、所属分野の専門科目を履修し
研究に繋がる専門知識の習得に加えて、共通科目を履修し知識の幅を広げるよう指導を徹
底している。なお、2024年度より理工学研究科における各専攻についても、全学部におけ
る各学科・課程（コース）と同様にカリキュラムの整合性の点検・分析を開始した【根拠
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資料 2-7】。特に、修士論文・博士論文審査に関わるルーブリックと DP との整合性確認・
改善を進めている。 

- 学生の学習時間の考慮とそれを踏まえた授業期間及び単位の設定。 

工学部、デザイン工学部、建築学部および理工学研究科では、授業を短期間で集中的
に受講することによる教育効果の向上も目的として、クオーター制を一部導入している
【根拠資料 4-8（ウェブ）】。また、短期留学やボランティア活動といった学生の自主的な
学修体験の促進を目的として、2017 年度から全学で、授業時間を 1回 100分間、半期で
計 14回に変更した。1日の授業開講が最大で 7 限から 6限となり、学生は予習・復習に
充てる時間的な余裕が生まれた【根拠資料 4-9（ウェブ）】。これらにあわせて各科目の単
位取得に必要な学修時間に合わせた授業外学修課題や授業外学修時間を明確にし、シラ
バスで明示している（図 4-3）【根拠資料 4-7（ウェブ）】。 

 

 
図 4-3 シラバスで提示している「授業計画」とその授業時間外課題と必要学修時間 
（科目名：「エンジンシステム/Engine System」の「授業計画」より一部抜粋） 

 

単位の設定については、各授業科目の 1単位は 45 時間の学修を必要とする内容をもっ
て構成することを標準として学則に定めており、授業の方法に応じ、当該授業による教育
効果、授業時間外に必要な学修等を考慮し、（1）講義及び演習については、15 時間から 30

時間までの授業をもって 1 単位とする、（2）実験、実習及び実技等については、30時間か
ら 45時間の授業をもって 1 単位とする、（3）卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目
については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合
には、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる、旨を明記している
【第１章基本情報一覧「学則」】。2018 年度以降、学部の単位の実質化を目的として、学長
主導の下、授業科目数の適正化や授業外学修時間の把握などに取り組んできた結果、2018

年度からの２年間で科目数を２割減少することができた【根拠資料 2-13】。また、授業外学
修時間の把握を気づきアンケートや自己評価授業アンケートにより把握に努め、コロナ禍
を契機に学生の授業外学修時間が増加したことも確認することができた【根拠資料 2-13】。
また毎年度、学部長・研究科長会議（以下、「学研会議」）において、各学部/理⼯学研究科
の学年・学期毎に授業時間外の学修時間（授業 1 回あたりの平均）の平均値を報告してい
る。これらを、理工学研究科、学部・学科レベル、授業科⽬レベルの⾃⼰点検・評価及び
シラバスの⾒直し等に活用してもらうよう学部・研究科の各会議体で共有している【根拠
資料 4-10】。 
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評価項目③ 課程修了時に求められる学習成果の達成のために適切な授業形態、方法
をとっていること。また、学生が学習を意欲的かつ効果的に進めるため
の指導や支援を十分に行っていること。 

＜評価の視点＞ 
 授業形態、授業方法が学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学
習成果及び教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得
られているか。 

 ICTを利用した遠隔授業を提供する場合、自らの方針に沿って、適した授業科目に
用いられているか。また、効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効
果が得られているか。 

 授業の目的が効果的に達成できるよう、学生の多様性を踏まえた対応や学生に対
する適切な指導等を行い、それによって学生が意欲的かつ効果的に学習できてい
るか。 

 具体的な例 
- 学習状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応。 
- 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿った学習内容、学習時間の確保）を図る措

置。 
- シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学習を進

めるために十分な内容であるか。）。 
- 授業の履修に関する指導、学習の進捗等の状況や学生の学習の理解度・達成度

の確認、授業外学習に資するフィードバック等などの措置。 

授業形態、授業方法が学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学習成果及
び教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られているか。 

前述したとおり、学士課程において各授業科目は、各 mDP を満たすよう授業形態や授
業方法を考慮し、配置している。大学院においても、各専攻において、修士課程、博士（後
期）課程の DP、各専攻の DP に示した修得すべき知識、技能、態度等の学修成果を満たす
よう教育課程が編成されており、授業科目ごとに達成目標を設定している。この達成目標
を満たすことができる授業形態、授業方法をとっている。 

教員データベースからは、学部・大学院の各授業の科目の自己評価・授業評価アンケー
ト結果を学内限定で開示している。このアンケートでは、当該科目を履修した学生の自己
評価と科目が開講されている学部の平均の自己評価、当該科目の達成目標別達成度、当該
科目を履修した学生が授業時間外で取り組んだ学修時間（授業 1回あたりの平均）につい
ても開示している（図 4-4）（図 4-5）（図 4-6）。 
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図 4-4 自己評価・授業評価アンケート結果：学生の自己評価「線形代数 1」 

 

図 4-5 自己評価・授業評価アンケート結果：達成目標別達成度「線形代数 1」 
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図 4-6 自己評価・授業評価アンケート結果：授業外学修時間「線形代数 1」 

図 4-6 は、当該科目を履修した学生が授業時間外で取り組んだ学修時間（授業 1 回あた
りの平均）を示しているが、授業 1 回あたりの平均は 132.3 分となっている。当該科目の
シラバスでは、授業 1 回あたりの必要学修時間の平均は約 189 分（2655 分/14 回）と設定
していることから、当該科目の学生の授業外学修時間はシラバスで提示している必要学修
時間を満たしていないことが確認できる。現状では、すべての科目が必要学修時間を満た
しているわけではない。学生が、授業外学修時間を報告する際にどのような学修時間が授
業外学修時間に含まれるのかを十分に把握していない可能性があることから、アンケート
にガイドを付すなどして工夫を行っている【根拠資料 4-11】。また毎年、授業を担当してい
る教員宛に教育イノベーション推進センター長から、「学生の自己評価アンケートを活用
した授業改善のお願い」を発出し、アンケート結果を授業改善に活用してもらうよう周知
を行っている【根拠資料 4-3】。 

ICT を利用した遠隔授業を提供する場合、自らの方針に沿って、適した授業科目に用いら
れているか。また、効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られてい
るか。 

本学のオンライン授業科目は、「オンライン授業科目運営方針」に基づいて運用している
【根拠資料 2-11（ウェブ）】。新型コロナウイルス感染拡大防止策を契機として、本学では
2020年５月に遠隔授業を導入した。その際、2020年 4 月から 5 月上旬の授業開始までに、
毎回異なるテーマで合計 6 回の「遠隔授業に関する FDSD 研究会」を開催し、教員の習熟
度によって授業内容に差を生じさせない工夫や遠隔授業に適したツールの使い方、成績評
価方法、トラブル対応などを専任・非常勤教職員間で共有した【根拠資料 2-10】。2020 年
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度後期から 2021 年度後期に関しては、学生に対して「遠隔授業の履修の手引き」として、
遠隔授業の履修に関する倫理やマナー、留意事項、自主的な学び、試験・レポートの注意
点、操作の確認方法やシステム障害時の対処方法等を和文および英文にて通知した【根拠
資料 4-12】。教員に対しては「遠隔授業実施のガイドライン」を作成し、遠隔授業実施の際
の大学としての方針を示した【根拠資料 2-9】 

2020年の前期授業終了時に、学生と教員に遠隔授業に関するアンケートを実施した。教
員の視点からみた学生の遠隔授業と対面授業との理解度の比較では、講義科目においては
遠隔授業が優位、実験・実習科目は対面授業が優位との評価があり、遠隔授業が講義科目
に向いており、実験・実習科目には対面授業が欠かせないことを確認した【根拠資料 4-13

（ウェブ）】。また、多くの学生は遠隔での授業をよく理解できており、特に講義科目におい
ての理解度が高いことも確認することができた。また、授業の出席率は、講義科目で大き
く向上したことも明らかになっている【根拠資料 4-14】。これを受け、2020 年 8 月に開催
した教学経営審議会では、2020年前期の遠隔授業実施の経験から、コロナ後を見据えた授
業を検討することを目的に、副学長が「ブレンディッド・ラーニングの目標と方策 ｰ教員
の負担を増やさないためにｰ」と題し、教職員に対し報告・共有を行った【根拠資料 4-15】。 

授業の目的が効果的に達成できるよう、学生の多様性を踏まえた対応や学生に対する適切
な指導等を行い、それによって学生が意欲的かつ効果的に学習できているか。 

学生の多様性を踏まえた対応や学生に対する適切な指導等として、主に以下のとおり取
り組んでいる。 

フューチャー・ビジョン・ワークショップ 

2024年度より入学ガイダンス期間中に新入生を対象としたフューチャー・ビジョン・ワ
ークショップを実施している。本ワークショップでは、学生は自身が所属している学科・
課程の DP と mDP を確認し、学修目標などを周りの学生と共有するグループワークを実施
している。またワークショップでは、「学生自身の学修目標とキャリアプランの設定」を本
学の Learning Management System（学習管理システム：以下、「LMS」）である ScombZ（ポ
ータルサイト）から入力し、DP 及び mDP の確認と mDP の達成を意識した学修目標の設
定を行っている【根拠資料 4-16】。 

気づきアンケート 

1-3 年次終了時点で当該年度に設定した学修や生活状況に関する目標設定について、学
部生は「気づきアンケート」を通じて振り返りを行っている。これにより学修への意欲を
継続的に高め、mDP の達成に向けた効果的な学修を促進している。なお、学生は、SIT ポ
ートフォリオから学修成果を確認できる仕組みを整えている【根拠資料 4-17（ウェブ）】。 

障がい学生支援 

障がいのある学生に対して大学生活や学修の支援を行っている。具体的には、ノートテ
イカー・パソコンテイカー、ICT の提供、合理的配慮が必要な学生に対する相談と科目担
当教員への配慮通知の発信、学生相談室カウンセラー（臨床発達心理士など）によるソー
シャルスキルトレーニングや心理相談、各キャンパス保健室の看護師による相談（身体・
健康面）、学生相談室カウンセラーと看護師の連携による支援の提供、学生課・キャリアサ
ポート課などとの連携による支援の提供、学科と連携した合理的配慮の実施、学内のバリ
アフリーなどの支援を行なっている【根拠資料 4-18（ウェブ）】。 
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学習状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

基礎・教養科目（英語・数学等）の一部の科目では、⼊学時にアセスメントテストを実
施し、習熟度別のクラス編成を行い、個々の学習状況に応じた授業を実施している【根拠
資料 4-19】。なお、授業あたりの学生数は形態に配慮して制限し、適切な学修環境を担保し
ている。また、講義を受けて理解できないときなど、日頃の学習や試験に向けた学修を支
援するため、「学習サポート室」を設置している。各学部の学習サポート室では、数学、化
学（工学部のみ）、物理学、英語について授業外での学習支援を行っている【根拠資料 4-20

（ウェブ）】。工学部では、2020 年度から補習科目制度を導入している。数理系の必修科目
の単位が取得できなかった学生が長期休暇中に補習科目を受講できるようにし、高学年で
の学修がよりスムーズになるように支援している。システム理工学部では、学生の生活・
学修のケアのために、気楽に来室し生活からキャンパスライフまでなんでも相談できる
「よろず相談コーナー」を設置している【根拠資料 4-21（ウェブ）】。 

単位の実質化（単位制度の趣旨に沿った学習内容、学習時間の確保）を図る措置 

学則第 16条２号と大学院学則第 15条に、年間で履修できる単位数の上限の設定を明記
している【第４章基本情報一覧】。これは、授業内外での学修を充実させ各学部・理工学研
究科で効果的に教育するための措置であり、単位取得に必要な学修時間の確保を目的とし
ている。また、各科目のシラバスに毎回の授業外学修課題と共に、標準的な授業外学修時
間の目安も明記している【根拠資料 4-７（ウェブ）】。 

2021 年度からは教育イノベーション推進センターに新たに「教職支援室」を設置した。
教職支援室では、教職科目を履修する学生の授業外学修時間を把握するほか、履修登録単
位数の上限を超過して履修登録する学生について、履修科目･学修時間の指導を行い、履修
指導履歴を残している。さらに、2022 年度より教員免許取得希望者の超過履修申請に際し
て、GPA 等の条件を設け、超過履修の許可に際しては学生からの申請を受けた後、教職担
当教員及び関係教員の判断を経て、教務委員会での審議を行ったうえで決定する体制を構
築した【根拠資料 4-22】。 

シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学習を進めるために
十分な内容であるか。） 

シラバスには、授業の目的、達成目標、学修成果の指標、授業内容・方法、授業計画、
授業準備のための指示、成績評価方法・基準などを明示するだけでなく、さまざまな配慮・
工夫を施している。例えば、学生の主体的参加を促す情報として、「SDGsとの関連」、「地
域志向科目」、「社会的・職業的自立力育成科目」、「アクティブ・ラーニング科目」の区分
等を記載している。加えて、シラバスの記載内容を LMS でも確認できるようにしており、
内容を確認しながら履修することが可能となっている。学生から各授業科目の担当教員に
コンタクトを取るための質問・相談の方法、オフィスアワーについてもシラバスに掲載し
ている【根拠資料 4-7（ウェブ）】。 

授業の履修に関する指導、学習の進捗等の状況や学生の学習の理解度・達成度の確認、授
業外学習に資するフィードバック等などの措置 

2024年度より各学科・コースに新たに履修指導担当の教員を発令し、配置した。これに
より、学生が授業科目の履修に関する指導をいつでも受けることができる体制を整えた。 

2014年度に文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）」テーマⅠ・Ⅱの複合型に採
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択されて以降、全学の内部質保証を推進する学研会議で、学修成果の可視化の状況を確認
している。具体的には、e ポートフォリオシステムを導入して学修成果を可視化した。さ
らに学修管理システムを含むポータルサイト「Scomb（スコーム）」を導入した（2024 年現
在：ScombZ）。学修履歴の管理システムであるポートフォリオと学修カルテ「S*gsot（ガソ
ット）」を融合させた「SIT ポートフォリオシステム」を整備している。現在、学生・教職
員は、「SIT ポートフォリオ」から、学生の登校状況、授業外学修時間、単位取得状況、GPA、
学科順位、TOEIC Score、PROG Score を随時確認することができる【根拠資料 4-17（ウェ
ブ）】。これにより学生と教職員が成績やそれ以外の多面的な状況を確認し、成長を促す仕
組みを構築している。 

評価項目④ 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

＜評価の視点＞ 
 成績評価及び単位認定を客観的かつ厳格で、公正、公平に実施しているか。 
 成績評価及び単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）
を学生に明示しているか。 

 既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等を適切に行っ
ているか。 

 学位授与における実施手続及び体制が明確であるか。 
 学位授与方針に則して、適切に学位を授与しているか。 

成績評価及び単位認定を客観的かつ厳格で、公正、公平に実施しているか。 

学則において、成績評価基準等の明示、学外単位等認定、入学前の既修単位等認定、卒
業認定に関する原則を定めている【第１章基本情報一覧「学則」】。成績評価と単位認定を
適切に行うための措置として、成績の評定基準、学外単位等認定制度、進級条件、卒業要
件（大学院は修了要件）などは学修の手引に明記している【根拠資料 4-4（ウェブ）】。 

本学ではシラバスガイドによって、成績評価基準について共通理解を図ってきた。しか
し、その説明が例示的な表現に留まっていたため、S～F の成績評定ごとの学修到達度との
関係を下記の表 4-1のとおり定め、シラバスガイド等に明示することを第 2408 回学研会議
にて決定した【根拠資料 4-23（ウェブ）】。この措置により、成績評価と単位認定がより客
観的で厳格に行われ、公正さと公平性が向上することを期待している。 

成績評定 評定点 学修到達度との関係 

S 90 点～100点 学修到達度が特に優秀な水準で達成目
標に達している。 

A 80 点～89点 学修到達度が優秀な水準で達成目標に
達している。 

B 70 点～79点 学修到達度が良好な水準で達成目標に
達している。 

C 60 点～69点 学修到達度が達成目標の最低限の水準
に達している。 
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D 50 点～59点 学修到達度が達成目標に達していない
（不合格）。 

F 0 点～49 点 学修到達度が達成目標に達しておら
ず、相当の学修が必要である（不合
格）。 

＊ただし大学院については、成績評定 A（80~100 点）「学修到達度が優秀な水準で達成目標に達している。」を最上位
とする。 

表４-1 成績評定ごとの成績評価基準 

 

全学部・学科で最終学年に「卒業研究」を行う科目を必修科目としている。学生は研究
室に所属して指導教員の下、研究背景の理解、研究計画の立案、研究の遂行を 1年間かけ
て実施する。卒業研究の評価については、ルーブリックを導入している。なお、工学部に
おいては 2024年度より課程制を導入し、「卒業研究」を 3年次から 2 年間かけて行う必修
科目としている。 

2017 年度から GPA を全学で導入し、各学科・課程（コース）の学年ごとの分布を確認
している。また、大学院入試（学科推薦）の基準として活用するなどの方針を示し、入学
試験で専攻間に難易度の差が生じないようにしている。2018年度からはシラバスの科目情
報欄で、各科目の前年度 GP の分布を学内限定で公開している（図 4-7）。 

 

 

図 4-7 学内限定で公開している各科目の GP 分布図（例） 

 

客観的な成績評価実施を担保するための施策として、例を挙げるとシステム理工学部で
は、毎学期の終了後に全科目の成績評価を確認している。特に合格率が 60％を下回る授業
については、①履修の前提となる知識の欠落、②並列開講している授業との関連調整不足、
③到達目標が高すぎる等のいずれかの問題があると考え、合格率 60％を下回る履修者 10

名以上の科目については、成績評価の点検・見直しを学部長より各学科・部会に毎学期依
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頼している【根拠資料 4-24】。また、合格率 60%を下回る科目がない場合にも成績評価を
提示し、各科目の評価結果の振り返りを促している。これにより、教育内容、教育手法、
評価方法において、教員による差を無くし、学生にとって不利益を被らないように公正な
成績評価を行い、単位認定をする仕組みを整えている。 

成績評価及び単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）を学生に
明示しているか。 

成績の評定基準、学外単位等認定制度、進級条件、卒業要件（大学院は修了要件）など
は、学則、学修の手引に明記し、学生に周知している【第１章基本情報一覧「学則」】【根
拠資料 4-4（ウェブ）】。また、各科目のシラバスには「達成目標と評価方法の対応・割合」
を明示しており、これに基づいて厳格に成績評価が行われている【根拠資料 4-7（ウェブ）】。 

前期及び後期における成績公開後に学生が担当教員に、成績評価に対する疑問や内容の
説明を求めることができる成績確認期間を設けており、詳細については本学 HP に記載し
ている。これによって、成績評価に関する学生からの不服申立への仕組みを整備している
【根拠資料 4-25（ウェブ）】。 

既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等を適切に行っている
か。 

本学以外の「他大学等教育機関」で単位を取得し、それが本学で教育上必要と認められ
る場合には、学外単位として該当学部の教務委員会での審議のうえ、60 単位を上限に認め
ている。各学部の学修の手引に「学外単位等認定制度」として記載し、学生へ履修登録の
お知らせで受付期間を周知している。学士入学、編入学、転部・転科した学生については、
この上限は適用されない【根拠資料 4-4（ウェブ）】。 

各学部では、各種英語検定試験の結果や課外英会話講座受講の基準を満たした場合に、
単位を認定する制度を設けている。この制度についても各学部の学修の手引に記載し、学
生に周知している【根拠資料 4-4（ウェブ）】。 

学位授与における実施手続及び体制が明確であるか。 

各学部、大学院において、学位を適切に授与するために必要な事項は、「芝浦工業大学学
則」、「芝浦工業大学大学院学則」、「芝浦工業大学学位規程」に定めている【根拠資料 4-26】。
理工学研究科では、専攻ごと詳細に定めた学位論文審査基準方針に沿って、学位授与を決
定する。修士学位論文の審査は公聴会形式で行われ、主査（指導教員）1 名と副査 2 名の
3 名全員の意見の一致を前提とする。最終的な学位授与は専攻会議を経て、理工学研究科
委員会で決定する。また、博士学位論文の審査は、1 名の主査（指導教員）と最低 4 名の
副査（内 1 名は外部機関の博士号保持者または相当する資格を有する当該分野の研究者）
による審査委員会の成立の可否を、理工学研究科委員会で審議する。成立後に予備審査と
最終審査の 2 回の審査を経て、審査委員全員の意見の一致による審査結果要旨を理工学研
究科委員会で報告した後に最終的には理工学研究科委員の投票により学位授与を判断す
る。審査委員会での審査は、2020 年度から全ての専攻でルーブリックを用いて客観的に行
うように整備が完了した【根拠資料 2-20】【根拠資料 4-27（ウェブ）】【根拠資料 4-28（ウ
ェブ）】。 
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学位授与方針に則して、適切に学位を授与しているか。 

大前提として、「芝浦工業大学学則」、「芝浦工業大学大学院学則」、「芝浦工業大学学位規
程」に定める事項に則り、学位を授与している。また、上述したとおり学士課程において
は、大学の学位授与方針（DP）に基づき、学部の DP、学科・課程の DP を作成し、それら
DP に紐づく mDP を設定している。この mDP を満たすように CP に基づいて、カリキュラ
ムを設定しており、DP に定める能力を満たした者に学位を授与することで担保できてい
る。大学院においても、理工学研究科修士課程、博士（後期）課程の DP に基づいて、各
専攻はそれぞれ DP を設定している。各専攻においては、修士課程、博士（後期）課程の
DP、各専攻の DP に示した修得すべき知識、技能、態度等の学修成果を明確に確認するこ
とができるように設定した学位審査ルーブリックを設けて評価を行うことにより、適切に
学位を授与している。 

 

評価項目⑤ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価してい
るか。 

＜評価の視点＞ 
 学習成果を把握・評価する目的や指標、方法等について考えを明確にしているか。 
 学習成果を把握・評価する指標や方法は、学位授与方針に定めた学習成果に照ら
して適切なものか。 

 指標や方法を適切に用いて学習成果を把握・評価し、大学として設定する目的に
応じた活用を図っているか。 

学習成果を把握・評価する目的や指標、方法等について考えを明確にしているか。 

大学、教育課程レベル（学部、学科、課程、大学院研究科、専攻）の DP および mDPへ
の到達度を客観的かつ適切に評価し、可視化することを目的として、アセスメント・ポリ
シーを以下のとおり定めている。アセスメント・ポリシーでは、大学レベル、教育課程レ
ベル、科目レベルで具体的な評価方法を示し、本学ウェブサイトで公表している【根拠資
料 4-1（ウェブ）】。 

アセスメント・ポリシー 

芝浦工業大学は、大学、教育課程レベル（学部、学科、課程、大学院研究科、専攻）
の定めるディプロマ・ポリシーに掲げる学修・教育到達目標への到達度を客観的かつ
適切に評価し、可視化することを目的として、アセスメント・ポリシーを以下のとお
り定めます。評価は、カリキュラム・ポリシーに掲げる方法に加え、大学レベル、教
育課程レベル、科目レベルにおいて、以下の方法で実施します。 

１．大学レベル 

大学のディプロマ・ポリシーに定める 3つの学修・教育到達目標に対する達成状況を
以下の方法で評価します。 

２．教育課程レベル 

学部、学科、課程、大学院研究科、専攻の教育課程において、それぞれのディプロマ・
ポリシーに掲げる学修・教育到達目標に対する達成状況を以下の方法で評価します。 
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３．科目レベル 

各科目のシラバスで提示された学修目標に対する達成状況を以下の方法で評価しま
す。 

 入学時 

（アドミッション・ポリ
シーを満たしている
か） 

在学中 

（カリキュラム・ポリシーに示す方針
通りの学修ができているか） 

卒業・修了時 

（ディプロマ・ポリシーを満た
す人材であるかどうか） 

大
学
レ
ベ
ル 

各種入学試験 GPA 
留年率、休学率、退学率 
満足度調査 
学修行動調査 
CEFR スコア 
社会人基礎力調査 

卒業時アンケート 
就職状況 
卒業状況 
進学状況 
学位授与数 

教
育
課
程
レ
ベ
ル 

各種入学試験 
入学前準備教育 

GPA 
CEFR スコア 
社会人基礎力調査 
学修ポートフォリオ 
各種学生アンケート 
留年率、休学率、退学率 

卒業時アンケート 
就職状況 
進学状況 
学位授与数 

科
目
レ
ベ
ル 

アセスメントテスト 単位取得状況、成績分布 
授業アンケート 
学修ポートフォリオ 
成績評価 

 

表 4-2 大学、学部・学科・課程・大学院研究科・専攻、科目レベルでの具体的な評価手法 

 

アセスメント・ポリシーの様々な指標は、担当のセンターや部署などにより取りまとめ
られ、学長室会議、学研会議、各センターの会議等で随時報告・確認を行っている。必要
に応じてそれらのデータは研究科や学部・学科・課程と共有している。主な指標の対象者・
調査実施時期は以下の表 4-3 のとおりである。 

指標・方法 対象者 実施時期/確認時期 

各種入学試験 受験生 入試区分による 

入学前準備教育 年内入試入学確定者 １２~３月 

アセスメントテスト 新入生 入学オリエンテーション期間中 

GPA 全学生 毎学期毎に更新 

学生自身の学修目標とキャリア
プランの設定および前期気づき
アンケート 

全学生 ３～４月 

後期気づきアンケート（学修行
動調査） 

１～３年生 後期開始前 
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指標・方法 対象者 実施時期/確認時期 

CEFRスコア（英語） 全学生 随時 

社会人基礎力調査（PROG） 学部：１、３年生 
大学院：修士１年次 

学部：１年次４月、３年次 4-5 月 
大学院：修士課程入学直後 

自己評価・授業評価アンケート 全学生 学期・クオーター終了時 

卒業時（学生による教育評価） 
アンケート 

卒業・修了時 ２～３月 

留年率・休学率・退学率 在学生 新年度前期 

就職状況・卒業状況・卒業状況 卒業・修了見込み者 随時 

大学院内部進学者インタビュー 修士１年生（各学科出身者
最低１名） 

前期 

表 4-3 アセスメント・ポリシーの主な指標とその対象者と実施時期等 

 

学習成果を把握・評価する指標や方法は、学位授与方針に定めた学習成果に照らして適切
なものか。 

DP 及び mDP で明示している学修成果を把握・評価することを目的に評価をする指標を
設定している。例えば、専門的知識の習得については、単位取得状況、GPA、卒業時アン
ケート、進学状況、就職状況などを用いて把握・評価を行っている。さらに、2021年度か
ら本学で実施しているカリキュラムの整合性チェックにおいても、各学科・コースに対し
て、ｍDP 達成を根拠づける主要授業科目の達成目標（到達目標）及び評価方法がｍDP と
整合しているかを確認している【根拠資料 2-6】。また、大学院においても 2024 年度に作
成している学位審査ルーブリックと DP の整合性についてチェックを実施し、適切に学修
成果を評価するものとなっているかどうかの確認を行っている【根拠資料 2-7】。 

さらに 2024 年度からは、芝浦工業大学の大学院へ内部進学した修士課程 1 年生に学科
等が掲げる mDP の達成感を確認するため、インタビューを実施した。インタビューは、全
学科で実施し、学生が実際に 4年間学んだ経験をふまえ、学科・コースのカリキュラムの
メリット・デメリットについても聞き取りを行った。この結果は卒業時アンケートの結果
とともに各学科・コースへフィードバックをし、学科等で共有、また必要に応じてコメン
トを付して教育イノベーション推進センターに回答することを依頼し、教育課程の改善に
役立てている【根拠資料 4-2】。 

指標や方法を適切に用いて学習成果を把握・評価し、大学として設定する目的に応じた活
用を図っているか。 

学修成果を把握・評価するための指標は、大学が設定する目的に応じて活用している。
以下に指標の活用事例を複数挙げる。 

入学時の指標として入学前準備教育を挙げている。入学前準備教育の実施結果について
は、詳細なデータを学研会議で報告している【根拠資料 4-29】。学習状況や学習の事前・終
了時の結果などを実施科目（英語、数学など）、入試区分、学科・コース別に分析している。
そのためそれぞれの課題が浮き彫りとなり、入学前教育や入試方法の改善に活用すること
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が可能となっている。さらに個々の学生の学習状況データは、学科および課程に共有し、
学習指導等に役立てることとしている。 

単位の取得情報について、学生の学修状況の把握のほか、学修継続を支援するためにも
活用している。「第２章内部質保証」の「2. 分析を踏まえた長所と問題点」の長所でも述
べたが、2023 年に１年前期終了時点で取得単位が 15 単位未満であった学生のその後の修
学状況が芳しくないとのエビデンスが報告され、これ以降、1 年生前期末終了時の取得単
位数が 15 単位未満の学生については、学修継続への方向性を明らかにすることを目的に
正保証人・クラス担任との電話面談、または学生・正保証人・クラス担任での 3 者面談を
実施している【根拠資料 2-25】。 

本学では、2019年度後期より、従来の授業評価アンケートから「⾃⼰評価授業アンケー
ト」に切り替え実施してきた。「⾃⼰評価授業アンケート」では、各科⽬における学修時間
や満⾜度に加え、シラバスに示した達成⽬標毎に、学⽣⾃⾝がどの程度達成したかなどを
５段階評価で回答するものとして導⼊した。本アンケートにより、学生の各科目における
自己評価を可視化することが可能となったが、2023 年度に学生自治会より従来型の授業評
価に関する項目を追加してほしいという要望が寄せられ、2024 年度から授業評価について
の項目を追加し、「自己評価・授業評価アンケート」に名称変更して実施している。前述し
たとおり、各授業科目の担当教員は、学内限定で公開している各科目のアンケート結果に
アクセス可能となっており、学修時間の把握、学生の到達度の把握に加え、授業改善にも
活用している（図 4-4）（図 4-5）（図 4-6）。 

理工学研究科の DP では、「グローバル社会に対応できるコミュニケーション能力」を備
えることを求めている。2022 年 4 月入学生から、CEFR B1 相当レベル以上（TOEIC L&R 

550 点以上）を修士課程の修了要件に準ずる扱いとする対応を導入している。特例条件な
どを設けているものの、2023 年度卒の全ての修士課程修了生は CEFR B1 相当レベルを達
成している。また同じく理工学研究科の DP では、「世界と社会の多様性の認識および高い
倫理観」を身につけることを求めており、2024年 4 月入学生から、研究倫理教育 eラーニ
ングプログラム（APRIN）の受講と修了証明書の提出を修士課程の修了要件に準ずる扱い
とする対応を導入した。2024 年 11月時点で、2024年 4月入学者の 93.1％が受講済である。
このように学修成果を評価するための指標を用いて、大学が設定する目的を満たしている
のかを確認している。 

評価項目⑥ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行
っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行
っているか。 

＜評価の視点＞ 
 教育課程及びその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プ
ロセス、周期等を明確にしているか。 

 課程修了時に求められる学習成果の測定・評価結果や授業内外における学生の学
習状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報を活用するなど、適切な情報に
基づいているか。 

 外部の視点や学生の意見を取り入れるなど、自己点検・評価の客観性を高めるた
めの工夫を行っているか。 
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 自己点検・評価の結果を活用し、教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上
に取り組んでいるか。 

教育課程及びその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、
周期等を明確にしているか。 

本学は、学校法人芝浦工業大学評価規程に基づき、大学基準協会の定める大学基準及び
大学独自に設定した点検・評価項目について、内部質保証の一環として、毎年自己点検・
評価を実施し、その結果を大学ウェブサイトで公表している【根拠資料 4-30（ウェブ）】。
自己点検・評価の体制、プロセス等は、内部質保証に関する方針にて明確にしている【根
拠資料 2-2（ウェブ）】。 

毎年実施する大学全体、学部・研究科、学科・課程（コース）等の自己点検・評価に加
え、教育課程及びその内容、教育方法に関する自己点検・評価活動は、本学の内部質保証
システムの下、恒常的に実施している（表 4-4）。学研会議は、内部質保証に責任を持つ組
織であり、教育課程の編成に関する事項についても審議を行う機関であるが、以下の表の
とおり概ね月２回開催している。具体的なプロセスとしては、まず学長室会議で、教育課
程の内容や方法に関する事項が報告され、それを基に学研会議にて確認・評価を行い、教
育方法の適切性を確認、また方針等を決定し、それを学部・研究科に示すことで教育改革
を推進している。この他、教育イノベーション推進センターは学研会議を通じて、全学的
にカリキュラムの整合性チェックを行うなど、恒常的に自己点検を行うことが学内に定着
している。 

 

表 4-4 主な内部質保証システム関連活動の年間スケジュール 

課程修了時に求められる学習成果の測定・評価結果や授業内外における学生の学習状況、
資格試験の取得状況、進路状況等の情報を活用するなど、適切な情報に基づいているか。 

本学では多様な情報を活用して自己点検を行っており、アンケート結果や各種データの
分析結果は、学研会議にて共有している。例えば、卒業時（学生による教育評価）アンケ
ート、就職率、進学率、授業外学修時間、入学前準備教育、アセスメントテストなど定期
的に実施する調査・アンケートについては、その結果を学内で共有し、点検を行い、必要
に応じて改善に取り組んでいる。 

また、本学は 2017年度より大学 IR コンソーシアムに加入し、他大学を横断した学生調
査の結果から学修成果を測定している。これによって全国的なベンチマーキングが可能に

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
学部長研究科長会議 2回 2回 2回 2回 1回 2回 2回 2回 2回 1回 1回 2回
学長室会議 1回 3回 2回 2回 1回 2回 2回 2回 2回 1回 2回 2回
自己点検評価

大学点検評価分科会
自己点検評価報告書
大学外部評価委員会
自己点検評価報告書フィードバック

Cetennial SIT Action 
目標設定
中間報告
年度末報告

大学会議
教学経営審議会
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なり、本学や学部のポジショニングを考慮した教育改善や調査が可能となっている。具体
的な取り組みとしては、1-3 年の全学部生に対して、各年次の終了時に大学 IR コンソーシ
アムの設問項目に準じたアンケート調査を実施している。2024 年度より当該アンケート調
査結果を集計し、本学における各学部・学科・課程（コース）毎の学生の授業や学修経験、
学生生活の充実度などを分析し、教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上に活かし
ている。本学の長所・特徴として「授業に主体的に参加している」と回答する学生が多く、
教育内容・方法・成果について学修者本位の能動的な学修が行われているといえる。一方
で履修登録時に希望の科目が履修できないと回答した学生が多かった。これは履修登録時
に人数制限のため抽選となる科目が多くあることに対する学生の不満が原因であると考
え、抽選システムの見直しを検討しているところである。 

外部の視点や学生の意見を取り入れるなど、自己点検・評価の客観性を高めるための工夫
を行っているか。 

教育課程レベルでの学生の意見の取り入れについては、前述した芝浦工業大学の大学院
へ内部進学した修士課程 1 年生へのインタビュー結果をまとめて、各学科・課程にフィー
ドバックすることで、教育活動・制度の改善を実施している【根拠資料 4-2】。また、学生
参画の事例として、芝浦工業大学学生自治会との連絡会議がある。連絡会議には、大学側
から学長補佐や各学部長室員、学生センター員、関連部署の事務職員らが出席して、授業
内容や課外活動、学生支援など幅広い分野の意見交換を行っている。 

授業科目レベルでの自己点検・評価に対する学生参画については、本学は SCOT（Students 

Consulting on Teaching）制度を導入している。これは、研修を受けた学生が、教員の要望に
より授業の観察・記録等を行い、学生の視点に立った客観的な情報を当該教員に提供し、
授業改善に向けたコンサルテーションを実施するものである。毎年、10 名前後の教員が利
用し、授業改善に役立てている【根拠資料 2-16（ウェブ）】。 

外部の視点については、毎年作成している大学の自己点検・評価報告書を、例年 2-3 月
に開催している大学外部評価委員会にて外部評価委員に評価を依頼している。外部評価委
員は、2024年時点で 5 名の委員によって構成され、一般企業の代表取締役や他大学の教員
等の学外有識者で構成されている。外部評価委員会による総括も毎年大学ウェブサイトに
公表している【根拠資料 2-15（ウェブ）】。外部評価委員による総括は学内にも共有し、本
学の自己点検・評価に活用している。 

また、就職・キャリア支援部主催で「企業懇談会」が定期的に開催され、同会において
企業からの意見も収集している他、毎年企業評価アンケートを実施し、アンケートによっ
て企業・団体が求める人材像を確認、卒業生の社会評価を把握することで本学の教育改善
につなげている【根拠資料 4-30（ウェブ）】。PBL 科目においては、海外協定校や企業・行
政等諸機関との協働活動が多くあり、協定校や企業・行政等諸機関からのピアレビューを
実施し、教育内容の国際的、及び社会的な質の担保を図っている。 

自己点検・評価の結果を活用し、教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上に取り組
んでいるか。 

毎年実施している自己点検・評価については、当該年度に作成した自己点検・評価報告
書の問題点等をまとめ、これを参考に次年度の行動計画を作成することを学研会議におい
て依頼している。 
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本学では、各種のアンケートやデータを用いて自己点検を行っているが、それらの分析
結果を基に各部局が学長室会議、学研会議で報告を行い、教育方法の改善に取り組む文化
が醸成されている。以下に取り組み事例を複数挙げる。 

コロナ禍において本学は 2020 年度前期から遠隔授業を実施した。2020 年の前期授業終
了時に行った遠隔授業に関するアンケートを実施した。その結果を活用し、同年 8 月には
コロナ後を見据えた授業を検討することを目的に、副学長から教職員を対象に「ブレンデ
ィッド・ラーニングの目標と方策」と題し、遠隔授業のあり方について提案を行った【根
拠資料 4-15】。 

本学では、TOEIC テストにより、英語コミュニケーション力の学修成果を把握している。
大学では学生の TOEIC スコアを把握するとともに、TOEIC の対策講座を提供してきた。
2023年には、TOEIC 対策講座について点検を行った結果が学研会議で協議され、より効果
があると判断した対策を講じることとなった【根拠資料 4-31】。 

2023年度の学生自治会との連絡会議では、学生自治会が 2021-2023 年度入学生の工学部
（先進国際課程を除く）、システム理工学部（国際プログラム、学科共通を除く）、デザイン
工学部、建築学部の全科目のシラバスを確認した結果を大学側に報告した。誤記などがあ
るシラバスについて共有がされ、これに対し大学側は確認を行い、直ちに修正をおこなっ
た【根拠資料 4-32】。また同年度の連絡会議では、学生自治会より、現行（当時）の自己評
価授業アンケートは授業の改善として学生の意見を反映できる設問がないため、授業に対
する評価項目を設けてほしい旨、要望があった。これに対して、大学側は 2024 年度から授
業に対する評価の設問を加える変更を行った。このように学生自治会からの建設的な提案
を自己点検・評価に活用し大学運営に直接反映させている。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

本章における本学の長所として以下 4 点を挙げる。 

建学の精神、教育の理念、大学全体の DP を基に、各学部・学科・課程や大学院の専攻
において DP を設定している。各学科・課程においては、それら DP に示した修得すべき
知識、技能、態度等の学修目標がより明確になるように、DP を詳細化したｍDP を設定し
ている点が、本学の教育課程の特徴であり、長所である。各学科・課程は、DP 及び mDP

に掲げる目標達成につながるよう、CPに沿って授業科目を開設し、カリキュラムツリーに
履修モデルとして示している。また、カリキュラムツリーを通じて、各授業科目の位置づ
けやｍDP を達成するための科目どうしの関連付けを明確にしている。2019 年度には教育
イノベーション推進センターに「カリキュラムマネジメント部門」を設置し、各学科・課
程の mDP とカリキュラムの整合性を定期的に確認している。理工学研究科各専攻におい
ても、DP に示した修得すべき知識、技能、態度等の学習目標がより明確になるようにルー
ブリックを設定し、体系的な教育課程を構成している。理工学研究科も 2024 年度より教育
イノベーション推進センターによる各専攻の DP とルーブリックの整合性確認を開始して
いる。これによりそれぞれのカリキュラムが、DP に示した学修目標を満たすものなってい
るのかを確認している。 

本学のシラバスは、学修を効果的に進めるため内容に工夫を行っている。科目ごとに達
成目標を設定し、評価方法と達成目標との対応・割合についても明示している点が特徴的
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である。また、授業計画においても、各週の授業時間外課題及び必要学修時間を明記して
いる。学部のシラバスでは、授業科目ごとに設定している達成目標が当該学科・コースの
どの mDPに対応するのかを明示し、「何を身につけるためにこの科目を学ぶのか」が科目
ごとに可視化されている。 

学修成果の可視化を目的に SIT ポートフォリオを導入している。SIT ポートフォリオに
は、期毎の学修目標、授業自己評価、登校状況、授業外学修時間、取得単位、GPA、学科・
コース順位、TOEIC Score、mDP ごとの重み付き総平均点と取得単位数、CEFR Level、PROG 

Score の項目が表示されており、学生・教職員が常に学修の進捗等の状況を確認できる体制
を整えている。 

学修者本位の能動的な学修が行われている点も本学の教育課程の特色である。大学 IRコ
ンソーシアムの可視化システム（IRIS）を利用した調査結果から、本学の長所・特徴とし
て「授業に主体的に参加している」と回答する学生が多く、学修者本位の能動的な教育が
行われていることを確認している。これは、学部で開講されている授業科目の 82%の科目
でアクティブ・ラーニングを取り入れている効果であると考えている。 

分析を踏まえた問題点 

アセスメント・ポリシーでは、さまざまな評価手法を用いて mDP への到達度を適切に
評価することを掲げている。それらの手法を体系的に活用するためのマネジメントを確立
する必要がある。それにより、各学科・課程（コース）レベルでの学修成果、教育成果の
点検・評価をより緻密に実施することができると考えている。 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

本学の特徴である体系立てたカリキュラムについて、今後も引き続き自己点検（毎年度
の整合性チェック等）を実施し、学生が「何を学んだか」を実感できるカリキュラムを提
供できるようにする。 

アセスメントプランに掲げたさまざまな指標について、教育成果の PDCA サイクルに資
するように精選し、各学科・課程（コース）レベルにおいてもそれらの指標を有効に活用
していくサイクルを確立できるように引き続き検討する。 

全体のまとめ 

本学では、授与する学位ごとに学位授与方針、教育課程の編成・実施方針を定め、公表
している。そして、教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位プログラムにふさわしい
授業科目を開設し、教育課程を体系的に編成するよう学修・教育到達目標（ｍDP）を設定
する工夫を行っている。学生の学修成果を可視化し、それを学生・教職員で確認できる仕
組みを整備している。アセスメントテスト、ルーブリック、学生調査、卒業生や企業への
意見聴取を通じて、学位授与方針に明示した学生の学修成果を適切に把握、評価している。
そして教育課程とその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価しており、その結
果を基に改善・向上に取り組んでいる。 

本学は機動性を持って、教育改革に取り組んでいる。3 つの方針や教育課程の編成、教
育方法の導入や教育の実施、成績評価、単位認定、学位授与などの改善は、学長室会議で
迅速に検討、全学の内部質保証を推進する学研会議で審議・決定し、その方針の下で学部・
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研究科が実施している。実施した内容については、各部局で毎年度実施している自己点検・
評価によって自律的に確認し、必要に応じて学研会議に報告を行い、PDCA を回している。 
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第5章 学生の受け入れ 

評定 S 

基本情報一覧 

入学試験要項 

学部・研究科等の名称 URL・印刷物の名称 

工学部 
一般選抜： 
https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/exam/guideline_genera
l.html 
特別選抜・学校推薦型選抜・その他選抜方式： 
https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/ 

システム理工学部 

デザイン工学部 

建築学部 

大学院 理工学研究科 https://www.shibaura-it.ac.jp/examinee/graduate/guideline.html 

備考  

入学者選抜に係る規程 

規程名称 URL・印刷物の名称 

芝浦工業大学入試実施
本部運営内規 

芝浦工業大学入試実施本部運営内規 

芝浦工業大学学部長・
研究科長会議規程 

芝浦工業大学学部長・研究科長会議規程 

芝浦工業大学アドミッ
ションセンター規程 

芝浦工業大学アドミッションセンター規程 

芝浦工業大学学部合否
判定会議内規 

芝浦工業大学学部合否判定会議内規 
 

芝浦工業大学工学部合
否判定会議内規 

芝浦工業大学工学部合否判定会議内規 

芝浦工業大学入試出題
方針策定本部規程 

芝浦工業大学入試出題方針策定本部規程 

芝浦工業大学編入学規
程 

芝浦工業大学編入学規程 

芝浦工業大学大学院 
理工学研究科入学者選
抜実施内規 

芝浦工業大学大学院 理工学研究科入学者選抜実施内規 
 

備考  

https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/exam/guideline_general.html
https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/exam/guideline_general.html
https://admissions.shibaura-it.ac.jp/admission/
https://www.shibaura-it.ac.jp/examinee/graduate/guideline.html
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1. 現状分析 

評価項目① 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体
制を適切に整備し、入学者選抜を公平、公正に実施していること。 

＜評価の視点＞ 
 学生の受け入れ方針は、少なくとも学位課程ごと（学士課程・修士課程・博士課
程・専門職学位課程）に設定しているか。 

 学生の受け入れ方針は、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像や、
入学希望者に求める水準等の判定方法を志願者等に理解しやすく示しているか。 

 学生の受け入れ方針に沿い、適切な体制・仕組みを構築して入学者選抜を公平、
公正に実施しているか。 

 入学者選抜にあたり特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みを整備して
いるか。 

 すべての志願者に対して分かりやすく情報提供しているか。 

学生の受け入れ方針は、少なくとも学位課程ごと（学士課程・修士課程・博士課程・専門
職学位課程）に設定しているか。 

「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」との整合性、また一貫性を
担保し体系的な内容の方針とするべく、学生の受け入れ方針は、大学全体、学部・研究科、
学科・課程・専攻ごとに設定し Web ページにて公開している【根拠資料 5-1（ウェブ）】。
本学では、大学、学部、研究科・専攻の３つのポリシーの設定・改訂については、学部長・
研究科長会議（以下、「学研会議」）の審議事項としている。 

学生の受け入れ方針は、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像や、入学希望
者に求める水準等の判定方法を志願者等に理解しやすく示しているか。 

本学では、独自に「３つのポリシーの体系的な見直し方針」、「大学として学部・研究科
（学位プログラム・学科・専攻）の３つの方針策定チェックリスト」を作成している【根拠
資料 2-4】【根拠資料 2-5】。アドミッション・ポリシーの策定チェックリストにおいて、「入
学希望者がディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーを参照せずとも、アドミッシ
ョン・ポリシー単独で理解できる内容・表現となっていること」というチェック項目を設
けており、志願者に理解しやすい表現となるように留意している。 

学士課程では、一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、外国人や帰国生徒を対象とし
た選抜、国際バカロレア保持者を対象とした選抜等を実施している。総合型選抜の一つと
して、2018年度入試より理工系大学におけるジェンダーギャップの是正を意識した理工系
女子特別選抜（公募制推薦(女子)）を行っている。アドミッション・ポリシーで概略を示し
たうえで、それぞれの要項等にて入学前の学習歴、学習水準や能力等の求める学生像や判
定方法を公開している【第 5 章基本情報一覧「入学試験要項」】【根拠資料 5-2】。 

学生の受け入れ方針に沿い、適切な体制・仕組みを構築して入学者選抜を公平、公正に実
施しているか。 

入学者選抜の実施にあたり、学長を本部長とした「入試実施本部」を組織して責任の所
在を明確にしている【第 5 章基本情報一覧「入学者選抜に係る規程」】。また入学者選抜の
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方針や実施方法、入学者選抜の方式の新設・改変・廃止といった重要な案件は、各学部の
代表者と入試部員で組織する「アドミッションセンター」で検討・立案したものを学部に
提示する。それに対する意見を踏まえて修正した後、学研会議で議論・決定するフローを
整えている【根拠資料 2-3】。 

公正な入学者選抜のため、一般選抜では作問・採点とも、担当者を非公表とした機密環
境の中で実施している。そして採点者には受験者の氏名は開示していない。学部長を議長
に入試委員、アドミッションセンター員、アドミッション専門員、入試部員若干名で構成
する各学部の合否判定会議では、受験番号や氏名を記載せず、成績表などの資料のみで客
観的に合否を判定している【第 5章基本情報一覧「入学者選抜に係る規程」】。さらに総合
型選抜・学校推薦型選抜では、「知識・技能」に加えて、「思考力や判断力など」を含めて
多面的・総合的に評価するため、評価が可視化できるルーブリックを各学部で作成し、そ
れに基づく選抜を行っている。 

試験問題の作成は 2023 年 3 月施行の「芝浦工業大学入試出題方針策定本部規程」に基
づき、全学で管理・運営している。組織的に計画・実行（実施）・評価・改善を繰り返し行
うことで、本学に適性のある学生をより適切に選抜できる試験内容とすることを目的とし
ている【第 5 章基本情報一覧「入学者選抜に係る規程」】。 

入学者選抜にあたり特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みを整備しているか。 

合理的配慮が必要な志願者へ対応するため、2022 年度に規程や判断フローを整備した
【根拠資料 5-3】。これらは視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、音声機能・言語機能障害、慢
性疾患、発達障害などを対象とする内容となっている。Web サイトから受験上の配慮を申
請でき、大学として必要な支援措置などの確認を行い、対応を決定している【根拠資料 5-

4（ウェブ）】。本学で修学が可能と認められれば、不利にならない公正な受験環境を提供す
る仕組みを構築している。 

すべての志願者に対して分かりやすく情報提供しているか。 

学部、大学院の学生の受け入れ方針は、大学 webサイトで公開している。また、本学の
教育理念と目的に適合する学生を受け入れるために、学生の受け入れ方針を募集要項の冒
頭に明示している。募集要項の出願要件等において、入学前の学習歴等も明示している。
入学者選抜にあたり、特別な配慮を必要とする志願者に対しては、受験上および修学上の
合理的配慮に係る申請を受け付けており、周知をしている。入学者選抜に係る情報は本学 

web サイトに掲載しており、端的に内容を伝えるなど志願者が分かりやすいような工夫を
行っている【第 5章基本情報一覧「入学試験要項」】【根拠資料 5-5（ウェブ）】【根拠資料 5-

6（ウェブ）】。 

評価項目② 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収
容定員に基づき適正に管理していること。 

＜評価の視点＞ 
 学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数を
適正に維持し、大幅な定員超過や定員未充足の場合には対策をとっているか。 

学士課程における学部入学定員と収容定員の管理は、特に一般選抜の合格者が入学する
割合（いわゆる「歩留まり」）がさまざまな外的要因によって変動するため、非常に難しい
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状況にある。入学定員と収容定員を下回ることのないようにする一方で、私立大学等経常
費補助金や競争的資金、文部科学省への改組や収容定員増の認可申請などの条件の範囲内
（工学部・システム理工学部は収容定員の 1.05 倍、デザイン工学部・建築学部は同 1.10倍）
に収めるべく、学部・試験方式ごとの合否判定会議を開催し慎重に合格ラインを決定して
いる。 

2024 年度の学士課程の学部別の入学定員に対する充足率は工学部で 99％、システム理
工学部で 99％、デザイン工学部で 113％、建築学部で 106 ％であり、全学では 101％とな
った。なお、収容定員充足率は工学部 105％、システム理工学部 102％、デザイン工学部
108％、建築学部 109％であり、全学では 105％である。単年では歩留まりの関係で、目標
とした入学者から乖離することもあるが、複数年度をもって、収容定員充足率の調整を行
っている。【大学基礎データ表 2】。編入学は定員を充足しない学科等がある場合に、その
補充を目的に募集することとしている。2024年度は本学が幹事校を務める「マレーシアツ
イニングプログラム」（UniKL-JUP）への募集のみが行われ、6 名が編入した。 

大学院理工学研究科は恒常的に定員超過であったことから、2019年度に修士課程の入学
定員を 365名から 470 名に増加し、さらに 2021年度には 485名に増加した。博士（後期）
課程の入学定員も 18 名から 27名に増加している。しかしながら、大学院進学ニーズの高
まりから 2024年度の修士課程の収容定員充足率が 176％となっている【大学基礎データ表
2】。今後も大学院進学希望者は増え続けることが予想されることから、2024 年 12 月に文
部科学省に収容定員変更届の提出を行った。これにより、修士課程の収容定員は 970名か
ら 1,600 名に、博士（後期）課程の収容定員は 81名から 99 名へ変更される見込みである。 

評価項目③ 学生の受け入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向
けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 学生の受け入れに関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や
成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、学生の受け入れに関わる事項の改善・向上に取り
組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 

学生の受け入れに関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が上
がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

将来に向けた大学の理念・目的の実現のため、学校法人全体の課題や現状の実施状況に
ついての共通認識を持つために全学会議を開催している。それぞれの組織が定期的に実施
している点検・評価の結果を踏まえて、各組織に関わる改善・向上に取り組むべき事項を
具体的な目標として定め全体で共有している。全学期首会議（４月開催）では、前年度ま
での実績と当該年度および中長期の目標を発表・共有し、10月の全学期中会議で中間報告
を行っている。入試・広報、地域連携・生涯学習担当理事、入試・広報連携推進部につい
ても、学生の受け入れに関わる目標と実績を会議で発表・共有している【根拠資料 5-7】。
例を挙げると、2024 年度全学期首会議において、入試課は Centennial SIT Action（以下、
「CSA」）のこれまでの達成状況の一つとして、女子入学者比率 30%の達成目標について、
「女子高校と連携協定締結や、女子入学者向け奨学金、女子高生対象のインターンシップ・
イベントを通し毎年、女子入学者比率が 20%を超えるようになった。地方出身者向け奨学
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金や特別指定校を設定することで、地方出身者の獲得にも注力している」と成果が上がっ
ている取り組みを報告するなどし、目標に対する現状について適切に把握、報告し、全学
で共有している。 

全学会議での点検に加えて、アドミッションセンターと入試・広報連携推進部は、「2027 

年のアジア工科系大学トップ 10」を目標とした CSA の行動計画を毎年度初めに設定し、
大学会議で報告・共有している。期中には教学経営審議会、もしくは大学会議で中間報告、
期末には大学会議でその達成度を報告すること、学外の教育コンサルタント機関と意見交
換を行うこと、また毎年自己点検・評価報告書を作成することで点検・評価を実施してい
る【根拠資料 1-11】【根拠資料 1-12】。各学部・研究科についても同様に CSA の行動計画を
年度初めに設定しており、全ての学部・研究科において学生の受け入れに関する行動計画
が設定されており、年度末にはその進捗状況の報告を行っている。 

点検・評価の結果を活用して、学生の受け入れに関わる事項の改善・向上に取り組み、効
果的な取り組みへとつなげているか。 

学士課程においては、全学を横断する組織「アドミッションセンター」で、在学生の入
学者選抜方式ごとの成績追跡、大学院進学、進路（就職先）、退学率や留年率などを調査し、
選抜方式の傾向や募集定員の妥当性などについて検証している。また、それらのデータを
各学部へフィードバックしている。教学経営審議会や各学部の入試委員会・教授会で、受
け入れ方針に基づいた適切な選抜が実施できているか確認・検証を行い、次年度の入学者
選抜方式の見直しに活かしている。これらの IR をベースとした点検・評価に加え、政府
の方針や他大学の動向も踏まえて、学生受け入れの適切性の改善・向上を図っている。 

学生の受け入れに関わる事項の改善・向上に関する取り組み例として、入学前教育の改
善を挙げる。総合型選抜と学校推薦型選抜では、一般選抜に比べて早期に入学が決定する
ため、これまでも学習意欲の維持・向上を目的に、入学前準備教育を課してきた。入学前
教育の進捗度に個人差が見られたため、入学前準備教育の進捗が追跡できる仕組みへと改
善を行い、入学前教育の実施強化を図っている。2021 年度からは特別選抜と学校推薦型選
抜による入学者に、大学入学共通テストの受験（受験科目は学科等が指定）を課すように
改善し、総合型選抜と学校推薦型選抜の入学者の学習意欲の維持・向上に向けた取り組み
を強化した。 

大学院理工学研究科においては、毎年、理工学研究科長や理工学研究科長補佐、各専攻
長が出席する大学院専攻長会議において点検・評価を行っている。この点検・評価に基づ
き、次年度の学生の受け入れに関する改善等に取り組んでいる。本学では、2027年度まで
に大学院進学率を 60％へ増加させることを目標にしている。2024 年度の修士課程への進
学率は 48.0%で、2019 年度が 29.0％であったことから、5 年間で 19 ポイント増加してお
り、着実に目標に近づいていることを確認している。また、入試方式を、書類審査と口述
試験にてルーブリックを用いて評価するように改善を行ったことにより、一元的な筆記試
験の評価のみに左右されることなく、受験生の能力と資質をより的確に評価できるように
なった。また、ウェブ会議システムを用いたオンラインによる口述試験を導入したことに
より、海外などの遠隔地にいる受験生の入試が容易になった。 
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2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

大学、学部・研究科、学科・課程・専攻の各階層で学生の受け入れ方針を作成し、それ
に基づいた各選抜方式での評価方法などと共に Web サイトや大学案内などで広く公表し、
組織として適切に入学者選抜を実施している。また、ジェンダーギャップ是正のため、理
工系女子特別選抜を実施する等の施策を行った結果、2024 年度学士課程の入学者における
女子学生比率は前年度より 5 ポイント以上高い 26.6％となった【大学基礎データ表 3】。 

大学院理工学研究科は、教育理念と目的に沿った学生を受け入れるための方針を明確に
し、募集要項において公開している。この透明性と公正性が学生募集の信頼性を高めてお
り、特別な配慮を必要とする志願者に対しても合理的配慮を提供することで、全ての志願
者に公平な機会を提供している。また、定員超過の状況に対応するため、2019 年度と 2021

年度には修士課程および博士（後期）課程の定員を増加させ、進学ニーズの高まりに対応
している。またさらなる定員超過のため、2024 年 12 月に文部科学省に収容定員変更届を
提出済である。さらに、大学院専攻長会議において毎年点検・評価を行い、次年度の学生
受け入れに関する改善を行う仕組みが整っていることも、継続的な改善・向上に貢献して
いる。 

分析を踏まえた問題点 

総合型選抜を実施しているシステム理工学部、デザイン工学部に加え、2025 年度入学者
選抜より工学部でも総合型選抜を開始した。複数年度の効果測定は今後行うこととなる。
その他の入試方式も、効果測定の方法は試行錯誤であり改善の余地があると考えている。 

特別な配慮を必要とする志願者への合理的配慮の周知や、入学者選抜に関する情報提供
の工夫についても、現状の取り組みが十分であるかどうかを確認し、必要に応じて改善を
図る必要がある。 

 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

これまで関連規程を整備し、IR をベースとした点検・評価に加え、政府の方針や他大学
の動向も踏まえて、入試方式を新設・改善することでより適性のある学生の確保を進めて
きた。今後、全学的にデータを管理することでより効率的・効果的な分析を行えると考え
る。それらを踏まえ、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を見直し、本学に適性の
ある志願者を適切な方法で入学させる選抜方式・体制の構築に努めていく。 

大学院理工学研究科は、教育の質を維持するために、施設の拡充や教職員の人員確保な
どの受け入れ態勢を検討する必要がある。また、特別な配慮を必要とする志願者への対応
や分かりやすい情報提供についても、募集要項やWeb サイトにおける情報提供の充実やデ
ザインの改善など考えられる。今後は、教育環境の整備、 Webサイトを通じてなどの情報
提供の工夫などにより、これらの課題に対応し、公正かつ透明な学生募集を実現していく
ことが重要である。これらの課題を解決することで、本学の教育理念と目的に適合する学
生を引き続き受け入れ、質の高い教育を提供することを可能とする。 

全体のまとめ 
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大学の方針に則り、大学、学部・研究科、学科・課程・専攻の各階層で学生の受け入れ
方針を策定している。学生の受け入れ方針に基づいた各選抜方式での評価方法などと共に
Web サイトや大学案内などで広く公表し、適切に入学者選抜を実施している。また一般入
試の志願者が 9年連続で 3 万人を超えていることから、入試広報も効果的だといえる。今
後は総合型選抜や学校推薦型入試を量的・質的に充実させることで、より適性のある学生
をより適切に確保できるよう引き続き点検していく。 

課題は女子学生、地方出身学生、留学生の確保である。女子学生については様々な施策
の結果、2024 年度学士課程の入学者における女子学生比率は前年度より 5ポイント以上向
上した。本学独自の高大接続が重要な役割を果たすことは明確である。奨学金や高校生へ
のインターンシップなどを効果的に活用することで、本学に適性のある志願者を適切な方
法で入学させる選抜方式・体制の確立に努めていく。 
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第6章 教員・教員組織 

評定 A 

基本情報一覧 

大学として求める教員像を示した資料・教員組織の編制方針 

資料名称 URL・印刷物の名称 

大学として求める教員像および
教員組織の編成方針 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_polici
es.html 

備考  

個別教員の教育課程の編成その他の学部の運営への参画状況、主要授業科目の担当有
無・担当科目単位数に関する情報 

資料名称 URL・印刷物の名称 

備考 専任教員制を採用しているため資料なし 

設置基準上必要専任教員・基幹教員数の充足 

［学士課程］（専門職大学及び専門職学科を除く）※2022年 10月改定前の設置基準に基づ
く「専任教員」制の場合 

 学部・学科等名称 総数 教授数 根拠となる資料 

全体（注１） 302 228 大学基礎データ（表１） 

 
学部・学科等 

工学部 164 120 

システム理工学部 76 59 

デザイン工学部 23 17 

建築学部 37 30 

※関係法令：2022 年 10 月改定前の大学設置基準第 13 条 

※基礎データ（表 1）の数値と一致するよう作成してください。（以下各表も同様。） 

※教員数が不足する場合、不足する数を備考欄に記述してください（以下各表も同様。ただし、［専門
職大学及び専門職学科］及び［専門職学位課程］表において「みなし専任教員」に関する場合は、「不
足する数」を「超過する数」と読み替える）。 

注１ [全体]：大学設置基準別表第１及び別表第２に基づいて算出される専任教員の配置状況を意味し
ます。 

［修士課程］ 

研究科等名称 総数 教授数 研究指導
教員数 

研究指導補
助教員数 

根拠となる資料 

理工学研究科 277 203 244 33 大学基礎データ（表
１） 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
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備考  

※ 関係法令：大学院設置基準第９条第１項 

［博士課程］ 

研究科等名称 総数 教授数 研究指導
教員数 

研究指導補
助教員数 

根拠となる資料 

理工学研究科 269 202 243 26 大学基礎データ（表
１） 

備考  

※ 関係法令：大学院設置基準第９条第１項 

授業担当教員と指導補助者の責任関係や、指導補助者が担う役割を定めた規程 

資料名称 URL・印刷物の名称 

芝浦工業大学ティーチ
ング・アシスタント規
程 

 芝浦工業大学ティーチング・アシスタント規程 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を安定的にかつ十
全に展開できる教員組織を編制し、学習成果の達成につながる教育の実
現や大学として目指す研究上の成果につなげていること。 

＜評価の視点＞ 
 大学として求める教員像や教員組織の編制方針に基づき、教員組織を編制してい
るか。 

 具体的な例 
- 教員が担う責任の明確性。 
- 法令で必要とされる数の充足。 
- 科目適合性を含め、学習成果の達成につながる教育や研究等の実施に適った教

員構成。 
- 各教員の担当授業科目、担当授業時間の適切な把握・管理。 
- 複数学部等の基幹教員を兼ねる者について、業務状況や教育効果の面での適切

性。 
 クロスアポイントメントなどによって、他大学又は企業等の人材を教員として任
用する場合は、教員の業務範囲を明確に定め、また、業務状況を適切に把握して
いるか。 

 教員は職員と役割分担し、それぞれの責任を明確にしながら協働・連携すること
で、組織的かつ効果的な教育研究活動を実現しているか。 

 授業において指導補助者に補助又は授業の一部を担当させる場合、あらかじめ責
任関係や役割を規程等に定め、明確な指導計画のもとで適任者にそれを行わせて
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いるか。 

大学として求める教員像や教員組織の編制方針に基づき、教員組織を編制しているか。 

本学は、大学の教育の理念である「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材
の育成」を達成するために、芝浦工業大学の求める教員像と教員組織の編成方針を策定し、
教員組織の編成を行っている。また、教員組織の編成方針は、各学部・研究科においても
策定し、大学として求める教員像と合わせて大学 Web サイトで明示・公表している。【根
拠資料 6-1（ウェブ）】 

大学として求める教員像 

本学教員は、 

・建学の精神に共感し、本学の定める「人材育成目標」を十分に理解すること 

・学生に寄り添い、その成長を助ける人間性と高度な専門性を有すること 

・日々の研鑽と不断の努力により、優れた教育と高度な研究を行うこと 

・研究を通じて、社会の持続的発展および学術の発展に寄与すること 

が求められる。 

 

教員組織の編成方針 

本学は、「大学の理念・目的」、「人材育成目標」を実現するために、以下の方針により
教員組織を編成する。 

・大学設置基準、大学院設置基準などの法令を遵守し、十分な教員を配置する。 

・各学部・研究科の「ディプロマ・ポリシー」、「カリキュラム・ポリシー」に基づい
た教育を提供できる教員を配置する。 

・社会の現状を踏まえ、多様性に配慮した教員構成とする。 

・教育研究に係る責任の所在を明確にする教員組織を編成する。 

• 教員が担う責任の明確性 

教員が担う責任として、芝浦工業大学教員倫理綱領に定め、大学 Web サイトおよび毎年
発行している教員ハンドブックに掲載し、全教員に周知している【根拠資料 6-2（ウェブ）】。 

• 法令で必要とされる数の充足 

本学では、大学設置基準および大学院設置基準に基づき、各学部・研究科に必要な専任
教員数を配置している。大学基礎データ（表 1）のとおり、学部では、大学設置基準第 10

条で定める専任教員基準数である 223 名（うち教授 113 名）に対し、302 名（うち教授 228

名）を配置しており、大学全体の専任教員数および教授数を適切に配置している。また、
各学科等における必要教員数についても、専任教員数および教授数を満たしている（2026

年度より基幹教員制度の導入を予定している）。 

研究科（修士課程）においては、大学院設置基準第 9 条に基づく「大学院に専攻ごとに
置くものとする教員の数について定める件」（文部科学省告示）で定める研究指導教員基準
数である 75 名（うち教授 53 名）に対し、244 名（うち教授 203 名）を配置、研究指導教
員基準数と研究指導補助教員基準数を足した基準数計 84 名に対し、277 名を配置してい
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る。各専攻における研究指導教員数・教授数、研究指導補助教員数についても、必要教員
数を満たしている。 

• 科目適合性を含め、学習成果の達成につながる教育や研究等の実施に適った教員構成 

学士課程における教育上主要と認められる専門科目における必修科目については、原則、
専任教員が担当することとなっている。これを実現するため、毎年度、学長名で「非常勤
講師の在り方・考え方について」という文書が発出され、必修科目（再履修科目を含む）
は卒業に関わる重要な科目であるため、専任教員が全責任を持って対応すること等を全専
任教員宛に通知している【根拠資料 6-3】。大学基礎データ（表 4）「主要授業科目の担当状
況」のとおり、主要授業科目における基幹教員（2024 年度時点では本学は専任教員制）担
当率の学部平均は、工学部 87.5％、システム理工学部 75.0%、デザイン工学部 82.3％、建
築学部 69.3%であり、全学部平均 80.9％となっている。 

必修科目以外の科目においても非常勤講師が担当する場合、教育の質保証の観点から、
各課程・学科において必ず科目責任教員として専任教員を立て、専任教員が成績評価の責
任を持つことが全学部で義務付けられている。 

• 課程制移行に伴う教員所属 

工学部は 2024年度に改組を行い、一つの専門性を磨く従来の学科制（9学科 1 課程）か
ら、入学した主となるコースを軸に、複数分野の知識を横断的に修得できる課程制（6 課
程 9 コース）へ移行した。学科制では、教員も学生も学科に所属し、教員は自身が所属す
る学科の授業のみを担当していたが、課程制では、学生は課程内のコースに所属するが、
教員は課程やコースではなく、学部に所属するため、様々なコースの授業を担当すること
が可能となった。学科制では、各学科に専任教員が 14～16名所属していたが、課程制とな
り工学部に 164名（2024年 5月 1 日現在）の専任教員が所属することとなった。 

工学部の教員が全員学部に所属し、各課程・コースを担当するという教員構成は、工学
部課程制が教育の柱に据えている「分野横断教育」「研究主軸の実践型教育」「課題発見・
解決型人材教育」による新時代を切り開く人材育成の実現に適ったものである。 

また、システム理工学部も 2026 年度に 5 学科から 5 課程 11 コースの課程制（設置構想
中）に移行し、現在各学科に所属している全教員が学部に所属する計画である。デザイン
工学部と建築学部は 1 学部 1 学科制であるため、実質的に両学部においては既に学部所属
となっている。 

• 各教員の担当授業科目、担当授業時間の適切な把握・管理 

教員の担当授業科目や担当授業時間（持ちコマ数）については、「教員別授業時間割原簿」
で適切に把握・管理している。教員別授業時間割原簿は授業時間割データと連動しており、
前期および後期の担当科目、曜日・時限、授業時間割係数、持ちコマ数を確認できるよう
になっている。年度当初に教員本人がこの原簿を確認し、必要に応じて持ちコマ数等の訂
正を行う。各キャンパスの学生課では、そのデータを適切に管理している。 

クロスアポイントメントなどによって、他大学又は企業等の人材を教員として任用する場
合は、教員の業務範囲を明確に定め、また、業務状況を適切に把握しているか。 

社会情勢や社会ニーズに柔軟に対応するために、クロスアポイントメントの利用により、
実務家教員の登用促進や複数大学との連携等を進めて行く必要がある。そこで、2019年度
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に「クロスアポイントメント制度に関する規程」を制定し、本学の教育研究や産学連携活
動の推進を図る体制を整えた【根拠資料 6-4】。この制度を利用して、本学教員 1名を対象
とした東北大学とのクロスアポイントメントを実施し、東北大学での教育・研究を行って
いる。また、この制度の利用ではないが、2022年度には国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）から職員の出向受け入れを行い、産学連携体制の構築や
研究開発に必要な競争的資金獲得への貢献、起業家人材育成、新技術の社会実装支援等の
職務を担っている。2023年度には中小企業基盤整備機構より派遣を受け入れ、インキュベ
ーションプログラムの強化・発展を担っている。2024 年度には特許庁から特許審査官の出
向受け入れを行い、本学の複合領域産学官民連携推進本部の「知的財産管理活用部門長」
として知的財産戦略、権利化・維持・活用、理解促進活動等の職務を担うとともに、運営
委員会の構成員として運営方針等について審議に関わっている。また、津田塾大学との協
定に基づき、2022 年および 2023 年に教員を受け入れ、同教員らはグローバル PBL の研究
会や、国際化推進フォーラムなどの活動参画、入試広報関連業務に参画した。 

教員は職員と役割分担し、それぞれの責任を明確にしながら協働・連携することで、組織
的かつ効果的な教育研究活動を実現しているか。 

本学は、100 周年に向けて 2015年に長期ビジョン「Centennial SIT Action」（以下、「CSA」）
を策定している。CSA では、2027年にアジア工科系大学トップ 10 となることを目標とし、
5 つの柱を軸に全学的な改革を推し進めている【根拠資料 1-10（ウェブ）】。５つの柱の一
つとして「教職協働トップランナー」を掲げており、これらの改革を教職協働で推進して
きた【根拠資料 6-5】。 

教員と職員の連携については、学部長・研究科長会議（以下、「学研会議」という）、各
学部長室会議および研究科長室会議を通じて学務および学生に関する情報共有および諸
課題に対する認識、解決を図っており、有機的に迅速な対応が可能な体制となっている。
また、2024年度よりクラウド型アプリケーションを利用したプラットフォームを教職協働
で構築し、導入を開始しており、さらにスムーズな連携を期待している。 

各種委員会では、教員・職員ともに委員会の構成員となっており、協力体制を敷いてい
る。例えば、2016年より開催している「芝浦ビジネスモデルコンペティション（SBMC）」
では、「SBMC 実行委員会」を教員・職員混成で設置し、中学生から大学院生まで幅広い層
を対象としたコンペティションを企画・実施し、参加者のみならず、本学学生の起業家精
神を醸成し、大学発の起業や新規事業の創出を推進している。【根拠資料 6-6】また、新型
コロナウイルス流行に伴うオンライン授業対応についても、オンライン授業の質向上のた
めに教職学（教員・職員・学生）で行った取り組みが、文部科学省の「コロナ禍の中で学
生の理解・納得を得るための大学の工夫例」として取り上げられた。他にも、2023 年には
大阪市立大学（現大阪公立大学）から「高校化学グランドコンテストの受け入れ事業」を
継承し、公開講座での小中高生の工学への興味喚起や育成、啓蒙活動推進の経験を本学の
教育の一環としてとらえ、コンテストの実施を担う事務局及び実行委員会を教員・職員混
成で設置し、2023 年度の初開催を成功裏に終えている。【根拠資料 6-7】また、2024 年度に
は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）による博士（後期）課程の学生支援・キャ
リア開発を目的とした競争的資金「JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」
に採択された。この採択を受け、事業推進体制と事務体制を整えるべく「SPRING 運営委
員会」を教員・職員混成で設置し、5年後・10年後の博士（後期）課程の入学者数や就職
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率などの目標達成に向けて、一丸となって取り組んでいる【根拠資料 6-8】【根拠資料 6-9】。
このように教学運営における教職協働の体制が整備されており、これらの事例は教職協働
のマインドが教職員に根付いていることの証左と考える。 

授業において指導補助者に補助又は授業の一部を担当させる場合、あらかじめ責任関係や
役割を規程等に定め、明確な指導計画のもとで適任者にそれを行わせているか。 

授業の指導補助者としてティーチング・アシスタント（以下、TA）制度を設けて活用し
ている。TA は学部生の学修効果を高めるため、優秀な大学院生が教育の補助業務に従事す
ることにより、本学における多様な教育を実現し、大学院生が将来期待される指導的エン
ジニアになるためのトレーニングの機会を提供することを目的としている。臨時技術職員
としての TA の資格要件は、本学大学院に在籍している学生で、建学の精神を理解し、人
物、成績共に優秀であり、事前に TA 研修を受講することとしている。業務は、（１）講義
及び演習、実験・実習等の教育補助業務、（２）その他、研究科長又は学部長が必要と認め
た教育的補助業務を各授業科目担当教員の指示監督の下に、授業補助等を行う。試験の採
点補助や成績の点数化、成績の評価・管理など成績評価に関係する業務や授業科目担当教
員の個人的な業務に従事しないものとしている。 

これらの責任関係や役割については、「芝浦工業大学ティーチング・アシスタント規程」
および「学校法人芝浦工業大学臨時職員規程」で定めている【第６章基本情報一覧「授業
担当教員と指導補助者の責任関係や、指導補助者が担う役割を定めた規程」】【根拠資料 6-

10】。また、各課程・学科が提出する TA 採用業務申請書において、開講期・授業科目名・
一人あたりの業務時間・勤務月数等を申請する際に、TA が必要な授業科目の必要性理由と
具体的な仕事内容も合わせて明記してもらい、明確な指導計画のもとで課程・学科におい
て適任者を採用し、業務に従事させている。 

評価項目② 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っていること。 

＜評価の視点＞ 
 教員の募集、採用、昇任等に関わる明確な基準及び手続に沿い、公正性に配慮し
ながら人事を行っているか。 

 年齢構成に著しい偏りが生じないように人事を行っているか。また、性別など教
員の多様性に配慮しているか。 

教員の募集、採用、昇任等に関わる明確な基準及び手続に沿い、公正性に配慮しながら人
事を行っているか。 

・教員の募集、採用 

将来にわたる安定した教員組織の編成を維持するとともに、財政における安定性、健全
性を確保するため、各学部の課程・学科ごとに専任教員数の枠を設けており、教員人事委
員会において専任教員数の枠が決定される。採用年度の前々年度に各学部で専任教員採用
計画一覧が策定され、各学部教授会において教員人事計画の審議を行っている。 

専任教員の採用については、大学Webページ「採用情報一覧」のトップに本学の専任教
員の公募の考え方が学長名で掲載されている【根拠資料 6-11（ウェブ）】。各学部、学科の
専任教員公募において、従来の学問分野の区分けに捉われず、未来に向けて発展の可能性
がある研究者を広く迎えたいとの意図から、研究分野を限定していないこと、担当予定科
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目が現在または将来の研究分野と必ずしも合致しなくても、それらの科目の授業担当が十
分可能であれば応募資格を満たすということが明示されている。よって、教員公募要領で
は、前任者が担当していた具体的な授業科目名を掲載するのではなく、「〇〇に関連した授
業を担当できること」と記載し、出身学科や現職ポジションに関わらず教育・研究方針に
共感いただける学科、コースへの積極的な応募をお願いしている。 

教員の募集や採用にあたっては、「芝浦工業大学専任教員任用手続規程」に則り、採用計
画の策定および手続きを行っている【根拠資料 6-12】。採用活動が開始する前年度の 2 月
に、学長から戦略的な教員採用に向けた採用方針・専任教員任用手続フローが学部長・研
究科長に示される。【根拠資料 6-13】。専任教員の戦略的な教員採用についての方針として、
（１）グローバル人材（英語で講義が担当できること、可能であれば海外経験のある方）を
求めていること、（２）男女共同参画を積極的に推進していること、（３）研究業績にすぐ
れた博士人材を求めていることが学長名で全教員に通知されている。この条件は、全学部
の課程・学科等で統一されている教員公募要領にも明記されている。教員採用にあたって
は、大学の将来を担う人材を広く求めるという観点から、教員採用候補者選考委員会（面
接選考）に、学長室メンバーと女性教員の参加を求め、採用の適否にあたっては、大学、
学部の将来展望を踏まえて、どのような人材が必要かという大局的な視点で判断すること
が求められている。教員選考時にこれらの条件に漏れがないかチェックリストで確認する
ことが徹底されており、大学全体で統一された考え方で採用が行われている。 

各機関の採用候補者選考委員会は、専任教員任用手続フローに基づいて公募や選考、手
続きを行い、大学全体で体系的に取り組んでいる。フローの中には、各機関の委員会によ
る選考を経て、学長が適格性の判断や面接を実施するプロセスが含まれている。これによ
り、1 部門のみの判断ではなく、多方面による選考・判断を行い、公正に選考が行われて
いる。 

各学部や研究科は、掲げる教育研究上の目的および将来計画に照らして、翌年度に採用
すべき教員の採用計画を策定し、学長に提出する。採用計画は、年齢構成や研究分野など
を考慮した中期的な視点も踏まえて策定される。学長が委員長を務める専任教員採用委員
会で、各機関から提出された計画が大学全体にとって適切か否かを検討・審議し、最終的
には学校法人の下に設置される教員人事委員会での審議を経て、大学の人事計画が策定さ
れる。その後、採用候補者選考委員会で選考を行う。 

・専任教員任用手続き 

（１）採用計画 

学部長及び研究科長は、所属する学部、学科及び専攻から提出された次年度採用希望申
請を取りまとめた専任教員人事計画書を、募集及び採用活動を開始する前の年度の 12 月
までに学長に提出する。 

（２）専任教員採用委員会 

学長は専任教員採用委員会を招集し、各機関の計画が大学全体にとって適切か否かを審
議する。委員会は学長、副学長、学部長、研究科長、学長が指名する者 2名と学事部長で
構成し、学長が委員長を務める。委員会は必要に応じて計画書を提出した学部等から意見
を聞くことができる。 

（３）採用計画の決定 



 

 82 ｜第 6章 教員・教員組織  
 

専任教員採用委員会で承認した採用計画は、学校法人の「教員人事委員会」に付託し、
審議する。この決定を受けて、各学部・研究科はそれぞれの教授会または委員会で、新規
採用計画の遂行について承認を得る。 

（４）公募（公募要領の確認） 

学長（学長室）は、学研会議で募集を実施する学部等の公募要領が本学の教員編成の方
針に見合っているかなどを確認する。 

（５）募集 

教員の募集は公募によって行い、公募する期間は原則 1ヶ月以上とする。担当部署が学
内掲示やWebサイトへ掲載するほか、JST 運営の研究人材ポータルサイト「JREC-IN Portal」
へ情報を登録し、公募する。 

（６）採用候補者選考委員会での候補者選考（学長（学長室）による最終判断・決定） 

応募者の選考は各機関の「採用候補者選考委員会」が行い、複数の採用候補者を選定す
る。「芝浦工業大学専任教員人事規程」に定める教員資格の要件に照らして、書類審査と面
接（英語面接を含む）で候補者を選考する【根拠資料 6-14】。委員会から報告を受けた学長
（学長室）は候補者の適格性を判断し、委員会が次の選考に進む候補者を決定する。 

採用候補者を決定したのち、学長（学長室）は書類確認とともに面接を実施し、最終的
な判断を行う。学長による最終採用面接は、学長、学長補佐と事務職員の３名体制で実施
し、教職協働で選考を行っている。 

（７）任命 

採用候補者の資格は、それぞれの教授会または研究科委員会の教員資格審査会議で審査
を行う。学長は、各機関の教員資格審査会議で承認した採用候補者を理事長に推薦し、理
事長がこれを任命する。 

・教員資格審査 

教員の資格審査については「教員資格審査規程」において、准教授または教授への昇格
審査と教授・准教授・講師の 5年ごとの再審査について明確に定めている【根拠資料 6-15】。
教員資格審査規程に則り、各学部・研究科・センターに設置された教員資格審査委員会に
て資格審査を行っている。教員資格審査委員会の実施にあたっては、各学部・研究科・セ
ンターに設置された委員会規程および審査基準内規・細則に則り、研究業績、教育および
大学の維持運営に関する業績等を踏まえて公平に審査している【根拠資料 6-16】【根拠資
料 6-17】。 

・教員資格審査（昇格） 

（１）発議・申請 

工学部は学部、システム理工学部、デザイン工学部及び建築学部は学科、大学院は研究
科の発議によって行う。 

（２）審査、手続き 
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申請を受けた学部長、研究科長は学部、研究科の教員資格審査委員会に対し申請教員の
資格審査を付託する。教員資格審査委員会は学部、研究科ごとに定めた教員資格審査委員
会規程及びその審査内規に則り、当該申請者について審査を行う。 

教員資格審査委員長は審査結果を学部長、研究科長に報告する。学部長、研究科長は審
査合格者について昇格の可否を教授会、研究科委員会、資格審査会議に諮る。 

・教員資格審査（再審査） 

（１）手続き・実施方法 

再審査は前回審査時から 5 年目と、入職・昇格時から満 5 年に達する前の年度に実施す
る。再審査は各機関が定める内規や点検項目に則り、各機関の教員資格審査委員会で行う。
再審査の結果は学部長、研究科長に報告し、学部長、研究科長はそれを対象者全員に個別
に通知する。対象者はその結果に不服がある場合、学部長、研究科長に再審査のやり直し
を請求できる。 

（２）資格の見直し 

教員資格審査委員会の再審査結果が学部、研究科の定める基準に満たない者に対して、
学部長、研究科長は審査結果の詳細を当該教員に通知するとともに、改善計画書の提出を
求めることができる。前項学部該当者は翌年度に、理工学研究科該当者は不適格となった
年度の 3 年後に資格再審査を再度受審しなければならず、その結果再び学部、研究科の基
準に満たない場合は、教授は准教授へ、准教授は講師へ、指導教員は担当教員へ、担当教
員は研究科教員資格の失効の資格変更について教授会、研究科委員会資格審査会議にて審
議を行う。講師は資格変更を行わないが、学部長、研究科長は改善計画書の履行を要請す
る。 

年齢構成に著しい偏りが生じないように人事を行っているか。また、性別など教員の多様
性に配慮しているか。 

本学教員の年齢構成については、基礎データ表 5 のとおりである。現在学士課程では、
40 歳以上の教員の割合は 87.8%となっている。2022 年 4月に内容を改定した「SIT 研究ビ
ジョン」では、4つの重点項目の一つとして「研究活性化」を掲げており、KPI として 2027

年度までに「若手研究者の比率（40 歳未満、SIT 研究員を含む）」を 20％とすることを目
指している。2021年度には「プロジェクト研究教員制度」、「特別任用研究員制度」を制定
し、2024 年度には日本学術振興会・研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に登録
し、特別研究員-PD 等を雇用している。 

女性教員の採用方針は、DE＆I（Diversity Equity ＆ Inclusion）推進室（2023年度に男女
共同参画推進室より名称変更）が中心となって検討しており、女性活躍推進法に基づく一
般事業主行動計画に従い、女性教員の積極的な採用を推進している。本学では、男女共同
参画推進の一環として、選考において評価が同等と認められる場合は積極的に女性を採用
している。この取り組みは、公募の段階で公募要領に明示されている【根拠資料 6-18（ウ
ェブ）】【根拠資料 6-19（ウェブ）】。 
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評価項目③ 教育研究活動等の改善・向上、活性化につながる取り組みを組織的かつ
多面的に実施し、教員の資質向上につなげていること。 

＜評価の視点＞ 
 教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び改善につなげる組織的な
取り組みを行い、成果を得ているか。 

 教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向上を図るために、組織的
な取り組みを行い、成果を得ているか。 

 大学としての考えに応じて教員の業績を評価する仕組みを導入し、教育活動、研
究活動等の活性化を図ることに寄与しているか。 

 教員以外が指導補助者となって教育に関わる場合、必要な研修を行い、授業の運
営等が適切になされるよう図っているか。 

教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び改善につなげる組織的な取り組み
を行い、成果を得ているか。 

全学のファカルティ・ディベロップメント（以下、FD）活動は、教育イノベーション推
進センターの FD・SD 推進部門によって組織的に実施されている。同センターは次の事項
を目的としている。 

（１）教員・職員が協働して教育の質保証及び不断の教育改善のための取り組みについて全
学的方針を策定し、あらたな教育改革・改善活動等を推進すること 

（２）教育力の向上を目指して努力する個々の教職員、組織的に活動する FD・SD 活動推進
の取り組みについて支援・協力すること 

（３）学生の学力向上のための学習支援等を行うこと 

同センターの FD・SD 推進部門の使命は、教職員や大学の組織に対する FD・SD 支援で
ある。例年、社会や大学を取り巻く状況を鑑み、タイムリーな話題をテーマにした全教職
員が出席対象となる FD・SD 研修を実施している。FD・SD 研修では、教職員の参加に加
えてさらに実際に教育を受けている学生の視点・観点も含め、教職学協働で教育の改善・
改革を行っている。 

2022度・2023年度 FD・SD 研修のテーマ例 

芝浦工業大学における合理的配慮の実際 

今後の大学に求められる研究マネジメントの在り方 

ハラスメント防止研修 

教育改善に関する FD・SD 研修会 

研究倫理研修会 

安全保障貿易管理研修会 

コンプライアンス研修会 

知っておきたい介護の基礎知識 

COIL（オンライン国際協働学習）のプログラム開発 
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上記の FD・SD 研修に加え、理工学研究科においては、概ね月１回理工学研究科 FD 委
員会を開催し、大学院固有の教育研究活動等の改善・向上・活性化につながる取り組みに
ついて検討している。 

また、2020年 4月から 2021 年度末まで 21 回にわたり、新型コロナウイルス感染拡大防
止に伴う遠隔授業の実施に関して、教育の質保証とスキルの向上を目的に遠隔授業に関す
る FD・SD 研究会を実施した。教職員が交代でモデレーターを務め、遠隔授業の取り組み
方、反転授業の実施方法、オンラインでの PBL や障害を持った学生への合理的配慮、情報
システムのバックアップ方法など、多面的な内容を共有した。2022 年度から「教育改善に
関する FD・SD 研究会」に改称し、遠隔授業だけでなくアフターコロナを見据えた教育に
ついても広く考える場とし、引き続き活動を継続している。 

教育イノベーション推進センターは、2016 年度に、理工学教育のモデル構築とその基本
的な枠組みおよび教育手法を国内に浸透させる拠点として、文部科学省より「理工学教育
共同利用拠点」（大学の教職員の組織的な研修等の実施機関）の認定を受けた。本拠点では、
理工系教員に必要な教育能力開発プログラムの体系化を目指して、FD を広い意味での理
工系教育能力開発（PD：Professional Development）プログラムと捉え、以下 3 領域のプロ
グラム開発・提供を行っている。 

 （１）教育能力開発（ED：Educational Development）プログラム 

 （２）研究能力開発（RD：Research Development）プログラム 

 （３）マネジメント能力開発（MD：Management Development）プログラム 

また、理工学教育共同利用拠点は、2020 年から 7年間、JAED（日本高等教育開発協会）
から新任教員研修プログラムの認定を受けた。本学に入職した専任教員は、入職から 3年
以内に新任教職員研修として「詳細シラバスの書き方WS」「授業デザインWS」「学生主体
の授業運営手法 WS、実践編 WS」「ティーチング・ポートフォリオ作成・完成 WS」を受
講している。 

理工学教育共同利用拠点として、年間 30 件を超える FD 関連の研修・ワークショップを
実施しており、2023年度に本学専任教職員は 312名（延べ 1,481名）が出席した。各種研
修・ワークショップに参加した教員のアンケートからも、研修内容が教育の質向上に直結
しており、組織的な取り組みとして成果を残していることが分かる。 

研修・ワークショップ後のアンケートの一部抜粋 

• 自身の授業が単調ではないか、一方的な授業になっていないかと悩んでいたが、この
WS で学生が積極的に授業に参加できる手法を学ぶことができた。今回学んだことを
次学期から取り入れていきたい。 

• 担当業務において教学マネジメント指針、内部質保証の考え方に対する理解を深める
中で、シラバス作成の重要性、実際に実施される授業そのもののあり方を改めて考え
るようになった。シラバスの書き方を通して、大学で提供するべきもの（学修者本位
の学修）とは具体的にどういうものなのかを学ぶことができた。 
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教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向上を図るために、組織的な取り組
みを行い、成果を得ているか。 

本学では、教育改革研究活動助成（旧称：FD・SD 活動助成）を設け、工学教育のあり
方を見据えた教学マネジメント改革に対する助成を行ってきた。具体的には、本学の教育
改革方針に対する課題を解決する実践的な教育改革研究活動、学修の主体者である学生の
意見を取り入れた教職学協働の取り組みに対する助成を行っている。2024年度は、実践的
研究、地域志向（COC）、教育研究の DX の 3テーマを助成の対象とし、合計 18件のプロ
ジェクトに助成を行った。合計 80 名の教員が何らかの形でこの 18 件のプロジェクトに関
わる活動を行っている。プロジェクトの成果は、毎年度発行している特別教育・研究報告
集にて公表している【根拠資料 6-20（ウェブ）】。本助成制度は 2009 年度に開始して以来
16 年間実施してきたが発展的解消し、2025 年度からは地域志向については研究推進部に
て運営、実践的研究については教育イノベーション推進センターに予算化されることが決
定している。教育改革研究活動助成制度で助成されたプロジェクトの一例として、「AR ス
ポーツを活用した地域高齢者活性化プロジェクト」がある。この地域志向（COC）プロジ
ェクトは、地域高齢者の健康維持増進事業を推進するため参加者（高齢者）を対象に運動
教室を実施してきた。元々対面での運動教室を実施してきたが、コロナ禍では安全性を考
慮して Zoom を用いた遠隔運動教室を開催し、2022 年度からは AR スポーツの代表格と
して知られる HADO による運動教室を、高齢者を対象に実施している。このプロジェク
トでは、学生が高齢者と交流しながら HADO をプレイし、その効果を計測するという研
究上の目的もあるが、社会貢献、教育上の成果も得ている。実際に高齢者は「学生さんが
丁寧に教えてくれるのは楽しい」、学生からは「普段、関わりあうことのない世代の方と
HADO を通して交流することができ、新鮮で楽しかった」などのポジティブなコメントが
寄せられている。 

また前述した理工学教育共同利用拠点プログラムでは、研究開発能力プログラムとして
「研究内容を分かりやすい言葉で伝えるための WS」、「研究者倫理について理解する研修」、
マネジメント能力開発プログラムとして「産学連携の知的財産マネジメント研修」、「産学
連携の知的財産マネジメント研修」などを開講し、教員の研究活動や地域貢献等の活性化
や資質の向上を図っている【根拠資料 6-22（ウェブ）】。 

大学としての考えに応じて教員の業績を評価する仕組みを導入し、教育活動、研究活動等
の活性化を図ることに寄与しているか。 

創立 100 周年に向けた中長期目標である「アジア工科系大学トップ 10 入り」を達成す
るための一つの施策として 2024 年度に「教員人事評価制度」を導入した【根拠資料 6-23】。
これは教員の職務である「教育活動」「研究活動」及び「大学運営・社会貢献活動」のそれ
ぞれについて指標を明確にし、教員の能力、業績及び意欲を公正に評価し、その能力、意
欲の向上を図るとともに、適正な処遇を行うことを目的としている。「教育活動」「研究活
動」「大学運営・社会貢献活動」のそれぞれについて評価項目、しきい値を設定し、定量的
な数値によって個々の評価を決定する。この制度の導入により、顕著な業績のある教員や、
大学運営に貢献している教員の努力に報いるとともに、教員全体のボトムアップや副次的
効果として世界大学ランキングの順位・本学のブランド力向上につながることが期待でき
る。また、今後、 本制度を教員資格審査、「教育・研究等業績評価」（後述）と連動させ、
教員業績評価の効率と効果を高めていく予定である。 
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教員以外が指導補助者となって教育に関わる場合、必要な研修を行い、授業の運営等が適
切になされるよう図っているか。 

授業の指導補助者として TA に従事する学生には、前期および後期の授業が始まる前に
TA 研修を行っている。TA になるためには、この TA 研修の受講と TA 研修理解度確認ア
ンケートの提出が義務付けられている。 

TA 研修は、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室の臨床心理士、公認心理師
である専任カウンセラーから、「TA として業務を行う際に必要な基礎知識」として、障害
者差別解消法や障害を抱える様々な学生への対応方法についてオンデマンドによる講義
が行われる。また、教育イノベーション推進センターの教員より、ティーチング・アシス
タントの位置づけと職務、TA 制度の意義、心得について、同じくオンデマンドによる講義
が行われる。 

TA は、臨時技術職員として教職員行動規範を遵守し、授業担当教員の指示命令に従い、
誠実に職務を遂行するとともに、差別・ハラスメントを排除し、職場の秩序の保持に努め
ることや守秘義務について、心構えや基礎知識を身に付けてから、TA として授業の指導補
助を行うことができることとなっている【根拠資料 6-24（ウェブ）】。 

評価項目④ 教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取
り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が
上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、教員組織に関わる事項の改善・向上に取り組み、
効果的な取り組みへとつなげているか。 

教員組織に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が上がって
いる取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

毎年実施している自己点検・評価の結果、各学部・研究科からの提案を基に、学長室会
議、学研会議において教員組織の適切性について審議をしている。例えば 2016 年に本学の
目的・目標を達成するために必要な人材を戦略的に獲得するため、学長のリーダーシップ
の下で採用選考プロセスを見直した。具体的には、専任教員の任用では、大学の方針と各
学部・研究科の採用選考に齟齬が生じないよう、学長室会議や学研会議で定期的に情報を
共有することとした。これにより、大学と各学部・研究科の連携・情報共有を強化する仕
組みが整っている。 

さらに、毎年度実施している「教育・研究等業績評価」では、年度当初にすべての教員
に研究活動、教育活動、学内運営・社会貢献に対する達成目標と取組、そのウエイトを目
標計画として記載、年度末に自己評価として自己省察と課題の改善についてとりまとめ、
自己評価を行ってもらっている。学長、各学部長および研究科長はそれぞれの（学長はす
べての）学部・研究科の教員の記載内容を熟読し、その年度の特記すべき事項や傾向を「教
育・研究等業績評価の講評」として報告書を作成し、教育・研究等業績評価会議で報告し、
学部・研究科にフィードバックしている【根拠資料 6-25】。 



 

 88 ｜第 6章 教員・教員組織  
 

長期的視野に立った教員人事政策を確立するために設置された教員人事委員会では、
（１）教員の適正配置に関する事項、（２）教員の年齢構成に関する事項、（３）教員採用の
必要性及び年次計画に関する事項について協議・点検を行っている。また、専任教員の採
用における進捗状況を毎回の学研会議において共有・確認し、専任教員任用手続きフロー
に沿った透明性のある採用に努めている。 

教員公募要領は全学部で統一した様式を使用しており、学研会議において社会の流れや
ニーズに沿った応募資格を定期的に見直している。例えば、女性教員の採用を推進してい
ることや外国人教員の積極的採用のため日本語文と合わせて必ず英文の公募要領を作成
するなど、戦略的な教員採用を全学的組織において取り組んでいる。 

点検・評価の結果を活用して、教員組織に関わる事項の改善・向上に取り組み、効果的な
取り組みへとつなげているか。 

本学では、定期的に点検・評価を行い、教育組織に関わる事項の改善に取り組んでいる。
その事例として、以下の 2 点を挙げる。 

 女性教員の積極的採用 

本学では、多様なメンバーがそれぞれ尊重され、力を発揮し、イノベーションをもたら
す大学になることを目指している。多様性拡大の重要な一部として理工系女性の育成を全
学的に取り組んでおり、教員についても、女性教員の採用を積極的に実施している。専任
教員の採用方針にも、男女共同参画の観点から、女性教員の採用について学長から方針が
示されており、また全学部統一の教員公募要領の「選考方法」欄にも、「芝浦工業大学は男
女共同参画を推進しており、選考において評価が同等と認められる場合は積極的に女性を
採用する。」と明記している。 

2013 年度に設置された男女共同参画推進室（2023 年度より DE＆I 推進室に名称変更）
において、女性教員の割合について、創立 100周年の 2027 年度を目標に KPI目標値と KGI

目標値を設定し、全学的な取り組みとして女性教員の増員・登用、ポジティブアクション
の理解浸透に向けた目標達成のための行動計画を策定している。 

本務教員に占める女性の割合として、2023 年度の KPI 目標値を 21％、2027 年度の KGI

目標値を 30%と設定している。2020 年度に 20.8%に達したが、2023年度には 19.2％、2024

年度（5/1 現在）では 18.7%に減少しており、年々増す女性教員採用の厳しさに直面してい
る。一方、2018年度までは女性教員のいない学科が複数あったが、2019 年度から現在に至
るまで、すべての課程・学科において女性教員が所属している【根拠資料 6-19（ウェブ）】。 

 学科制から課程制への移行 

これまで教員は学部の各学科に所属しており、学科に特化した教育研究活動を行ってき
た。学部長と学部長補佐で組織される学部長室が学部全体の方針を策定し、各学科を管轄
しているが、各学科の横連携は十分ではなかった。2024年度より工学部が学科制から課程
制に改組し、教員は学科所属から学部所属となった。教員は各課程・コースの授業や運営
を受け持つが、あくまでも「担当」であり、柔軟に課程・コースの担当を入れ替えること
ができる組織となっている。工学部長室は学部長を中心に学部長補佐と各課程長で組織さ
れ、学部の方針を一貫して各課程・コースに伝達することができるため、全課程が足並み
を揃えて教育研究活動を推進することができるようになった。 
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システム理工学部は 2026年度に改組を行い、学科制から課程制に移行（設置構想中）予
定であるため、システム理工学部においても工学部同様、教員は学部所属となる。デザイ
ン工学部と建築学部は 1学部 1学科であるため、将来的には全学部において学部長を中心
とした組織運営体制への移行が実現し、柔軟かつ効率的な学部運営が可能となる。このよ
うに、学科制から課程制への移行は、大学全体の教育研究活動の質を向上させるための重
要なステップであり、今後のさらなる学部運営の発展に寄与することが期待されている。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

本学では、男女共同参画の観点から、女性教員の積極的採用を推進しているが、2020年
度以降、専任教員に占める女性教員の割合が伸び悩んでいる。男女共同参画推進室（現 DE

＆I 推進室）が設置された 2013 年度の女性教員の割合は 10%であったため、約 10 年間で
8.7 ポイント上昇しているが、創立 100 周年を迎える 2027 年度までに 30%を達成するとい
う目標値には大きな差が生じている。しかし、2019 年度以降、女性教員のいない学科数を
0学科で維持しており、また科研費採択数に占める女性研究者の採択割合は 23.0%となり、
2018年度と比較すると 8.0 ポイント上昇している【根拠資料 6-19（ウェブ）】。今後も学長
のリーダーシップの下、女性教員を含む専任教員の戦略的採用を継続する。 

2019年にクロスアポイントメント制度を制定し、他大学との包括協定を締結するなどし
て、人材交流のための制度活用を準備してきたが、クロスアポイントメント制度に関して
は、現在までに１名の活用にとどまっており、包括協定による他大学からの教員派遣の受
け入れについても短期間および限定的な分野・業務での交流であり、比較的長期間での発
展した交流は滞っている状態である。しかしながら、例えば、本学の研究推進に資する能
力・経験を十二分に備えている専門的人材の出向や派遣等で受け入れる事例については増
えてきており、様々な形での人材受け入れが実施されてきたことは長所と考える。 

また、教職協働については、大学改革を推進する際に、教職員合同の体制で取り組むこ
とが当然のこととなっており、その意識付けや風土の醸成については十分になされている
状態と考えられる。現状を維持しつつ、より発展的な関係性を構築していく段階に進める
時期に来ていると考える。 

教員の業績評価の仕組みについては、現行の業績評価は自己評価を軸とした閉じた評価
であるが、新しい評価制度は、他の教員との比較による開かれた評価である。待遇に反映
される制度となるため、大学の方針を反映した評価軸を設けるなどが可能となり、競争意
識の喚起や、教育・研究・社会貢献のそれぞれに取り組む姿勢をけん引できることから、
トップ層の教員のより一層の活躍と、ボトム層の底上げが期待できる。しかしながら問題
点としては、分野が異なる教員を一定の評価軸に載せ、定量的に評価することの難しさが
ある。 

教員採用においては、ダイバーシティを考慮して積極的な採用を進めているが、さらに
質の高い教育を遂行する上では、専任教員等の拡充も課題である。教員には教育的資質と
研究的資質の両面が必要である。しかし、個別の学習指導を必要とする学生が増加するな
ど、教育に対する負担は年々増加している一方で、研究資金の獲得や論文発表などの業績
も一層求められるようになり、現状の専任教員数では多くの業務をバランスよく行うこと
が難しく、解決すべき課題が多い。課程制導入に伴い教員組織改革が進んでいるが、課程
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制完成年度以降を見据え、PDCA サイクルを回すことで教員組織の改善点を明らかにする
とともに、発展方策を検討していく。 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

女性教員を増やすには、採用だけに注力するのではなく、女性教員が働きやすい環境を
本学全体で整備するなど、総合的な取り組みが必要である。これまでは土曜日や平日の夜
遅くまで委員会や会議を行うことも珍しくなかったが、現在は土曜日あるいは平日の 17時
以降の委員会や会議を極力設定しないよう全学的に通知され、その結果、一定の成果を上
げている。女性教員が働きやすい環境を整備することで、採用にも良い影響を与えると考
えている。 

2026 年度のシステム理工学部の改組にあわせて、2026 年度には基幹教員制度を制定す
る。この基幹教員制度の特徴のひとつとして、クロスアポイントメント等により教員の受
け入れ・送り出しも促すものであることから、学内教員へ制度説明を行うなどし、制度の
有効活用を促進する。 

教職協働においては、より発展した段階として、教員と職員が同レベルで大学運営を推
進できる両輪となる状態を目指し、自己啓発制度を拡充するなどして職員の高度化を促進
し、多忙な教員の業務効率化や負荷軽減を図り、それぞれの役割において、教育研究活動
および学生への教育研究指導を改善・向上させることに取り組んでいきたい。 

教員の人事評価については、今般始まる制度の PDCA をしっかりと行い、被評価者であ
る教員の納得性を確保しつつ、向上心を高めていく制度としたい。今後は、他大学の教員
から見ても正当な人事評価がなされる魅力的な大学となることを目指す。 

全体のまとめ 

本学は、「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成」という明確な教育
の理念のもと、継続して取り組むべき課題を明らかにして教育・研究活動を継続している。
国際化やダイバーシティの観点で進められている多様な人材の採用については、毎年、戦
略的な教員採用の方針を学長から提示し、全学部・研究科において共有することで、専任
教員任用手続きフローにおいて公正かつ確実に手続きが進められている。 

学長のリーダーシップの下、大学運営における迅速な意思決定ができる教学執行部体制
が整備されているが、工学部に続き、システム理工学部の課程制への移行が実現されれば、
より強固な大学運営を実現することができると考えている。 
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第7章 学生支援 

評定 S 

基本情報一覧 

学生支援に関する方針 

資料名称 URL・印刷物の名称 

学生支援に関する方針 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制を整備
し、適切に実施していること。 

＜評価の視点＞ 
 学生支援に関する大学としての方針に基づき、各種の学生支援体制を整備し、教
員と職員がそれぞれ役割を果たしながら支援を行っているか。 

 各種の学生支援にあたり、専門的な知識・能力や経験を有する者を含む必要なス
タッフを配置しているか。 

 学生支援に関する情報を学生に積極的に提供するとともに、その支援は学生の利
用しやすさに配慮しているか。 

［修学支援（学習面）］ 
 学生が能力に応じて自律的に学習を進められるようサポートする仕組みを整備し
ているか（補習教育、補充教育、学習に関わる相談等）。 

 障がいのある学生や留学生の実態に応じ、それらの学生に対する修学支援を行っ
ているか。 

 学習の継続に困難を抱える学生（留年者、退学希望者等）に対し、その実態に応
じて対応しているか。 

 遠隔授業をはじめ教育等で ICTを活用する場合は、ICT機器の準備や通信環境確保
等において学生間に格差が生じないよう、必要に応じて対応しているか（機器貸
与、通信環境確保のための支援等）。 

 ICTを利用した遠隔授業を行う場合にあっては、自宅等の個々の場所で学習する学
生からの相談に対応するなどの学習支援を行っているか。また、学生の通信環境
へ配慮した対応（授業動画の再視聴機会の確保等）を必要に応じて行っているか。 

［修学支援（経済面）］ 
 学生に対する経済的支援（授業料減免、学内外の奨学金を通じた支援等）を、学
生の実態等に応じて行っているか。 

［生活支援］ 
 学生の心身の健康、保健衛生等に関わる指導相談を、学生の実態に応じて行って
いるか。 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
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 学生の孤立化を防止するため、人間関係構築につながる措置（学生の交流機会の
確保等）を必要に応じて行っているか。とりわけ ICT を利用した遠隔授業を行う
場合において配慮しているか。 

［進路支援］ 
 各学位課程（学士課程、修士課程や博士課程など）や分野等における必要性、個々
の学生の特性等に応じ、就職支援のほか、職業的自立に向けたキャリア教育・キ
ャリア形成支援等の進路支援を行っているか。 

［その他支援］ 
 上記のほか、部活動・ボランティア活動等の正課外における学生の活動への支援
など、必要に応じた支援を行っているか。 

［学生の基本的人権の保障］ 
 ハラスメント防止、プライバシー権の保障や苦情申立への対応など、学生の基本
的人権の保障を図る取り組みを行っているか。 

学生支援に関する大学としての方針に基づき、各種の学生支援体制を整備し、教員と職員
がそれぞれ役割を果たしながら支援を行っているか。 

本学は、建学の精神に基づき、学生が学修に専念して安定した生活を送ることができる
ように学生支援に関する方針を以下のとおり定め、Web サイトで公開している【根拠資料
6-1】。 

【学生支援に関する方針】 

修学支援の方針 

1. 大学での学修を学生自身で計画し、円滑に学修を始めることができるよう入学時
教育を行う。 

2. 特に、入学後半年間の学生支援を課程・学科教員で行うシステムの適宜見直しを
行い、入学時学力測定による学力把握、共有および集団支援への活用により、学
生の円滑な学習支援を図る。 

3. DP（ディプロマ・ポリシー）および学修・教育到達目標を見据えた学修を明確化
することで、卒業までの履修計画支援を行う。 

4. 学籍異動、成績の状況を把握し、学生がより自身に適した学修計画を策定するこ
とができるよう、クラス担任、履修指導学年担当、指導教員、学生課員、ヘルス
＆ウェルビーイング・トータルサポート室（カウンセラー等）および関係課員に
よる集団支援を行う。 

5. 障がいのある学生が円滑に学業を修めることができるよう、クラス担任、履修指
導学年担当、指導教員、学生課員、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポー
ト室（カウンセラー・看護師）および関係課員による集団支援を行う。 

6. 留学生が円滑に学業および研究を進めることができるよう、クラス担任、履修指
導学年担当、指導教員、学生課員、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポー
ト室（カウンセラー・看護師）および関係課員による集団支援を行う。 

生活支援の方針 
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1. 学生個々人の成長、学生生活の充実のため、課外活動への支援を維持・促進する。 

2. 学生の心身の健康状態を維持、増進するための体制を維持・充実させる。 

3. 学生が経済的に安心して学業を続けることができるよう学内の経済支援を充実
させる。またそのための情報を学生に常に提供する。 

4. ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制を整
備する。 

5. K6（The Kessler 6-Item Psychological Distress）による全学対象のストレスチェック
を実施し学生への支援を行う。 

キャリア支援の方針 

1. 入学時から学生一人ひとりの仕事観を育成するために、ロールモデルの提示等に
よる就職意識付け支援を行う。 

2. 学生が将来の展望を抱くことができるよう、在学中に正課内・外のキャリア支援
を充実させる。 

 1. 企業と連携するキャリア教育を行い、社会に学ぶ場の提供を強化する。 

2. キャリアカウンセラーによるカウンセリング機会の提供を強化する。 

3. 障がいのある学生が円滑にキャリア形成できるように、クラス担任・履修指導学
年担当、就職担当教員、指導教員、キャリアサポート課員、ヘルス＆ウェルビー
イング・トータルサポート室（カウンセラー・看護師・保健師） および関係課員
による集団支援を行う。 

豊洲・大宮の両キャンパス（以下、「両キャンパス」）に学生課、大学院課、キャリアサ
ポート課、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室を設置し、両キャンパスにお
いて修学支援、生活支援、キャリア支援を行っている。 

修学支援については、クラス担任、履修指導学年担当、指導教員、学生課員、大学院課
員、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室（カウンセラー等）および必要に応
じて関係部署の職員により連携し、支援を提供している。学部生の学籍、授業（履修、試
験、成績）、および教職課程など正課授業に関する事項は、学生課で対応している。大学院
生の授業（履修、試験、成績）、学籍など正課授業や奨学金に関する事項は、大学院課で対
応している。修学支援上、必要な情報については学部長・研究科長会議（以下、「学研会議」
という）に上程し、問題の分析・対応を行っている。 

生活支援については、直接学生に対応する部署は両キャンパスの学生課であるが、全学
的な教職協働機関として学生センターを設置している【根拠資料 7-1】。学生センターは、
学生センター長、副学生センター長、学生センター員（工学部・システム理工学部・デザ
イン工学部・建築学部教員）6 名、学生関係事務職員若干名により構成されている。学生
センターは、学生の福利厚生等に関する事項を審議し、学科主任・課程長、クラス担任・
履修指導学年担当及び各キャンパスの学生課、大学院課、ヘルス＆ウェルビーイング・ト
ータルサポート室と協力し、相互の連携の中で学生が満足度の高い学生生活を送れるよう、
きめ細かい支援を企画・立案、実施している。 
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キャリア支援についても、教職協働機関であるキャリアサポートセンターを設置してい
る【根拠資料 7-2】。キャリアサポートセンターは、センター長、センター員（工学部・シ
ステム理工学部・デザイン工学部・建築学部教員）6 名、キャリアサポート関係事務職員
若干名で構成されている。キャリアサポートセンターでは、学生の職業選択及び就職活動
の支援に関する事項を審議し、各就職担当教員、キャリアサポート課及び各就職関係事務
部門と協力し、キャリア支援を実施している。 

各種の学生支援にあたり、専門的な知識・能力や経験を有する者を含む必要なスタッフを
配置しているか。 

学生課、大学院課には、必要な専門的な知識として、カリキュラムコーディネーターの
研修を受講し、資格を有している専任職員を両キャンパス併せて 6 名配置している（2024

年 5月 1 日現在）。学生課、大学院課では学生支援内容の充実を図るために、毎年学内外の
情報やノウハウを吸収する機会を設け、職員の専門的な知識の拡充や能力の向上に努めて
いる。他大学との情報交換会や研修会として、首都圏・私工大教務事務連絡会、私学工科
系大学教務事務研修会、関東地区学生生活連絡協議会、日本私立大学連盟学生生活支援研
究会、四国地区大学教職員能力開発ネットワークが開催する SPODフォーラム等に参加し、
他大学での学生支援事例の収集などを行い、本学で展開できるものは取り入れている。
2024年７月には首都圏・私工大教務事務連絡会当番校として、「授業における合理的配慮」
（講演者：ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室／本学専任カウンセラー）を題
目とした講演を行い、本学での事例を紹介した。本学では学生対応能力の向上のために教
授会等でヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室の専任カウンセラーによる
FDSD 研修を開催し、対応に注意が必要な学生への接し方などについて学ぶ機会を設けて
いる。また、課内でも教務業務・学籍業務・課外活動支援などテーマを設けて担当業務の
枠を超えた勉強会を開催し、一次対応の能力向上に努めている。 

キャリアサポート課では、各課程・学科の担当を専任職員が務めている。2024 年 10 月
1 日時点で両キャンパスに配属されている 16 名の専任/臨時職員のうち、5名がキャリアコ
ンサルタントの資格を有している。また本学の学生が多く就職する業界の企業採用・役員
経験者など 5 名、さらにキャリアコンサルタントの資格を持ったキャリアカウンセラー38

名を配置し、学生の進路に関する相談や書類添削・面接練習を受け付けている。 

学生の心身の健康や保健衛生等に係る指導部署であるヘルス＆ウェルビーイング・トー
タルサポート室には、室長 1 名、カウンセラー14 名（専任・非常勤あわせて）、看護師・
保健師 9 名、事務職員 3名、産業医 2名および精神科医 2 名を配置しており、専門的な支
援ができる体制を整えている。 

学生支援に関する情報を学生に積極的に提供するとともに、その支援は学生の利用しやす
さに配慮しているか。 

学生課、大学院課、キャリアサポート課、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポー
ト室は両キャンパスに設置しており、いずれのキャンパスでも支援を受けることができる
体制を整えている。学生課は、修学支援と生活支援をワンストップで提供する体制として
いる。それぞれの部署の情報については、学生に毎年配布している Campus Diaryに掲載し
ている【根拠資料 7-3（ウェブ）】。また本学 Web サイトには、在学生が必要な情報につい
てまとめたサイトを準備している【根拠資料 7-4（ウェブ）】。キャリア支援については、
Web サイトにて必要な情報を学生に提供する他、独自の就職支援システム「CAST」の情報
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を掲載している【根拠資料 7-5（ウェブ）】。キャリアカウンセラーによるオンラインでの面
接練習、書類添削、進路相談については、土曜、日曜日も対応しており、学生の利用しや
すさに配慮している。 

また、本学は文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業に採択されたことを契
機に、正規留学生を多く受け入れている。正規留学生についても学生課、大学院課、キャ
リアサポート課で支援できる体制を整えている。また、ヘルス＆ウェルビーイング・トー
タルサポート室には、英語で対応できる非常勤のカウンセラーも配置している。 

さらに年 1回、学生支援の充実を目的とした「学生自治会と大学教職員の話し合い」を
開催している。大学執行部から学長補佐や各学部長室員、他に学生センター員、関連部署
の事務職員らが出席し、授業内容や課外活動、学生生活など幅広い分野の意見交換を行い、
その内容と結果を大学運営に反映している。  

［修学支援（学修面）］ 

学生が能力に応じて自律的に学習を進められるようサポートする仕組みを整備している
か（補習教育、補充教育、学習に関わる相談等）。 

学生の能力に応じた修学支援（学修面）として、全学部で英語力のアセスメントテスト
を実施し、基礎能力を測っている。その結果を基に必要に応じてクラス分けを行い、習熟
度別の授業を提供している。また 2024 年度には全学部の新入生を対象に、入学後特に重要
となる数学の基礎学力を測り数学教育に反映させるため、初めての試みとして本学の数学
教員が作問した独自の数学学力テストを実施した。システム理工学部では、このテスト結
果が低スコアの学生を対象に補習授業を行い個別、全体のレベルアップを図っている。ま
たデザイン工学部では数学学力テストに加え物理のアセスメントテストを実施し、クラス
分けを行っている【根拠資料 4-19】。そして一部の科目では長期休暇期間に補習を行うな
ど、きめ細かな学習支援体制を整えている。その他、教育イノベーション推進センターの
中に学部別の「学習サポート室」を設置し、数学、物理、化学、英語の各科目について専
門の講師による問題の解き方や学習方法など、個別指導を行っている【根拠資料 4-20（ウ
ェブ）】 。 

障がいのある学生や留学生の実態に応じ、それらの学生に対する修学支援を行っているか。 

本学での多様な学生の支援体制について、まず障がいのある学生への修学支援は、受験
時や入学後に配慮要請のあった学生のほか、障がいが発生もしくは障がいを把握した学生
を対象に、学生課やヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室を中心とした組織的
な支援を行っている【根拠資料 4-18】。身体的・精神的な障がいを持つ学生から授業での配
慮を求められた場合は、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室と学生課、大学
院課及び国際部で情報を共有する。その上で配慮を求める文書「合理的配慮通知」を作成
し、各学部長の承認を得た後に授業担当教員・課程長/学科主任・クラス担任に通知してい
る。また肢体不自由などで授業間の移動時間の確保が難しいと判断した場合は、授業教室
の変更などを行い、対象学生の負担を減らす措置を行っている。 その他、聴覚障害を持つ
学生へのノートテイク（または PC テイク）も組織的に行っている。学生課が主管し、原
則として学生が所属する学科などの上級生（大学院生含む）に協力を呼びかけ、学内で実
施する「ノートテイカー養成講座」の受講を経てノートテイカーとして依頼し、給与を支
給している。 発達障害や精神障害を抱える学生には、学生相談室でのカウンセラーによる
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心理カウンセリング、心理検査・神経心理学的検査の実施や、ソーシャルスキルトレーニ
ングを提供している。併せて授業担当教員、課程長/学科主任、クラス担任、学生課、キャ
リアサポート課、国際部、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室が連携して支
援を行っている。 

留学生等の学生に対する修学支援は、学生課が主に担当している。両キャンパスには英
語で対応できる留学生担当者を配置し、日本で生活を始める上での支援（例えばアパート
などさまざまな契約の立ち会いや、授業の履修までのアドバイス）を行っている。またム
スリムの留学生には、プレーヤールーム（お祈りスペース）の設置、ハラルフードの提供
など、宗教的配慮も行っている。留学の形態も多様になり受入留学生数も増加しているこ
とから、留学生と日本人学生の交流の拠点として、「グローバルラーニングコモンズ」（以
下、「GLC」）を両キャンパスに設置した【根拠資料 7-6（ウェブ）】。ここには職員のほか、
留学生・日本人学生で構成する学生スタッフ（GSS：Global Student Staff）が常駐しており、
互いに協力しながら国際交流に興味を持つ学生のサポートを行っている。短期留学生の受
け入れでは、主に国際部が担当教員と打ち合わせて学生課が履修登録を支援するなど、部
署間の連携を密にした学修支援を行っている。 

学習の継続に困難を抱える学生（留年者、退学希望者等）に対し、その実態に応じて対応
しているか。 

留年者及び休学者、退学希望者への対応として、全ての学部で留年・休学を希望する学
生は所属キャンパスの学生課に申し出て所定の書類の交付を受け、必要に応じてクラス担
任等と面談することとしている。保証人を含めた面談では申し出の意思を確認し、理由の
妥当性を判断する。必要に応じて学修指導、生活指導などを行っている。申し出受理の可
否と所見は、関係する教職員がいつでも把握できる環境を整えている。 

第２章、及び第４章でも述べたが、学業不振の学生のうち、特に 1年次前期末の取得単
位が 15 単位未満の学生が、その後、留年・退学につながるケースが多いことがデータから
確認できたため、2023 年度より、1 年次前期末の取得単位が 15 単位未満の学生について
は、正保証人・クラス担任との電話面談、または学生・正保証人・クラス担任での 3 者面
談を実施し、指導を行っている【根拠資料 2-25】。面談記録は教職員間で、教員支援アプリ
ケーション「Talent」や学籍システムで共有し、きめ細かいサポートを行っている他、内部
質保証に責任を持つ機関である学研会議においても面談の実施結果について報告を行っ
ている。 

遠隔授業をはじめ教育等で ICT を活用する場合は、ICT 機器の準備や通信環境確保等にお
いて学生間に格差が生じないよう、必要に応じて対応しているか（機器貸与、通信環境確
保のための支援等）。 

ICT を活用した遠隔授業は、2020 年初頭から感染拡大した新型コロナウイルス対策とし
て本格導入となった。2020 年度前期授業は全面的にオンラインで実施し、この際、貸し出
し用ノート PC を 250 台購入し、PC が自宅に無い学生に対し貸し出しを行った。2021 年
度新入生から PC 必携となり自身で用意することとなったが、上級生に対する貸し出しは
継続して行った。【根拠資料 7-7】 。またオンライン授業を行う際に、学生個々の通信環境
整備のために学生一人 6 万円の支援（学費相殺）を行った。 
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ICT を利用した遠隔授業を行う場合にあっては、自宅等の個々の場所で学習する学生から
の相談に対応するなどの学習支援を行っているか。また、学生の通信環境へ配慮した対応
（授業動画の再視聴機会の確保等）を必要に応じて行っているか。 

Learning Management System（学習管理システム：LMS）やオンライン授業システム
（Zoom）、授業動画配信（Microsoft Stream）はすべてシングルサインオン（SSO）で連携し
ており、利用しやすい環境を用意している。学生からの問い合わせ専用のメールアドレス
を用意し、情報イノベーション課学生スタッフでの一時対応、職員による二次対応の体制
を用意している【根拠資料 7-8（ウェブ）】。 このオンライン授業の開始に合わせて施設整
備面では、2020 年度に教室の電源増設工事、2021年度にはWi-Fi 環境改善のためのアクセ
スポイント増強工事を行い、授業を円滑に実施することができた。新型コロナウイルスの
感染予防対策として取り入れられたオンライン授業は、その後、対面授業における合理的
配慮の手法としても提供されるように変化した。 

コロナ禍が収束に向かってからは対面授業を基本としているが、オンラインの実施で教
育の質保証が可能な科目についてはオンラインでの授業を実施可能としている。併せて対
面・オンラインに関わらず講義内容を収録し（実験・実習・演習科目は任意）学生の復習
や欠席に対応できるよう全教員に対し「授業方針」として周知を行っている【根拠資料 7-

9】。 

［修学支援（経済面）］ 

学生に対する経済的支援（授業料減免、学内外の奨学金を通じた支援等）を、学生の実態
等に応じて行っているか。 

学生に対する修学支援（経済面）のうち、授業料減免について、本学は高等教育の修学
支援新制度の対象校であり、申請手続きを行っている。2024年度からは、理工農系支援の
対象校にも指定された【根拠資料 7-10（ウェブ）】。 

奨学金は主に日本学生支援機構の奨学金、学内の奨学金、外部団体による奨学金に分け
られるが、募集がある都度 ScombZ（学生用ポータルシステム）に掲載し、学生に周知して
いる【根拠資料 7-11（ウェブ）】。かつて学内独自の貸与奨学金制度を有していたが、現在
では貸与型は一部を除き日本学生支援機構に一本化し、学内は給付型奨学金の拡充に注力
している。特に大学院進学を促進し、大学院生の生活を支える奨学金を充実させている【根
拠資料 7-12（ウェブ）】【大学基礎データ表 7】。2020 年度には新型コロナウイルス感染拡
大に対する緊急支援策として、経済的に影響を受けた学生に対する支援策の充実や、授業
のオンライン化が余儀なくされる中で、従来と同様の教育研究活動を継続・維持するため、
オンライン環境の整備費用として全学生に対し一律 6 万円の臨時奨学金を給付した。「コ
ロナ禍による経済的影響での退学者は１人も出さない」を掲げ、総額 3 億円を目標とした
「コロナ対策学生支援プロジェクト募金」を実施し、その財源をもとに家計が困窮した学生
への学費半額補助制度「芝浦工業大学コロナ対策授業料減免奨学金」や学修意欲があるに
も関わらずコロナ禍によってアルバイト等の収入源が絶たれ学業継続が困難となる学生
を対象とした「芝浦工業大学学生臨時給付奨学金」制度を設立し、2020～2022 年度にかけ
て学生が安心して学修が継続できる支援を行った。【根拠資料 7-13（ウェブ）】。 また災害
等により被災した在学生に対しても、独自の支援を行っている。直近の例を挙げると、令
和 6 年能登半島地震によって被災した在学生に対して、学費相当額の免除、家屋の損壊に
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係る学費相当額の一部免除、帰省費用の一部補助、学生寮への優先入寮と寮費の免除など
の経済的支援措置を行った（被災に状況により適用範囲は異なる）。 

奨学金以外の経済的支援では、「学生総合保障制度（SAFE システム）」がある。この保
障制度は学生生活を取り巻くさまざまな経済的要因がある中で、学生が安心して学業を続
けられることを目的に設置したものである。主に家計急変に対応した貸与制度と 2 種類の
保険制度から構成されている【根拠資料 7-14（ウェブ）】。 

経済面・生活支援として、「国際学生寮」、「東大宮学生寮（男子寮）」、「白亜寮（運動部
寮）」の 3 つの学生寮を直営しているほか、「ドーミー西葛西 3（男子学生専用）」、「ドー
ミー西葛西 Lei（女子学生専用）」の２つの提携寮を運営している。寮費と食費（国際学生
寮以外）を安価に設定し、地方出身の学生などへの大きな経済支援となっている。入寮の
ための情報は Webサイトと入学者選抜要項に掲載している【根拠資料 7-15（ウェブ）】。  

［生活支援］ 

学生の心身の健康、保健衛生等に関わる指導相談を、学生の実態に応じて行っているか。 

学生の心身の健康や保健衛生等に係る指導部署であるヘルス＆ウェルビーイング・トー
タルサポート室には、室長、カウンセラー、看護師・保健師、事務職員、産業医および精
神科医が所属しており、同室内で学生相談室および保健室の 2 つの機能を有している。【根
拠資料 7-16（ウェブ）】。 

学生相談室では 2018 年からカウンセラーによるインテークカンファレンス（インテー
ク面接の内容を複数のカウンセラーで検討してカウンセリングの方針を確認する会議）を
定期的に実施し、学生の情報共有と各ケースの対応を確認している。2024年度前期時点で
はインテークカンファレンスを月４回、継続カンファレンス（継続中の相談ケースに関す
る検討や日常的な臨床心理業務に関する相談をカウンセラー同士で協議する）を月４回、
合計月８回のカンファレンスを実施し、学生を取り巻く環境が日々変化するなかでもきめ
細やかで偏りのない対応を行えるよう努めている。2020年 3月からは新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、対面相談を一時中止したが、同時に Zoom によるオンラインカウン
セリングを提供し、感染予防と登校できない学生への遠隔支援を行った。2022 年度以降は
対面授業の全面的実施に伴い、対面でのカウンセリング希望者が大幅に増加したことから、
同年夏に豊洲キャンパスにカウンセリング室を 2つ増設、2024 年春に大宮キャンパスにカ
ウンセリング室を 2つ増設し、増加したカウンセリング希望者に対応している。 

保健室では各キャンパス所属の看護師・保健師により学生・教職員の健康管理を行って
いる。日常的には学生・教職員の身体の健康のためのサポート、年間を通しては学生・教
職員が受ける健康診断の運営・管理や、希望者に対するインフルエンザの予防接種の実施
などに対応している。また両キャンパスに産業医による健康相談日を月に 1 回設け、健康
相談・健康指導を実施している。2020 年以降の新型コロナウイルス流行を契機として求め
られる対応も大きく変化し、学生に対しては自宅でのオンライン授業受講による心身不調
の予防を目的とした注意文書の発信、対面活動再開後は学生の孤立防止のための交流活動
と感染蔓延防止の両立を目的とした抗原検査キット提供などを行った。またワクチン職域
接種実施時に関係部署と連携し、接種対象者となる学生・教職員の健康情報の管理を担当
した。2024年現在は学生・教職員からの感染情報収集および感染者への健康指導を行って
いる。 



 

 ｜ 99 
 

学生の孤立化を防止するため、人間関係構築につながる措置（学生の交流機会の確保等）
を必要に応じて行っているか。とりわけ ICTを利用した遠隔授業を行う場合において配慮
しているか。 

学生の孤立防止について、2020年度はコロナウイルス感染拡大の影響から入学式は開催
されず、新入生はキャンパスに入ることすらできない状況であり、また授業はオンライン
受講が続いたため、学生同士の対面による交流の機会が減っていた。 授業や学生生活につ
いて気軽に相談できる同級生や友人、教員、先輩が少なくなり、この状況を補うため、シ
ステム理工学部では各学科が推薦した大学院生を交代で相談員として常駐する「よろず相
談コーナー」を大宮キャンパスに設置した。推薦された大学院生に対しては事前にガイダ
ンスを実施し、相談の内容によって教職員につなぐ指導をするなど、対面やオンラインで
適切な相談ができるように準備をした【根拠資料 4-21】。また全学的には、オンライン授業
での同時双方向授業のグループワークの際は、開始時にアイスブレイクを入れる等、学生
同士が会話しやすいよう配慮のお願いを学長名で全教員に対し依頼した【根拠資料 2-12】。
またコロナ禍の 2020 年 6 月から 8 月にかけて、オンラインを通じて横のつながりをつく
るきっかけの場を提供することを目的に、教職員、学生団体・学生が協働し、「5UPプロジ
ェクト」を実施した。プロジェクトでは、正課外の時間にオンラインセミナーを開催し、
特にコロナ禍の 2020 年度に入学した学部一年生に理工学への興味と大学への帰属意識を
醸成することを目的として、理工学、運動・カルチャー、グローバル、産学連携、キャン
パスツアーの 5 つのチームで合計 20 回におよぶセミナーをオンラインで開催した。参加
者からのアンケートでは好意的な回答が多く学生への好影響だけでなく、教職協働の促進
や職員間の所属部署を超えた人的交流にもつながる結果となった【根拠資料 7-17】。 

ウィズコロナ体制が続いていた 2022 年、豊洲キャンパスでは地域の人々に愛されるラ
ンドマークを目指し、既設の研究棟前の大階段にフラワーガーデンを設置した。運営にあ
たっては学生・教職員からボランティアを募るなど、キャンパス整備を通じた学生・教職
員間の交流も図っている 。 

［進路支援］ 

各学位課程（学士課程、修士課程や博士課程など）や分野等における必要性、個々の学生
の特性等に応じ、就職支援のほか、職業的自立に向けたキャリア教育・キャリア形成支援
等の進路支援を行っているか。 

学生に対するキャリア教育の実施として、デザイン工学部では「キャリアプラン」、「キ
ャリア・デザイン」という科目を設けている【根拠資料 7-18（ウェブ）】【根拠資料 7-19（ウ
ェブ）】。システム理工学部では、生命科学科が「キャリアデザイン」、「インターンシップ」
を設けている【根拠資料 7-20（ウェブ）】【根拠資料 7-21（ウェブ）】。また他学部・学科で
も、新入生のキャリア形成意識の醸成を目的とした科目や、3 年生対象に卒業生や企業の
方を招いて実施する進路選択のためのプログラムを正課科目の中に組み込んでいる。一例
として、工学部物質化学課程、化学・生命工学コースの１年次「工業化学概論」、３年次「化
学工業総論」、土木工学課程、都市・環境コースの「土木キャリアセミナー」などがある【根
拠資料 7-22（ウェブ）】【根拠資料 7-23（ウェブ）】【根拠資料 7-24（ウェブ）】。全学共通科
目では、「芝浦工業大学通論」の中で、社会で活躍する卒業生による講演を実施している
【根拠資料 7-25（ウェブ）】。さらにアントレプレナーシップを涵養する「アントレプレナー
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シップ入門」、「アントレプレナーシップ応用」も設置している【根拠資料 7-26（ウェブ）】
【根拠資料 7-27（ウェブ）】。 

学生のキャリア支援体制整備として、両キャンパスにキャリアサポート課を設置し、進
路に関わる相談や求人紹介、各種就活セミナーや進路ガイダンスを実施している。またキ
ャリアコンサルタントの資格を持ったキャリアカウンセラーを配置し、学生の進路に関す
る相談や書類添削・面接練習を受け付けている。さらに、卒業生で企業元役員や公務員経
験者らをアドバイザーとして迎え、最終面接や公務員の面接指導も実施している。これら
書類添削や面接指導は昨年度利用実績や現在の予約状況に応じて配置を最適化すること
で、できる限り学生が必要な時に必要な支援が受けられるよう、配慮している。就活ポー
タルサイト CAST では、これら相談予約や求人、会社説明会、インターシップ情報の参照
のほか、卒業生の進路状況、就職活動報告書などがいつでも好きな時に予約・閲覧できる。
これらにより、満足度の高い就職につなげられるよう支援している【根拠資料 7-5（ウェ
ブ）】。   

また、各学科・課程には就職担当教員と副就職担当教員を、キャリアサポート課内にも
各学科・課程の担当職員を配置し、学科・課程のニーズに合わせたきめの細かい就職指導
を行っている。大学院では専攻に対応する学科・課程が複数にまたがるため、指導教員が
所属する学科・課程の就職担当教員がこの役割を担っている。上述したキャリアサポート
センター、各学科・課程就職担当、キャリアサポート課の三者の連携による指導・支援体
制が本学の特徴となっている。  

進路選択に関わる支援やガイダンスの実施については、入学時から学生一人一人の仕事
観を育成し、学びの指針となるよう支援している。入学時に受検する PROG テストの結果
によって自己理解と将来に向けた目標設定で学生生活の充実を動機付けることからスタ
ートし、各学年においてキャリア意識の醸成や就職活動支援のために多様なサービスを提
供している。進路選択に関わる重要な時期には各学科において進路ガイダンスを実施し、
これからのスケジュールと、それに対して大学で実施する各種サービスを示すことで、誰
も出遅れることが無いサポート体制を整えている。これらサービスについては参加者に満
足度を調査し、次年度実施時の改善資料としている。進路選択に係る主なガイダンスと講
座などの実施状況は【根拠資料 7-28（ウェブ）】の通りである。 

留学生の就職支援として、学期始めに別途ガイダンスを行い、留学生に対する就職活動
の基本的な情報提供やサポート体制の説明を行っている。インターンシップや会社説明会
などについても、留学生のニーズや状況に応じた説明会を随時開催し、就職活動に必要な
情報を提供している。さらに、多くの日本企業が留学生の就職において日本語力を求めて
いることから、本学では夏休みを利用し、留学生の日本語初級者向けに短期講座を提供し
ている。この講座では、日本でのビジネスシーンで必要な基本的スキルを集中的に学ぶこ
とができ、留学生が日本の企業でスムーズに働けるようサポートしている。今後も留学生
のキャリア支援と日本語能力の向上を目指した支援を継続する【根拠資料 7-29（ウェブ）】。 

博士課程学生に対しても企業への就職意識を醸成させるため、博士課程学生のためのキ
ャリアビジョンセミナーを実施している。企業などで活躍する博士号取得者によるレクチ
ャーや博士人材との交流会で、イノベーション創出におけるシステム思考、アントレプレ
ナーシップ、異文化アジリティ、クリティカルシンキングの各能力の意味、必要性、意義
などについて理解を深め、将来のキャリアについて明確なビジョンを醸成することを狙い
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としている。このキャリアビジョンセミナーにより、企業、研究機関、NGO、NPO などへ
就職する、あるいは自ら起業する博士後期課程修了者が増加することを目指している。
2024 年に本学は「JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」に採択された。
SPRING を通じて博士課程学生へのキャリア支援を推進していく【根拠資料 7-30（ウェブ）】。 

［その他の支援］ 

上記のほか、部活動・ボランティア活動等の正課外における学生の活動への支援など、必
要に応じた支援を行っているか。 

学生の社会性を育み人間性を高めることを目的に、課外活動を積極的に支援している。
大宮キャンパスには 3つの学生クラブハウス、2 つの体育館、2つのグラウンド、10 面の
テニスコートなどを整備している。豊洲キャンパスには、体育館、アスレチックジムと多
目的室を整備している。従来、本学の課外活動拠点は大宮キャンパスであったが、2022 年
の豊洲本部棟の完成とともに豊洲キャンパスを拠点とする学生団体も生まれており、施設
整備が課外活動の活性化につながったと言える。また 2024 年 3 月に熱海にセミナーハウ
スを設置した。セミナーハウスの設置は、課外活動等を通じた学生支援に繋がっている。 

日常的な課外活動の支援は学生課と学生センターが担っている。学生課では学生団体の
活動における相談対応、新規団体の設立の相談対応、学生団体を統括する文化会・体育会
からの運営の相談対応を行っている。学生センターでは、施設の運用、活動環境改善の要
望、学生団体におけるトラブルに対応している。さらに学生自治会・体育会・文化会など
のクラブ活動上部団体、学園祭実行委員会などの学生組織と緊密に連絡を取り、助言と支
援を行っている。また課外活動のさらなる活性化のためにさまざまな援助策を用意してお
り、学生自身による積極的な活動を支援している。 

以下に実例を示す。 

• 備品援助：高価な備品の購入への支援を行う 

• エスアイテック課外活動活性化補助金：本学に在学する学生、公認団体による意欲的
な課外活動に補助金を支給し、課外活動を活性化することを目的とする 

• 課外活動奨励金：顕著な功績を上げた学生団体や個人を表彰する 

• アクティブ・プラン：後援会が大学のブランド力向上や社会貢献度が高い課外活動を
援助する【根拠資料 7-31（ウェブ）】 

新型コロナウイルス時の対応では、感染拡大の抑止を最優先とした上で活動可否の判断
および制約条件を設定した。具体的には課外活動許可レベル設定を行い、状況に応じてど
のような活動を認めるかの指針を学生に提示した。緊急事態宣言発令期間中は課外活動を
活動中止としていたが、その後は状況に応じて活動を緩和した。屋外のみ活動可、換気や
マスクの着用など条件をつけた上で屋内での活動可といった活動方針を示した上で、個別
団体の活動においては活動計画を提出させ、感染対策を講じることを前提に活動を許可し
た。最終的に 2022年 10 月下旬にすべての制限を解除した。【根拠資料 7-32（ウェブ）】 
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［学生の基本的人権の保障］ 

ハラスメント防止、プライバシー権の保障や苦情申立への対応など、学生の基本的人権の
保障を図る取り組みを行っているか。 

 本法人に就学する全ての学生・生徒及び就労する教職員等が基本的人権を尊重し、相互
の信頼によって教育・研究や業務を行える環境を維持することを目的とし、「学校法人芝浦
工業大学ハラスメント防止規程」を定めている【根拠資料 7-33】。ハラスメント等の人権
侵害の防止と救済に関する事項を統括するための組織として、学校法人芝浦工業大学ハラ
スメント防止委員会を設置している。同委員会の下にハラスメント相談員を設置し、両キ
ャンパスに 6名ずつの教職員を相談員として配置している【根拠資料 7-34（ウェブ）】。学
生、教職員は、電話・相談ポスト・メールを通じて学内のハラスメント相談員に相談でき
る体制を整えている。また学外のハラスメント・ホットラインに電話・Web から相談する
ことも可能である。これらの情報は本学ウェブサイト、学生に配布している Campus Diary
にも掲載している他、冊子「学校法人芝浦工業大学 ハラスメントとその防止に関するガ
イドライン」を作成し、配布している。さらに年に一回程度、外部講師によるハラスメン
ト防止研修を実施している。また、本学は 2020 年度より遠隔授業を導入し、その際、学
長室より学生に向けて「遠隔授業の履修の手引き」を発出した【根拠資料 4-12】。その１
項目目に「遠隔授業の履修に関する倫理」として、「遠隔授業を妨害する行為、暴力的行為、
誹謗、中傷、ハラスメントや人権侵害にあたる行為を禁止」する旨、記載するなどし、学
生のプライバシー権及び基本的人権の保障について周知を行っている。教員に対しても肖
像権やプライバシーに配慮するよう授業ガイドラインでも注意を促すなどの対応を行っ
ている【根拠資料 7-35】。 

評価項目② 学生支援に関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取
り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 学生支援に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が
上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、学生支援に関わる事項の改善・向上に取り組み、
効果的な取り組みへとつなげているか。 

学生支援に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が上がって
いる取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

学生課、大学院課、キャリアサポート課、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポー
ト室では、各種アンケート・調査結果や学生自治会と大学教職員の話し合いなどの結果を
踏まえて、年度初めに目標を設定し、４月に全学的に開催する全学期首会議で前年度まで
の実績と当該年度および中長期の目標を発表・共有している。この目標に対して、半年経
過した 10 月の全学期中会議で中間報告を行っている。 

本学は「創立 100 周年を迎える 2027 年にアジア工科系大学のトップ 10 に入る」と
いう目標を設定し、これに関する取り組み課題を「Centennial SIT Action」（以下、「CSA」）
として学内で共有している【根拠資料 1-10(ウェブ)】。毎年度、学長室、各学部、研究科、
各センター等の機関は、CSA の諸施策を行動計画に落とし込んでいる。学生センター（実
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施担当には学生課を含む）、キャリアサポートセンター（実施担当にはキャリアサポート課
を含む）、ヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室についても、単年度の行動計画
を策定し、学研会議、大学会議等を通じて定期的にその進捗、達成状況に関する情報を共
有して横断的な検証を行っている【根拠資料 1-11】【根拠資料 1-12】。 

点検・評価の結果を活用して、学生支援に関わる事項の改善・向上に取り組み、効果的な
取り組みへとつなげているか。 

学生支援に関わる事項については、様々な方法で定期的に改善を行っている。例えば、
教育評価アンケート、入学時数学学力テスト、新入生アセスメントテスト、PROG、大学
IRコンソーシアム学生調査、進路状況調査、1年生の前期学業不振者状況などについては、
それぞれの担当部署において点検を行い、内部質保証に責任を持つ機関である学研会議に
て報告され、必要に応じて対応策を検討している。例を挙げると、キャリアサポート課で
は、毎月、進路状況を集計し昨年度と比較をすることで進路進捗を把握、課題を発見し、
早期のフォローで学生に対し教職協働で指導に当たっている。加えて、進路登録時の学生
アンケートでは進路に対する満足度やキャリアサポートに対する満足度調査を実施、次年
度の進路指導に生かしている。 また、特に 1 年次前期末の取得単位が 15 単位未満の学生
は、その後、留年・退学につながるケースが多いことをデータで確認し、2023 年度より、
該当の学生については正保証人・クラス担任との電話面談、または学生・正保証人・クラ
ス担任での 3 者面談を実施している。【根拠資料 2-25】。この取り組みによる成果の検証
も引き続き行っていく。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

［進路支援］ 

進路指導を行うキャリアサポート課、キャリアサポートセンターは各学科・課程と有機
的に連携している。キャリアサポート課では現在の就職状況と昨年度同時期の就職状況と
の差を常に意識し、早期に未内定学生との接点を構築し支援を開始することを心掛けてい
る。それに加えて、近年は卒業生組織「校友会」の全面的な協力を得て、就職活動に苦戦
している学生と校友会求人とのマッチングを実施するなど、就職意欲があっても内定を得
られない学生を就職へと導いている。これらの取り組みにより、学部・大学院とも「就職
に強い大学」として 97％以上の高い就職率を継続して実現している。また、企業との交流
を重視しており、200 社以上の人事担当者を招いた企業懇談会や、積極的な企業訪問を実
施している。その際、本学卒業生の特色や本学へのニーズを調査し、企業との連携強化や
就職活動中の学生への情報提供に生かしている。これらの取り組みにより、創立 100周年
（2027年)には就職率 100％と有名企業 400 社への就職率 40％以上を目指している【根拠資
料 7-36（ウェブ）】。 

［学生支援］ 

本学では学生のメンタルヘルスケアに力を入れている。ヘルス＆ウェルビーイング・ト
ータルサポート室では、学生の支援要請を待つのみの相談体制を転換して、調査などによ
るアウトリーチ支援をはじめている。新一年生向けのメンタルヘルスガイダンスや K6（う
つ病や不安障害などの精神疾患の可能性がある人をスクリーニングする手法）の実施など
がこれにあたる。これらの支援は予防的関わりや問題への早期介入を目指している。具体
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的にはコロナ禍による学生のメンタル面への影響なども考慮し、精神的健康状態の把握を
目的とする K6 を、ScombZ のアンケート機能を利用した健康調査として実施している。
2023年度より全学生に対して、4 月の健康診断実施時にオンラインフォームへ学生が入力
する形式で実施した。K6で高得点になった学生には、カウンセラーから学生相談室の利用
を勧めるメールを発信し、必要に応じて継続的に支援を行っている。【根拠資料 7-37（ウェ
ブ）】 

［修学支援・その他の支援］ 

本学では教職協働機関を設置し、全学的な目標に対して教員と職員が連携を取って対応
できる体制を築けている。就学支援においては学科・課程ごとに履修指導学年担当教員を
配置しており、単に履修登録時の指導のみならず学業不振者や休学・退学といった事案に
おける個別学生支援を学生課と協働で実施できている。課外活動支援においても、毎月情
報交換・意見交換を行う教職協働機関の学生センター会議を運営しているほか、判断を要
する案件は随時報告・連絡・相談を取れる体制を整備し、活動内容に疑義がある学生団体
の活動に対する指導等を行うことができている。 

分析を踏まえた問題点 

［進路支援］ 

各学科・課程で進路指導を行う就職担当教員には、学生からの進路相談に加え、企業か
らの訪問対応、推薦状発行業務など、進路に関わる業務が非常に多く、それに多くの時間
が割かれているケースがある。また、博士後期課程の修了者においては、企業に就職する
数が非常に少なく、全体の 1 割程度となっている。こうした背景には、キャリアとして企
業などへの就職や起業を選択するうえで必要となる情報が博士後期課程学生に不足して
おり、明確なキャリアパスをイメージできていないことが要因として挙げられる。 

［学生支援］ 

2 年生以上の学生には学生自身によるセルフケアの方法を定期的に周知する方法が少な
く、K6 の高得点を通知するメールを受け取ったり、中には生活に支障をきたすほど深刻な
状況に至ってから学生相談室につながるケースが少なくない。学生自身で自分の健康状態
を維持できること、悪化させないこと、また自身の不調に早く気付けるようになることが
重要であり、必要な情報やスキルの提供を大学側からも充実させることが求められている
が、その重要性への意識づけや提供方法に課題を残している。 

［修学支援・その他の支援］ 

教員・職員とも業務量に対する負担を感じている。学部長・各学部長補佐・室員、およ
び各学科から選出する大学運営に積極的に関わっている教員向けに実施した学内アンケ
ートでは（2023～2024年度にかけて実施）、自身のエフォートの合計を 100%とした場合の
各種業務の割合を確認したところ、10 年前の管理運営に対する業務量は 14.2%（平均）で
現状は 24.8%（平均）と 10 ポイント増加していることが確認できた。回答した教員が管理
運営に割く望ましいエフォートは 11.4%（平均）となっており、この調査から、教員がも
っとも時間を使いたいと考えている研究業務に力を割けていないという問題点を確認す
ることができた。職員については、他大学の学生課は奨学金・課外活動支援などの厚生業
務のみを行っているのに対して、本学の学生課では他大学が教務課や学部事務室で行って
いる業務も担っている。学生にとってはワンストップでの対応窓口となっている一方で、
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学生対応に必要な業務知識が幅広く、また他大学と比べて多くの学生が窓口に来課するほ
か、新型コロナウイルス禍以降は学生からの問合せメールも多く、職員にとって対応の負
担が大きい点が課題である。 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

［就職支援］ 

各学科・課程の就職担当教員の業務負担減については、推薦状発行業務をシステム化し、
学生の発行依頼からそのあとの事務手続き、推薦状の発行まで、一連の処理をデジタル化、
さらに推薦に関わる面談を就職担当教員から指導教員に変更するなどを整理し、大幅に省
力化することができた。また、企業からの訪問対応についても、一部の学科で効率化し、
省力化への試行を開始した。博士課程学生の企業へのキャリアパス意識の醸成については、
企業の博士号取得者によるパネルディスカッションの実施と、ジョブ型インターンシップ
推進協議会への加入によるインターシップ情報提供により、改善を試みている。 

［学生支援］ 

現在、コロナ禍を経て大学における学生支援の手法は IT を用いた遠隔支援が加わるこ
とで大きく転換したが、支援の方法が増えたことは好機であったと捉えることもできる。
特にオンラインでの遠隔対応が可能となったことで、旧来は登校できないことで心身の不
調が深刻化し孤立や退学に至りがちであった学生にも、教職員から遠隔で支援できるよう
になったことは画期的である。また、例えばオンライン授業で使用する Zoom ミーティン
グに自動文字起こしや要約機能が搭載されたことでノートテイクの補完となるなど、オン
ライン授業用ツールの導入により副次的な効果も見受けられ、大学側も最新の技術を駆使
した更なる学生支援の充実化を絶えず考えていくことが求められている。  

学生相談室および保健室の機能については、2024年度より担当部署名を学生・教職員健
康相談室からヘルス＆ウェルビーイング・トータルサポート室に変更し、従来のような罹
患者の処置だけでなく、疾病予防や健康増進にも並行して注力していくことを目標として
いる。2024年度後半からは、学生を対象としたオンライン動画提供による病気予防の啓発
や、学生同士の交流活性化とセルフケアの推進を目的としてカウンセラーをファシリテー
ターとするグループイベント開催を計画している。 

［修学支援・その他の支援］ 

本学では冒頭に示した学生支援の方針に基づき、各種施策を実施、実効あるものとする
ために活動をモニターし適宜改善を図っている。2023 年度の「学生自治会と大学教職員の
話し合い」においては、学生から履修者数の上限がある授業の履修方法について改善の申
し出を受け、2024 年度から学生自治会と教職員間でどのような仕組みにすれば学生の満
足度が向上するか、話し合いが継続中である。学生を巻き込みながらの運用改善は、今後
も継続していきたい。  

長年の懸案事項であった教員の事務作業負担を軽減し、より多くの時間を教育・研究活
動に割り当てられるように、2024 年度から事務依頼物を一元化して案件管理ができる仕
組みとしてクラウド型アプリケーションを利用したプラットフォームを構築した。先行導
入した工学部教員からは、従来のメールによる依頼では他のメールに埋もれて見逃すこと
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があり、後日該当メールを探すのに手間取っていたが改善したというフィードバックを受
けている。 

職員も本来業務の時間確保のために、学生課窓口が閉鎖中でも学生が用件を済ませられ
る以下の仕組みの導入を進めており今後も継続的に実施したい。  

・LINE チャットボット導入後の年度ごとの回答見直し  
・証明書自動発行機の時間延長（従来 9:00～19:00 を 7:00～22:00 に延長）  
・証明書学外発行サービス（コンビニ発行）の導入  
・デジタル学修歴証明書の発行【根拠資料 7-38（ウェブ）】 
・大宮キャンパスにおけるトレーニングジム利用のための講習会のオンライン化  
・成績に関する受付のフォーム化（従来は電子メール）  

全体のまとめ 

学生支援の方針に基づき、各種の施策を実施している。これらを実効あるものとするた
めに年度初めには年間の目標、行動目標を設定し、学内で共有している。また、学生の状
況を把握するために、様々なアンケートや調査、データを点検し、学生にとってより適切
な支援を行うことができるよう関係部署・センター、学研会議にて教職協働で定期的に検
討を行っている。また学生自治会からの申し出に対しても真摯に対応している。 

近年課題として捉えていた学生支援にかかる教職員の負担増を軽減するために、DX 化
（就職支援に関する一連の支援のデジタル化やクラウド型アプリケーションの導入など）
による省力化を進めており、今後効果の検証を進めていく。 

大学として支援対象である学生、また支援を行う教職員の双方に対して、最適な支援を
実施し続けることができるよう引き続き定期的な点検・評価を行っていく。 
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第8章 教育研究等環境 

評定 S 

基本情報一覧 

教育研究等環境の整備に関する方針 

資料名称 URL・印刷物の名称 

教育研究等環境に関する方針 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policie
s.html 

備考  

研究倫理、研究活動の不正防止に関する規程、方針等 

資料名称 URL・印刷物の名称 

学校法人芝浦工業大学 
研究活動に係る不正防
止に関する規程 

https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm000184
92.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%9
5%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%A
D%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%
E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%8
82021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.p
df 
 

学校法人芝浦工業大学 
公的研究費管理方針 

https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm000185
69.pdf&n=%E5%85%AC%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B
6%E8%B2%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E9%8
7%9D.pdf 
 

芝浦工業大学動物実験
規程 

https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=36&f=abm0000067
1.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%A
D%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%
AE%9F%E9%A8%93%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf 
 

芝浦工業大学生命工学
研究倫理審査委員会規
程 

https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm0000067
7.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%A
D%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%
B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%A
B%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%9
3%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf 
 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 教育研究等環境の整備に関する方針に基づき、学生の学習、教員の教育
研究活動に必要な環境を適切に整備していること。 

＜評価の視点＞ 
 教育研究等環境の整備に関する方針に基づき、学生の学習環境や教員の教育研究
環境を適切に整備しているか。 

 学生の学習や教員の教育研究活動の必要性に応じてネットワーク環境や ICT 機器

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018492.pdf&n=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B%EF%BC%882021%E5%B9%B44%E6%9C%88%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018569.pdf&n=%E5%85%AC%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%B2%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018569.pdf&n=%E5%85%AC%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%B2%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018569.pdf&n=%E5%85%AC%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%B2%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=803&f=abm00018569.pdf&n=%E5%85%AC%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%B2%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=36&f=abm00000671.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=36&f=abm00000671.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=36&f=abm00000671.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=36&f=abm00000671.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm00000677.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm00000677.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm00000677.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm00000677.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm00000677.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
https://www.shibaura-it.ac.jp/albums/abm.php?d=37&f=abm00000677.pdf&n=%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf
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を整備し技術的な支援を行う等により、それらの活用を促進しているか。 
 学生及び教職員の情報倫理の確立を図るために取り組んでいるか。 

教育研究等環境の整備に関する方針に基づき、学生の学習環境や教員の教育研究環境を適
切に整備しているか。 

本学の理念・目的の実現に向け、学生の学修及び教員の教育・研究活動を推進するため
に、教育研究等環境の整備・管理運営について次のような方針を定め、Web サイトで公開
している。 

施設・設備の整備 

学生の学修、及び教員の教育・研究活動を推進するために、十分な施設・設備を整備
し、その維持・管理を行い、安全・衛生を確保する。 

情報通信環境の整備 

１．学生の学修、及び教員の教育研究活動が円滑、かつ効果的に行えるようネットワ
ーク環境や ICT 機器等情報通信環境の整備・管理し、それらの活用を促進する。 

２．学生及び教員に対して、情報倫理に関する理解・促進するための研修を徹底する。 

図書及び学術情報の整備 

１．図書その他の学術情報資料を体系的に整備し、各学部・学科・課程・専攻におけ
る教育・研究活動の推進に努める。 

２．図書館には、専門的な知識を有する職員を含む人員を適切に配置し図書館サービ
ス及び学術情報サービスの向上に努める。 

３．学生の主体的な学びを支援できる環境、学生個人が学修に専念できる環境を整備
する。また、多様な学生のニーズに応えることができる学修環境の整備、学修のため
の資料提供を充実させる。 

教育研究環境の整備 

１．教育研究支援を行う本学の諸制度（「スチューデント・ジョブ制度」等）を充実・
改善させる。 

２．研究支援の強化、研究環境の改善、及び教員が十分な研究時間を確保するための
環境や制度を整備する。 

３．教員が、教育、研究、大学運営をバランスよく実行できる環境や制度を整備する。 

研究倫理遵守体制の整備 

学生及び教職員が、公正な研究活動、公的研究費の適正な執行を実現するために、研
究倫理に関わる指針・規則、教育体制を整備する。 

 

教育研究環境の整備について、全学的な情報環境（図書館を含む）の整備・維持は学術
情報センター/情報イノベーション部、研究環境の整備・維持については SIT 総合研究所/

研究推進部、施設設備の整備・維持は施設管財部で管理している。 

学術情報センター/情報イノベーション部は、基幹ネットワークの整備、学部・研究科の
授業をはじめとする多目的に利用できる PC 教室の運用管理を行っている。そのほか、学
生・教員が行う学修、教育、研究を支援する情報システムの開発なども行い、図書館機能
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と学術情報に関する分野を多方面から支援している。2017 年４月には、学修環境整備のた
め、全学統一した Learning Management System（学習管理システム：以下、「LMS」という）
およびポータルシステム （Scomb：スコーム）の運用を開始した。Scombは学内の学修シ
ステム全ての入口であり、本学の教員・職員・学生向けの学修支援システムである（図 8-

1）。LMSは、Scombに内蔵されている学修マネジメントシステムで、講義科目においてア
クティブ・ラーニングを推進するためのクリッカー、オンラインテスト、反転授業の支援
機能、学修成果と学修時間を保証するシラバスに基づいた学修時間の登録機能等を搭載さ
せている。導入後の 2018、2019 年には、教員の要望に応じて機能の追加を行った。 

 
図 8-1 本学の Scomb/LSMと SIT ポートフォリオの機能 

2021年度には文部科学省の「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」事業に
採択された【根拠資料 8-1（ウェブ）】。これによりラーニングアナリティクス対応の次世代
LMS（ScombZ）を導入し、学修成果を可視化できるポートフォリオを整備した。また、同
年度よりデジタル証明書の発行を開始し、現在はデジタルバッジを活用した各種証明の電
子化も進めている【根拠資料 8-2】【根拠資料 8-3】。 

教育研究等環境の整備として、クラウドの活用も行っている。2019 年 7 月より Google 

Workspace/Office365 の利用拡大を実施し、事務職員は Office365 の Outlook/SharePoint 

Online/Teams を活用した業務ができる環境を整備するとともに、クラウド利用時のデータ
の取扱いに関するガイドラインを策定した【根拠資料 8-4】。 

2019 年度末に始まった新型コロナウイルスのパンデミック時においては、LMS 環境が
整備されていたことや、Google Workspace/Office 365 の環境が整備されていたこと、また
2015 年度より、教職員が業務で利用する事務端末を VDI に変更していたことにより、オ
ンライン授業やテレワークを実施できる環境が整備されており、スムーズな対応を行うこ
とができた。一方で、急激なオンライン授業への移行に伴い、それまで利用していた授業
収録・配信システムのキャパシティが不足し、法人全体での Zoomの導入やMicrosoft Stream

での授業動画配信などの対応を行った【根拠資料 8-5】。2020年度当初よりオンライン授業
を始めたことにより、貸し出し用のノート PC を大学で 250台購入し、PC が自宅に無い学
生に対し貸し出しを行った【根拠資料 7-7】。また通信環境整備のために学生一人 6 万円の
支援（学費相殺）を実施した。 

教育研究環境の施設面、安全面の整備については、主に施設管財部が管理している。理
工系大学として、日常の安全や実験・研究に不可欠な化学物質や高圧ガスの取り扱い、実



 

 110 ｜第 8章 教育研究等環境  
 

験などの特殊な状況下での安全については、「安全の手引き」を日本語と英語で作成してい
る【根拠資料 8-6（ウェブ）】【根拠資料 8-7（ウェブ）】。リスクの高い実験室は、作業環境
測定を行い危険因子の除去に努め、2023年度から各研究室によるリスクアセスメントも開
始している。あわせて、有害物質などを使用する研究室の学生には年 2 回の特殊健康診断
を実施している。 

2022年に竣工した豊洲キャンパスの本部棟は、オープンラボという学科や研究室の境界
のない広い共用スペースが特色で、今まで不足していた建築模型などの製作の場としての
みならず、留学生を含む学生間の活発な交流の場として機能している。建築学部が研究棟
から新設した本部棟に移動したことに伴い、研究棟にできたスペースをラーニングコモン
ズや共用実験室などに整備した。大宮キャンパスについては、教育研究体制の改組に加え、
SDGs、脱炭素などを考慮したグリーンキャンパスの実現に向け、再整備を行っている【根
拠資料 8-8（ウェブ）】。新校舎は、2026年４月に供用開始を予定している。 

学生の学習や教員の教育研究活動の必要性に応じてネットワーク環境や ICT機器を整備し
技術的な支援を行う等により、それらの活用を促進しているか。 

ICT インフラについては、2017年 8月に大宮キャンパスのコアルータを刷新、2018 年 8

～9 月にかけ、大宮キャンパスのフロアスイッチを刷新した。2021 年度よりアフターコロ
ナ対策として、キャンパスでのオンライン授業の受講における Wi-Fi環境の整備を実施し、
2021年度に 205 台、2022年度に 266台、2023 年度に 248台を Wi-Fi6対応のアクセスポイ
ントに更新するとともに、2022 年に竣工した豊洲本部棟にも Wi-Fi6 のアクセスポイント
を 272 台設置し、学内全域において安定した Wi-Fi が利用できる環境を整備した。また、
併せて学内各所に電源コンセントを用意し、オンライン授業や研究に活用できる環境を整
えている【根拠資料 8-9】。 

学生及び教職員の情報倫理の確立を図るために取り組んでいるか。 

学生及び教職員の情報倫理教育に関しては、2020年度よりこれまで利用していた情報モ
ラルコンテンツ（Smiledu)から、INFOSS 情報倫理教育に変更し、情報倫理だけでなく、著
作権や個人情報保護法等の関連法規や情報セキュリティの実情を網羅したコンテンツに
切り替えた。【根拠資料 8-10】。また、オンライン授業等に参加の際に特に問題となりうる
肖像権等に関するオンライン教材を作成し、新入生すべてに受講させている【根拠資料 8-

11】。 

評価項目② 図書館サービス及び学術情報サービスを提供するための体制を備えて
いること。また、それらを適切に機能させていること。 

＜評価の視点＞ 
 教育研究等環境の整備に関する方針に基づき、図書その他の学術情報資料を体系
的に整備しているか。 

 図書館には、学生及び教員の利用のために、必要な専門的な知識を有する職員を
含む人員を適切に配置しているか。また、図書館等の施設環境が適切であるか。 
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教育研究等環境の整備に関する方針に基づき、図書その他の学術情報資料を体系的に整
備しているか。 

教育研究等環境に関する方針に則り、各学部・学科・課程・専攻における教育・研究活
動を推進するために、図書その他の学術情報資料を以下の通り体系的に整備している。 

まず、2024 年 5 月 1 日現在における蔵書数は、図書 22 万 2,457 冊、学術雑誌 2,027 誌
（和雑誌 1,064・洋雑誌 963）、電子ジャーナル 5,448 誌（国内 182・海外 5,266）、データベ
ース 28 種類（国内 16・海外 12）、電子ブック 2 万 8,863 タイトル（和書 2,380・洋書 2 万
6,483）である【大学基礎データ表１】。蔵書については、コロナ禍による電子化対応も後
押しとなり、ここ数年は紙媒体の蔵書から、電子資料を中心とした蔵書に変化している。
また、その他にコレクションとして「国宝・重要文化財建造物修理工事報告書」「鉄道資料」
「社史・校史」を継続的に収集・公開している【根拠資料 8-12（ウェブ）】。 

図書や資料は国立情報学研究所における NACSIS-CAT/CATP形式に対応した図書館シス
テムにより、分類・整理された状態で管理している。これらは OPAC による検索上の分類
だけでなく、各館の校舎に所属する学部、課程、学科の特色に併せた図書や資料の配架を
行うことで、所属学生の学術研究におけるニーズに合ったものを配置している。 

学術研究以外にも、就職活動支援の一環として、2018 年度から就職関連資料の収集に力
を入れている。就職関連資料は、電子ブック・書籍ともに貸出数は増加傾向である【根拠
資料 8-13】。 

図書館サービスの利用促進は、学修のための環境整備として欠かすことはできない。そ
のため、図書館のWebサイトを利用した積極的な情報発信や各種講習会・ガイダンスの利
用促進活動を実施している。また、リメディアル教育の一環として、各学科・課程から個
別に依頼があった場合は、図書館の利用方法など新入生に向けた説明会を実施している。
これに加えて、研究室からは研究分野に即した電子ジャーナルやデータベースの利活用に
関する説明会の依頼がある。 

各種サービスについては、利用状況などを収集・分析することで内容の見直しを実施し
ている。特に非対面で 24 時間利用可能な電子資料に関するサービスについては、特に利
用の促進に力を入れている。 

その他に就職活動支援として、館内のグループ学習室をWeb面接用の部屋として提供し
ているほか、図書館で契約している企業データベースのガイダンスをキャリアサポート課
と連携して実施している【根拠資料 8-14】。 

図書館には、学生及び教員の利用のために、必要な専門的な知識を有する職員を含む人
員を適切に配置しているか。また、図書館等の施設環境が適切であるか。 

図書館には、兼任職員 4名、委託職員 23 名を配置している。兼任職員には、情報イノベ
ーション部の職員を配置し、図書館と学内 ICT サービスの連携が可能な体制とした【根拠
資料 8-15】。委託職員のうち 18名は司書資格保有者である。また、英語対応可能な職員を
配置し、留学生への細かな対応が可能な体制としている。その他、JUSTICE による契約実
務者研修会などを適宜受講することで、専門知識の維持や最新情報の取得に努めている。 

学生による意見を反映させるために、教職学協働の取り組みとして図書館に学生スタッ
フを配置しているほか、年に 1度豊洲図書館と大宮図書館の両館で選書会を開催すること
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で、選書に対する学生・教職員からのニーズを直接反映できるようにしている【根拠資料
8-16（ウェブ）】。 

その他、学生団体の展示企画を図書館で実施し、関連書籍を含め紹介しているほか、図
書館利用満足度調査（アンケート）を毎年実施し、図書館のサービス面以外にも、施設・
設備に関する要望や、魅力的な図書館イベント等について調査を実施している。 

芝浦図書館は 2022 年 8 月のキャンパス移転に伴い豊洲図書館に統合され、現在は豊洲
図書館と大宮図書館の 2 館となっている。芝浦図書館の統合に伴い、豊洲図書館を約 1.5

倍の広さに拡張した。現時点で 2 館合計の専有面積は、5,180.8 ㎡、座席数は 820席である
【大学基礎データ表１】。館内は学生の多様な学びのニーズに対応するため、従来の個室以
外にグループ学習室を整備している。個室は 39室（豊洲 9、大宮 30）、グループ学習室は
13 室（豊洲 3、大宮 10）。それ以外に、豊洲図書館では拡張時に個人ブースを 20席新設し
ている。 

評価項目③ 研究活動に関わる支援、条件整備を通じ、研究活動の促進を図っている
こと。また、健全な研究活動のために必要な措置を講じていること。 

＜評価の視点＞ 
 研究に対する大学の基本的な考えに沿って、長期的な視点に立った支援や条件整
備を十分に行い、各教員の研究活動の活性化につなげているか（教員に対する研
究費の支給、研究室の整備、研究時間の確保、専門的な研究支援人材の活用等の
人的な支援、若手研究者育成のための仕組みの整備等）。 

 研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程を定め、かつ、学生も含めて研究倫
理の遵守を図る取り組みを行っているか。 

研究に対する大学の基本的な考えに沿って、長期的な視点に立った支援や条件整備を十分
に行い、各教員の研究活動の活性化につなげているか 

研究に対する基本的な考えや方針は、大学が設置する研究戦略会議において審議、決定
している。「Centennial SIT Action」（以下、「CSA」）において、研究は「知と地の創造拠点
―国際共同研究を通じた世界レベルの研究拠点形成と、地方自治体や中小企業との共同研
究を通じた地域連携と社会貢献を両輪とした推進―」と表している。その具現化に向けて
は、2016 年度に策定した「SIT 研究ビジョン」を 2022 年度に改定し、「研究活性化」、「公
的研究資金の獲得」、「産学連携・社会実装」「研究力強化組織体制」の 4つの重点項目と 15

の KPI を立て実現に向けて進めている。15 の KPI には、論文数や国プロ等の競争的資金
獲得金額、受託共同研究数や産学研究費、特許実出願件数などがある【根拠資料 8-17】。 

研究活動の支援組織は、主に「複合領域産学官民連携推進本部」「SIT 総合研究所」と、
研究推進や産学官民連携業務を所掌する事務組織「研究推進部」（2023年 10 月に「研究推
進室」から改称）がある。2022年 9 月には、豊洲キャンパス本部棟に産学官金による協創
の場、研究力強化や大学発ベンチャー支援の拠点として「ベイエリア・オープンイノベー
ションセンター」（BOiCE）を開設した【根拠資料 3-11（ウェブ）】。その推進役として研究
推進部の下に「オープンイノベーション推進課」を新設した。 
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〈研究費〉 

大学の研究費は、教育研究活動を維持継続するため学部や研究科に配分する経常経費予
算の他に、研究力強化や研究設備装置等の研究環境を整備するための特別経費予算がある。
特別経費予算は、学内公募型の研究予算としており、研究拠点形成や外部資金獲得支援等、
その使途や募集テーマを、毎年、研究戦略会議にて審議し決定している。 

競争的研究費等の獲得数向上に向けては、以下のような各種取組・支援を行っている。 

• 学内教職員による科研費の研究計画調書作成支援、委託業者によるレビュー 

• 申請書作成のための SD 研修 

• NEDO、JST、独立行政法人環境再生保全機構（ERCA）等、競争的研究費の配分機関
等による、学内向け事業説明会の企画・実施 

産学研究費の大型化を目指し、組織対組織による、複数年度に渡る比較的大規模の共同
研究を実施する共同研究講座制度がある【根拠資料 8-18】。文部科学省の「産学官連携によ
る共同研究強化のためのガイドライン」に基づく戦略的産学連携経費や、間接経費料率の
見直しも行っている。 

2019 年に、本学の研究力向上と重点領域研究の推進を目的に「S-SPIRE 事業」（SIT 

Supporting Program for Innovative Research）を創設した。複数の学部・学科の教員で構成す
る研究プロジェクトへ、複数年にわたり研究費を配分している。また「芝浦工業大学複合
領域産学官民連携推進本部規程」では、担当の研究コーディネーターを配置することがで
きるものとし、進捗を支援している【根拠資料 8-19】。 

〈研究室の整備、研究設備〉 

研究室については、専任教員毎に研究室を整備している。研究分野や受け入れている学
生数によって教員毎の研究スペースのニーズは異なること、また教育研究用スペースのひ
っ迫が予想されたため、2023 年度に学部共⽤室を教学共⽤スペースとして確保し、研究戦
略会議の議を経て共通研究スペース等として転⽤することを理事会で承認した。課⾦制の
共通研究スペースは、共同研究講座・⼤型国プロ等のプロジェクト⽤スペース、重点⽀援
教員（創発研究フェロー、若⼿研究者等⽀援）向け研究スペース、⼤学院⽣⽤研究スペー
ス（外部資⾦を有し、多数の⼤学院⽣を抱える研究室を⽀援）などのニーズに対応してい
る。 

教員 1人が持つ予算では購入できないような大型研究設備装置の取得にあたっては、需
要調査を行い、調査結果を踏まえ、SIT 総合研究所共通機器センターで中長期の購入計画
を立て購入している。購入した機器は、共通機器としてセンターに設置し、大学が維持管
理を行っている。コロナ禍を機に、事前講習のオンデマンド化やエックス線教育訓練をオ
ンラインに対応、入退管理を Google フォームで行うなど、効率的に実験に臨めるような体
制を整えている【根拠資料 8-20（ウェブ）】。 

〈専門的な研究支援人材の活用等の人的な支援、研究時間の確保〉 

研究支援を強化するため、専門的な研究支援人材を擁する、SIT 総合研究所研究者支援
センターを 2023 年度より設置している【根拠資料 8-21（ウェブ）】。また研究推進部では、
研究コーディネーター/URA を配置し、企業などからの技術相談、マッチング、競争的資
金の申請に関わる支援、採択後の研究推進マネジメント、知的財産の活用など、研究の入
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口から出口までをトータルにサポートしている。RA（リサーチアシスタント、博士（後期）
課程学生）、共通機器センター学生スタッフ（学部生以上）、BOiCE が行う事業への支援業
務を行う ISS（イノベーション・スチューデントスタッフ）など、学生スタッフによる研
究補助制度も整備している【根拠資料 8-22】。 

研究力の高い教員をより積極的・直接的に支援する施策として「創発研究フェローの称
号の付与に関する規程」「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出に
関わる規程」（以下「PI 人件費規程」）、「研究以外の業務の代行に対する競争的研究費の直
接経費からの支出（バイアウト制度）に関わる規程」（以下「バイアウト規程」）を 2023年
度に制定した【根拠資料 8-23】【根拠資料 8-24】【根拠資料 8-25】。「創発研究フェローの称
号の付与に関する規程」は、JST「創発研究支援事業」もしくは同等の事業に採択された、
優れた研究力を有する研究者に付与する称号である。「創発研究支援事業」は創発的研究を
推進するため、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的で多様な研究に、研究
者が専念できる環境を確保しつつ長期的に支援するものである。所属機関がこれらの研究
の遂行にふさわしい環境を確保することも重要であることから、同規程を制定し、重点的
にURAによる伴走支援などを行うこととした。PI人件費規程やバイアウト規程によって、
研究パフォーマンスの向上や研究活動時間の拡充を期待している。 

育児・介護で教育研究活動が制約される教員には、研究時間を確保して育児・介護と研
究の両立と研究水準を維持するために、教育研究支援員を配置する制度を設けている【根
拠資料 8-26（ウェブ）】。またより多くの時間を教育・研究活動に割り当てられるように、
2024 年度から事務依頼物を一元化して案件管理ができる仕組みとしてクラウド型アプリ
ケーションを利用したプラットフォームを構築した。2024 年度 4 月から工学部で先行導
入、10 月からはその他の学部・研究科で導入を始めた。先行導入した工学部教員からは、
事務依頼物に対する処理の状況が改善したというフィードバックを受けており、今後も点
検・改善に努めていく。 

〈若手研究者支援制度〉 

「SIT 研究ビジョン」の見直しと並行して、若手研究者の育成、優秀な研究人材の確保を
目的とした研究者支援制度の構築に着手した。大型研究プロジェクトに参画する若手研究
者を本学の教員として雇用し、エフォートの 20％を自発的な研究活動等に充てることがで
きる「プロジェクト研究教員制度」、本学の研究力向上と各分野の科学技術イノベーション
に寄与することを目的とした「特別任用研究員制度」を 2021 年度に制定した【根拠資料 8-

27】【根拠資料 8-28】。また、2024年度より日本学術振興会・研究環境向上のための若手研
究者雇用支援事業に登録し、特別研究員-PD 等を雇用している【根拠資料 8-29（ウェブ）】。 

研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程を定め、かつ、学生も含めて研究倫理の遵守
を図る取り組みを行っているか。 

本学においては、「学校法人芝浦工業大学研究活動に係る不正防止に関する規程」を定
め、研究活動や研究費の取り扱いに係る不正を防止すること等を目的に、研究活動不正防
止委員会を設置し、研究者等に対する学術研究倫理についての周知、研修、教育等を実施
している【第 8章基本情報一覧】。実施の主な内容としては以下のとおりである。 

１． コンプライアンス説明会及び研究倫理教育研修会の実施 
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一年に各１回、コンプライアンス説明会を７月頃（同一内容を 2回実施）、研究倫理教育
研修会を 12 月頃に行っている【根拠資料 8-30】【根拠資料 8-31】。 

コンプライアンス説明会は、研究不正とは何か、などの基本的な内容について周知を図
る機会とし、他大学で発生した実際の不正事例の紹介や学内のコンプライアンス遵守のた
めの取組や体制の説明等を実施している【根拠資料 8-32】。 

研究倫理教育研修会については、教職員の研究倫理意識醸成を図ることを目的に、毎年
現状の研究倫理に関する動向を踏まえたテーマを設定、日々の研究活動や学生指導にも実
践できるような内容とし、自分事として理解が深まるような構成としている。過去に実施
したテーマには、「科学者の Well-being のための志向倫理」「研究活動の品質管理における
留意点-「意図しない研究不正」をどう防止するか-」などがある。 

なお、いずれの説明会も 2020 年に COVID-19 対応のため、初めてオンラインのみの開
催とした。感染症感染防止のための対応ではあったが、一方で会場への移動がなく説明会
の出席が可能となったことで、参加者の負担軽減が図れたこともあり、次年度以降もオン
ラインのみの開催を続けている。また、説明会当日の録画を一定期間視聴できるオンデマ
ンド教材として提供することとし、対象者ができるだけ複数の研修機会を得られるよう配
慮している。 

２．研究倫理教育プログラム e-APRIN または学生向け研究倫理リーフレットによる研究倫
理教育実施 

全学的な研究倫理教育の柱として、一般社団法人公正研究推進協会（APRIN）の提供す
る、研究倫理 e-learning プログラムの e-APRIN を採用、全専任教員（特任教員含む）、研究
費を取り扱う職員及び公的研究費による研究課題に参画する大学院生・学生を対象とし履
修を義務付けている。その他、一部の学科については授業等教材として活用している【根
拠資料 8-33】。また、学生に向けては本学作成の「研究倫理リーフレット」ならびに国立研
究開発法人科学技術振興機構（JST）が提供している教材「責任ある研究活動（パンフレッ
ト）」、「研究費の不正使用の防止について（パンフレット）」を活用し、入学時ガイダンス
等にて広く研究倫理について周知を行っている【根拠資料 8-34】【根拠資料 8-35】【根拠資
料 8-36】。 

なお、e-APRIN については、毎年当年度入職の教員に対して規定のコース修了を必須と
している。また、4 年に一度、教職員全員を履修対象とし規定の単元を再受講、基本知識
の再確認を求めている。直近では 2022年度に実施、対象者 572 名のうち、534 名が規定コ
ースを修了した。また、安全保障貿易管理の徹底についても組織的に対応を実施している。 

評価項目④ 教育研究等環境に関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向
けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 教育研究等環境に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や
成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、教育研究等環境に関わる事項の改善・向上に取り
組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 
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教育研究等環境に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果が上
がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

将来に向けた大学の理念・目的の実現を目的に、学校法人全体の課題や現状の実施状況
についての共通認識を持つために全学会議を開催し、それぞれの組織が定期的に実施して
いる点検・評価の結果を踏まえて、各組織に関わる改善・向上に取り組むべき事項を具体
的な目標として定め全体で共有している。全学期首会議（４月開催）では、前年度までの
実績と当該年度および中長期の目標を発表・共有し、10月の全学期中会議で中間報告を行
っている。DX 担当理事、情報イノベーション部情報イノベーション課、図書館、研究担
当理事、研究推進部、施設担当理事、施設管財部についても、教育研究等環境に関わる目
標と実績を会議で発表・共有している【根拠資料 8-37】。例を挙げると、2024 年度全学期
首会議において、研究担当理事は 2027年度目標値に対する各種KPIの達成度合いの数値、
CSA のこれまでの達成状況について報告し、どの課題についてさらなる推進が必要なのか
の共有を行っている。 

本学は「創立 100 周年を迎える 2027 年にアジア工科系大学のトップ 10 に入る」という
目標を設定し、これに関する取り組み課題を CSA として学内で共有している【根拠資料 1-

10（ウェブ）】。毎年度、学長室、各学部、研究科、各センター等の機関は、CSA の諸施策
を行動計画に落とし込んでいる。学術情報センター（情報イノベーション課、図書館）、SIT

総合研究所についても、中長期の行動計画を確認しつつ、単年度の行動計画を策定し、学
部長・研究科長会議、大学会議等を通じて定期的にその進捗、達成状況に関する情報を共
有して横断的な検証を行っている【根拠資料 1-11】【根拠資料 1-12】。 

点検・評価の結果を活用して、教育研究等環境に関わる事項の改善・向上に取り組み、効
果的な取り組みへとつなげているか。 

教育研究等環境の点検を効果的な取り組みへとつなげた例として、学生、教職員のテナ
ント統合がある。本学で利用している Microsoft 365 は、これまでは学生・教員用と事務職
員用のテナントに分かれており、円滑なコミュニケーションが難しい状況であることが課
題となっていた。これを解消するため、2023 年度にテナントの統合を実施し、学生・教職
員間で Microsoft Teams、SharePoint、OneDrive などクラウドサービスを利用した円滑なコ
ミュニケーションが行える環境を整備した。 

研究推進に関する取り組みは、研究戦略会議や不正防止委員会等の定期的に開催する会
議体で進捗確認や状況を共有し、その議論の中で課題があれば解決策を検討するなどして
改善につなげている。研究ビジョンの達成状況は毎年自己点検・評価を実施しており、外
部評価委員会からも評価を受けている。これらを通じて PDCA サイクルを回し、改善向上
に向けた取り組みができている。 

また本学は、毎年全学で自己点検・評価を行い、自己点検・評価報告書を作成・公表し
ている。教育研究等環境についても毎年点検・評価を実施し、外部評価委員会の評価を経
て、次年度の全学期首会議、CSA の目標設定、改善・向上につなげている。 
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2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

「SIT 研究ビジョン」の KPI 達成に向けて、研究者支援制度や研究費や組織体制に関する
新たな取り組み等を講じることで、15 の KPI の内 11 は前年度より上昇している。特に国
プロ獲得額や産学研究費の伸びが顕著である。 

図書館の提供サービスについては、教職学協働の方針により、利用者目線を反映できる
PDCA サイクルが形成できているといえる。 

文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」や「研究活
動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に対応し、競争的研究費等の運営・
管理に関わる責任体系を明確にし、また監査室との連携を強化し、研究不正の根絶に向け
て取り組んでいる。 

分析を踏まえた問題点 

ICT 環境は目まぐるしく発展をしており、環境の変化に追従していく必要がある。その
ためにはシステムはより柔軟に変化に対応できなければならない。これはコロナ禍におけ
る急激な環境変化に対応できたものと出来なかったものがあったように、古いシステムほ
ど柔軟性がなく急激な変化に対応できないものが多い。旧来のシステムは今後の環境の変
化に対応できるよう、より汎用的で柔軟なシステムに刷新していく必要があり、学務シス
テムをはじめとした古いシステムの刷新を進めている。 

図書館の提供サービスについては、就職支援だけでなく、価格高騰する電子資料の問題
や今後必要とされる論文の OA 化対応など、研究推進部を中心とした関連他部署との連携
が今まで以上に必要である。 

研究活動が活発に行われる一方、学術情報のオープン化や研究インテグリティの確保に
係る対応など研究を推進する上で果たすべき義務も増えている。それらに対して不足なく
対応していくことが今後の研究活性化の前提となるため、組織的な対応を進めるべく、制
度・体制整備の必要がある。 

 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

2021年度の入学生より必携 PC（BYOD）を実施し、一般教室でも PC を利用した授業が
実施できるようになったことから、PC 教室に対するニーズに変化が生じている。2024 年
度 8 月に豊洲 PC 教室は、その約半数にあたる PC 講義室を外部モニターのみを設置した
教室とし、残りの半数の PC 実習室は CBT（Computer Based Test）が実施できる教室 PC 実
習室として整備した。学生の BYOD 端末を活用すると共に、CBT を活用した試験の実施
を可能とし、AI による不正検知機能や、オンラインでの試験監督により、試験監督作業の
効率化を実施できるよう環境整備を推進していく予定である。 

図書館においては、従来型のサービス提供を維持しつつ、新たな問題に対応する体制構
築が必要である。まずは、OA に関する各種ポリシーの整備を全学的に実施する取り組み
として、部署を超えたタスクフォースの設置を行うことで問題の改善を図る。 
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「SIT 研究ビジョン」の KPI は、CSA に掲げる課題達成に向けた指標であり、その達成
に向けては、関係諸会議や自己点検・評価を実施し、強化や新たに取組が必要な項目を見
出し、改善を進めている。創立 100周年の 2027 年度を直近のゴールとしているが、KPIの
進捗確認のみに留まらず、研究活動の主体である教員の意見や研究活動動向などを適時
KPI に反映させ、研究支援を強化するための指標として継続的に機能させ研究力強化に向
けて取り組む。 

全体のまとめ 

教育研究等環境に関する方針に則り、学生の学修及び教員の教育・研究活動を推進する
ために、教育研究等環境の整備・管理運営に努めている。本学では、学生の学修及び教員
の教育活動が円滑に行えるように環境を整備しているだけでなく、その環境を利用してよ
り効果的な学びを提供できるよう PDCA を回して、環境の改善に努めてきた。本学は特に
ICT 環境の整備に力を入れており、これにより、コロナ禍においても、教員・職員・学生
の協働によりスムーズな対応を行うことができた。研究についても若手研究者の育成、優
秀な研究人材の確保を目的とした研究者支援制度の構築を 2021年度より進めるなどして、
環境の整備を進めている。大学の施設については、2022年度の豊洲キャンパス本部棟の竣
工、芝浦キャンパスの移転をはじめ、2026 年度完成予定の大宮キャンパス再整備（O-

CAMP2027計画）などを進めているが、これらは学生・教員の教育環境の改善、社会貢献
活動、学外連携を視野に入れた整備となっている。 
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第9章 社会連携・社会貢献 

評定 S 

基本情報一覧 

社会連携・社会貢献に関する方針 

資料名称 URL・印刷物の名称 

社会連携/社会貢献に関する方針 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_poli
cies.html 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関す
る取り組みを実施していること。また、教育研究成果を適切に社会に還
元していること。 

＜評価の視点＞ 
 社会連携・社会貢献に関する方針のもと、学外機関、地域社会等との連携、大学
が生み出す知識、技術等を社会に還元する取り組みを行っているか。 

 社会連携・社会貢献に関する取り組みにより、地域や社会の課題解決等に貢献し、
大学の存在価値を高めることにつながっているか。 

社会連携・社会貢献に関する方針のもと、学外機関、地域社会等との連携、大学が生み出
す知識、技術等を社会に還元する取り組みを行っているか。 

建学の精神に基づき、本学の社会連携・社会貢献に関する方針を以下のとおり定め、Web

サイトで公開している。 

産学官民連携 

学外の企業、自治体、市民組織、教育・研究機関、金融機関、地域社会と連携する
「教育・研究・イノベーションの三位一体推進」によって、大学が生み出す知識、技術
等を社会に還元していくと共に、大学（教員・学生）と学外の組織・地域の双方にメ
リットのある活動を展開する。 

知の創造と社会課題解決に向け、学内・学外のアントレプレナーシップの素養を持
ち、次世代ニーズに対応できる実用的な知識と技術を併せ持つ実践的な人材育成・リ
カレント・リスキリングを進めるとともに、その取り組みの中から生まれる新しい技
術、アイデアを形にし、社会実装や新規事業創出に貢献することで、イノベーション
創出を実現する。 

 

地域社会との協働 

地域と共にある大学として、教育、文化、産業、まちづくり、SDGs 等に関する諸活
動において、地域社会と協働・連携することにより、大学と地域が共に価値を高め合
う仕組みづくりと、持続可能で活力ある地域社会の実現を目指す。 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
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本学の知的・人的資源を活用して、市民に対する生涯学習の機会を拡大すると共に、
地域との信頼関係を構築し、地域社会の問題解決に貢献する。 

 

国際社会への貢献 

建学の精神を 21 世紀に受け継ぐ教育の理念として「世界に学び、世界に貢献する
グローバル理工系人材の育成」を掲げ、人材育成という観点からも国際社会に貢献す
る。 

諸外国の大学・企業・政府と文化・経済・科学技術における連携を推進することで、
国際的な相互理解と異文化交流を、学生、教職員、地域の市民や企業、自治体も含め
て実現する。 

同時に、研究成果の国際的な発信と、国際的な共同研究を活性化する。 

 

以上のような方針を実現するために、既に設立し活動している複合領域産学官民連携
推進本部、SIT 総合研究所、地域連携・生涯学習センター、グローバル推進本部、SDGs

推進室において、定期的に点検・評価し、更なる改善・向上を図る。 

 

本学では、国内の学外機関、地域社会等との連携に関わる取り組みについては主に複合
領域産学官民連携推進本部、地域連携・生涯学習センターを中心に実施している【根拠資
料 8-19】【根拠資料 9-1】。2009 年度に「複合領域産学官民連携推進本部」を設置し、企業
や自治体・地域などの連携体制構築に努めている【根拠資料 9-2（ウェブ）】。さらに 2013

年度に文部科学省「地（知）の拠点整備事業」（COC 事業）の採択を契機に、特に地域と
の連携体制を強化した。建学の精神「社会に学び社会に貢献する技術者の育成」、社会連
携・社会貢献に関する方針のもと、「地域とともに生き、地域とともに学生を育む実践教育
の場」として COC 事業をとらえ、地域の知的基盤としての役割を果たす大学となること
を目指し、キャンパスが立地する江東区・埼玉県（さいたま市）・港区（事業実施当時）を
中心に教育・研究・社会貢献（イノベーション）が一体となった具体的な地域連携の取り
組み「COC プロジェクト」を推進した【根拠資料 9-3（ウェブ）】。2017 年度の補助事業終
了後も、大学独自で予算を計上し、地域課題解決を目的とした活動を支援する取り組みを
継続している。2023 年度に選定されたプロジェクトは 9件で、連携先地域は、東京都、埼
玉県、栃木県、福島県他一都 5県、12 市区町村である。2024年 3月には、知と地の創造拠
点フォーラムを開催し、その中で成果報告会を行った【根拠資料 9-4（ウェブ）】【根拠資料
9-5（ウェブ）】。地域社会等との連携例として、豊洲エリアでは、近隣企業と連携してまち
づくりを推進する「豊洲２・３丁目地区まちづくり協議会」や豊洲地区の水辺の賑わいを
通じて近隣住民相互の連携を図る「豊洲運河ルネサンス協議会」の活動を通じて「豊洲水
彩まつり」を開催している【根拠資料 9-6（ウェブ）】。また、地域の子供たちの郷土愛を育
む活動として「豊洲小学生絵画コンクール」や、総合的な学習における出張授業を実施し
ており、近隣小学校と連携した活動を積極的に行っている【根拠資料 9-7（ウェブ）】。 

これまでに連携協定を締結した主な連携活動実績のある組織は以下の表 9-1 のとおりで
ある。2023 年度の事例として、UR 都市再生機構との協定締結がある。2023年 9 月独立行
政法人都市再生機構（東京東・千葉地域）と包括連携協定を締結した【根拠資料 9-8（ウェ
ブ）】。 UR 都市機構、地域関係者とも連携しながら、豊洲地域の「ミクストコミュニティ」
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の形成や持続可能な地域コミュニティの活動活性化、社会的な孤独、孤立の解消への支援
等に取り組むことを目的としている。2024 年度は、4 名の教員がプロジェクトに参画し活
動を行っている。UR 都市機構との協働としては、埼玉県を拠点とした活動も行っており、
上尾市原市団地にはサテライトラボを設置し 10年を迎えた【根拠資料 9-9（ウェブ）】【根
拠資料 9-10（ウェブ）】。 

 連携協定先 連携活動先 

自治体など 江東区、港区、埼玉県、
さいたま市、那須町、
妙高市など 

東京都中小企業振興公社、大田区（大田区産
業振興協会）、墨田区、豊洲スマートシティ
連絡会・推進協議会、川崎市、埼玉県産業振
興公社、さいたま市産業創造財団、那須塩原
市など 

大学、研究機関など 東京都立産業技術研
究センター、香川大学
など 

産業技術総合研究所、東京理科大学、東京電
機大学、金沢大学、愛知工業大学、大阪工業
大学、福岡工業大学、広島工業大学、東北工
業大学、神奈川工科大学、福井工業大学、北
海道科学大学など 

企業・金融機関など 東京東信用金庫、埼玉
縣信用金庫、城南信用
金庫、（株）IHI、UR 都
市再生機構、NEC ネッ
ツエスアイ株式会社
など 

三菱 UFJ銀行、日刊工業新聞社、高久産業、
㈱ミヨシ、埼玉りそな銀行、SCSK（株）、清
水建設㈱、㈱きらぼし銀行など 

表 9-1 連携活動実績のある主な組織 

 

大学としての組織的な学外機関、地域社会等との連携に加え、本学では教員による連携
活動も活発である。連携活動は、教員の研究活動において実施されるもの、大学と地域と
の包括協定により実施するものに加え、産学官連携コーディネーターが大学の立地する江
東区・埼玉県・さいたま市や、その他の自治体と関係構築に努め、自治体からの協力要請
や情報提供に対し教員をマッチングさせ取り組んでいるものなどがある。近年の教員によ
る主な連携活動は以下表 9-2 のとおりである。 

連携地域 活動/イベント 

江東区 • 豊洲スマートシティ推進協議会【根拠資料 9-11（ウェブ）】 

• 豊洲とよよんマルシェ出店【根拠資料 9-8（ウェブ）】 

• COC イベント「くむんだー（伝統木造建築の技術を体験する木育
玩具）」【根拠資料 9-12（ウェブ）】  

• 豊洲みらいプロジェクト【根拠資料 9-13（ウェブ）】 

港区 • SKDs学びのまちプロジェクト 【根拠資料 9-14（ウェブ）】 
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連携地域 活動/イベント 

• 防災展【根拠資料 9-15（ウェブ）】 

墨田区 • すみだテクノプラザプロジェクト活動【根拠資料 9-16（ウェブ）】 

埼玉県 • 産学連携による技術開発力向上支援事業 【根拠資料 9-17（ウェブ）】 

さいたま市 • さいたま市高度ものづくり人材育成支援事業【根拠資料 9-18（ウェ
ブ）】 

• さいたま市経済局 女性アスリートに多い怪我の予防の研究【根拠
資料 9-19（ウェブ）】 

• e スポーツイベント連携  東日本連携 eスポーツイベント【根拠資
料 9-20（ウェブ）】 

• さいたま市「学生政策提案フォーラム inさいたま」【根拠資料 9-21
（ウェブ）】 

• さいたま市「大学による地域の課題解決・活性化支援事業等補助金
事業」【根拠資料 9-22（ウェブ）】 

• さいたま市「スマートシティ推進事業」【根拠資料 9-23（ウェブ）】 

• さいしんコラボ産学官「開放特許を活用した学生アイデア発表会ｉ
ｎ埼玉」【根拠資料 9-24（ウェブ）】 

妙高市 • 集客拡大・居場所づくりに関する研究【根拠資料 9-25（ウェブ）】 

表 9-2 教員による主な連携活動 

 

地域への貢献として、地域連携・生涯学習センターにおいては本学の教育・研究成果を
地域社会に還元するため、全ての世代に学びの場を提供することを目的とした公開講座や
近隣企業や自治体等と連携した特別講座やイベント等の実施をしている【根拠資料 9-26

（ウェブ）】。一般の方を対象としたオープンカレッジ（一般向け公開講座）や子供を対象と
した STEAM プログラムを展開している【根拠資料 9-27（ウェブ）】。また特別講座として、
近隣企業や自治体と連携した「豊洲みらいプロジェクト」、「みなと区民大学」「ロボットプ
ログラミング教室」等を実施している【根拠資料 9-28（ウェブ）】。 

また、本学の強みを生かしたリカレント教育（履修証明プログラム）を実施している。
文部科学省が「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」において、大学の
役割としてリカレント教育の展開について提言していることを踏まえ、職業人を対象とし
た職業向け教育、履修証明プログラムを実施している【根拠資料 9-29（ウェブ）】。大学院
科目による社会人リカレント教育では、企業ニーズを取り入れた大学院科目の設置や単位
取得による大学院教育に準ずる質保証を行い、特徴的なリカレント教育を展開している。
現在は、橋梁技術専門コースと技術経営・イノベーション専⾨コースを開講している。こ
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の取り組みは、2023年度に文部科学省「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレ
ント教育推進事業」に採択を受けている【根拠資料 9-30（ウェブ）】。 

本学は、建学の精神を 21世紀に受け継ぐ教育の理念として「世界に学び、世界に貢献す
るグローバル理工系人材の育成」に読み替えているように、社会連携・社会貢献に関する
方針においても国際社会へ貢献することを明記している。本学では、国外の教育・研究機
関等との交流に関する事項については主に教職員で組織される国際交流センターを中心
に実施している【根拠資料 9-31】。従来本学の強みを活かしたグローバル化に注力してい
たが、2014年に国際化拠点整備事業費補助金「スーパーグローバル大学創成支援事業（タ
イプＢグローバル化牽引型）」（以下、SGU 事業）に採択され、本学のグローバル化はより
促進された【根拠資料 9-32（ウェブ）】。 

本学は、政府間のプログラムなどに積極的に参加し、発展途上国・新興工業国への人材
育成やイノベーションの創出、SDGs 達成のための諸活動を推進してきた【根拠資料 9-33

（ウェブ）】。これまでに参画したプログラムは表 9-3 の通りである。 

プログラム名 実施期間 概要 

マレーシアツイニ
ングプログラム 

1995～継続中 マレーシア政府が円借款を活用して開始した、本学
で最も古い、留学生受け入れプログラム。円借款は
2011年に終了したが、事業は現在も少しずつ形を変
えながら「マレーシア日本高等教育事業」として継
続している【根拠資料 9-34（ウェブ）】【根拠資料 9-

35（ウェブ）】 

国境なき科学 
 

2013～2016 ブラジル政府留学生派遣事業。ブラジル政府が推進
した 10 万人の理工系学生を海外に派遣し育成する
政策。日本では 2013 年度から実質的な受け入れが
始まり、この政策が終了する 2016 年度までに本学
は国内最多の 162 人を受け入れた。プログラム終了
後も、これまで培ったコネクションにより、毎年ブ
ラジルからの留学生の受け入れがある。 

ABE イニシアティ
ブ  

2014～継続中 アフリカの大学院生を対象とした学位取得プログ
ラム。アフリカ諸国で産業開発を担う優秀な若手人
材を受け入れ、英語を原則とする修士課程教育と企
業見学やインターンシップ実習を組み合わせたプ
ログラム【根拠資料 9-36（ウェブ）】。 

イノベーティブ・ア
ジア 

2017～2020 アジアの大学院生を対象とした学位取得プログラ
ム。アジア諸国の高度産業人材の育成とイノベーシ
ョンの促進を実現することを目的としている【根拠
資料 9-37（ウェブ）】 

表 9-3 これまでに参画した政府間プログラム 

本学は、日本と東南アジアに軸足を置いた産学連携アライアンス「GTI コンソーシアム
（Global Technology Initiative Consortium）」を 2015年 12 月に設立した。産業界・政府関係機
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関・高等教育機関など 244 の加盟機関（2024 年 7 月末現在）とともに、SDGs の各目標を
達成するためのイノベーション創出や、人材育成と輩出を目的とした諸活動を行っている
【根拠資料 9-38（ウェブ）】。 

国際機関やネットワークにも積極的に参加している。本学は、2019 年よりアジアの大学
を中心とした工科系国際連携機関である ATU-Net に加盟している。9 か国 31 大学が参加
（2023年 4月現在）しており、日本では本学が唯一加盟している。2022年度には加盟大学
と共に、全 14 回のオンライン共同講義を運営するなど、学生間の交流も活発に行ってい
る。また 2018 年には、世界の工科系大学ネットワークである World Technology Universities 

Network（WTUN）に加盟した。15 か国 20 大学が参加（2023年 4 月現在）している。活動
内容は SDGs への貢献にフォーカスしており、研究や学生交流の活発化を目標にしている
【根拠資料 9-39（ウェブ）】。 

本学の国際的な教育研究交流事業の特徴として、グローバル PBL（Project Based Learning）
の実施がある【根拠資料 1-3（ウェブ）】。アクティブ・ラーニング教育の一環として、従来
から展開してきた PBL を発展させて、国内外の協定校・企業・行政機関等と連携してグロ
ーバル PBL を実施している。グローバル PBL による学生の海外派遣者数は、2012 年度 59

名から 2018 年度 849 名に大幅に増加し、コロナ禍を経て 2023 年度は 667名となっている
（オンライン受講者数は除く）【根拠資料 9-32（ウェブ）】。 

また「グローバル人材育成センター埼玉」（事務局：公益財団法人埼玉県国際交流協会）
にも加盟し、他の埼玉県内大学、企業、公共団体とともに、地域と留学生が交流するイベ
ントの活性化に協力している。【根拠資料 9-40（ウェブ）】  

社会連携・社会貢献に関する取り組みにより、地域や社会の課題解決等に貢献し、大学の
存在価値を高めることにつながっているか。 

 2022年まで芝浦キャンパスを設置していた港区、1966 年に開設した大宮キャンパスが
あるさいたま市、2006 年に開設した豊洲キャンパスがある江東区を中心に、地域の知的基
盤としての役割を果たす大学となることを目指し、教育・研究・社会貢献（イノベーショ
ン）が一体となった地域との連携を進めてきた。 

2022年 4月には、さいたま市、国立大学法人埼玉大学、東京電力パワーグリッド株式会
社埼玉総支社と本学（大宮キャンパス）の 4者は、全国の自治体を対象に募集していた「脱
炭素先行地域」に共同提案し、「脱炭素先行地域」の一つとして選定された。本学は、全学
体制でカーボンニュートラルに向けた取り組みを推進しているが、大宮キャンパスでは特
に地域連携を通して本学の知識・技術を活かした脱炭素社会の実現への貢献に取り組んで
おり、本学の存在価値を高めることにもつながっている【根拠資料 9-41（ウェブ）】。また、
キャンパスが所在する地域だけではなく、その他の地域においても地域貢献に関する連携
活動を実施し、一部の地域とは協定も締結している【根拠資料 9-42（ウェブ）】。 

2017年度に COC 事業は終了したが、2024 年現在まで学内のプロジェクト助成金である
教育改革研究活動助成の地域志向分野において、各種 COC 関連プロジェクトを支援し続
けている。2023年度に実施した主な地域志向プロジェクトは以下の表 9-4のとおりである。
各地で連携プロジェクトを実施しており、連携地域のメディアに取り上げられるなど大学
のプレゼンスの向上に貢献している。教育改革研究活動助成については、毎年「特別教育・
研究報告集」の一部として活動報告をまとめ、大学 web サイトで公表している【根拠資料
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6-20】。なお、2024 年度に実施したプロジェクトについては 2025年 6月頃に報告集をとり
まとめて web公表をする予定である。 

プロジェクト名 連携地域 

知的創造の担い手となる人材育成のための産学官連 
携スキームの開発 

埼玉県、さいたま市、川口市、姫
路市，那須地区・那須町、神戸市 

江東内部河川・運河の活用とコミュニティ強化 東京都江東区・中央区、福島県南
会津町 

地域に貢献できる大学パブリックスペースの提案 江東区 

「木のジャングルジム」を応用した伝統木造構法の現
代的実践適用について 

豊洲 

地域志向活動型アクティブ・ラーニングのカリキュラ
ムマネジメントと SDGs 達成に向けての地域課題解
決策の実践 

墨田区、上尾市、さいたま市 

AR スポーツを活用した地域高齢者活性化プロジェク
ト 

さいたま市 

SDGsマインドを持った人材育成のための地域連携・
学校連携型合同授業・社会活動の実践 

埼玉県、東京都など 

社会システム科学のアプローチによる課題解決:最適
手法の探索と適用 

栃木県那須町、福島県大熊町、沖
縄県南城市 

インバウンドビジネスを創出するグローバル・ローカ
リゼーションプロジェクト 

さいたま市、那須エリア、関東中
心部から北関東における各主要
地域 

表 9-4 2023 年度教育改革研究活動助成 地域志向分野プロジェクト 

 

国際社会における貢献、大学の存在価値の向上を目指し、本学の強みを活かしたグロー
バル化を促進してきた。海外の協定校数は 2016年の 31か国 103校から 2024 年の 50か国
221 校まで増加している【根拠資料 1-10（ウェブ）】。海外派遣学生数（延べ）は 2012 年の
172 名からコロナ禍前の 2018 年は 1,671 名を経て、2023 年に 1,441 名（うち 44 名はオン
ライン受講者）となり、海外からの受け入れ学生数は 2012 年の 147 名から 2023 年度の
1,908 名（うち 43 名はオンライン受講者）に大幅に増加した【根拠資料 9-32（ウェブ）】。
学生の国際交流数の増加に伴い、教職員の海外との交流も、PBL の引率や海外からの教員
の招へい・本学からの派遣などにより高まった。グローバル化の促進により、海外の研究
者との国際共著論文数は 2016年の 81本から 2023年には 218本に、論文の被引用数も 2016

年の 6,224 件から 2023 年には 27,920 本に増加し、大学のプレゼンスは国際的にも高まっ
ている【根拠資料 1-10（ウェブ）】。 

各地方、各国での社会連携・社会貢献活動の拠点として国内外に４つのサテライトキャ
ンパスを設置し、地域のニーズ発掘と、ニーズに応える活動の企画、実施を行っている（表
9-5）【根拠資料 9-43（ウェブ）】。 
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キャンパス名 設置都市 主な活動 

SIT ASEAN サテライト
オフィス 

バンコク 東南アジア諸国との連携を深め、正規留学生リク
リーティング、DD/JD 設立、グローバル PBL の実
施・運営、研究活動／スタートアップ・社会実装
をサポート。 

マレーシアサテライト
オフィス 

クアラル
ンプール 

東南アジア諸国との連携を深め、各種学術交流プ
ログラム、特にマレーシア工科大学（UTM）、マレ
ーシア日本国際工科院（MJIIT）との連携活動、授
業講師を含むマレーシア高等教育プログラム
（UniKL JUP）の運営、アジア工科系大学ネットワ
ーク（ATU-Net）の活動等をサポート。 

熱海セミナーハウス
（SIT 熱海サテライトキ
ャンパス） 

熱海市 熱海市の環境を活かした学生活動やフィールド
ワーク、熱海市民ニーズに応える地域向け公開講
座を実施。 

すみだテクノプラザ 墨田区 東京東信用金庫との連携協定に基づき 2016 年に
設置。地域企業、行政、住民との交流やワークシ
ョップ・講演会の拠点として機能。大学支援ベン
チャーのサテライトオフィスや演習授業等でも
活用。 

表 9-5 本学のサテライトキャンパスとその主な活動 

 

評価項目② 社会連携・社会貢献活動の状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に
向けて取り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 社会連携・社会貢献に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現
状や成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、社会連携・社会貢献に関わる事項の改善・向上に
取り組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 

社会連携・社会貢献に関わる事項を定期的に点検・評価し、当該事項における現状や成果
が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。 

複合領域産学官民連携推進本部、地域連携・生涯学習センター、国際交流センターでは、
年度初めに期首目標を設定し、４月に全学的に開催する全学期首会議で前年度までの実績
と当該年度および中長期の目標を発表・共有している。この目標に対して、半年経過した
10 月の全学期中会議で中間報告を行っている。同会議では、それぞれの組織が定期的に実
施している点検・評価の結果を踏まえて、各組織に関わる改善・向上に取り組むべき事項
を具体的な目標として定め全体で共有している。地域連携・生涯学習担当理事、複合領域
産学官民連携推進本部、研究推進部、入試・広報連携推進部、国際部についても、社会連
携・社会貢献に関わる目標と実績を会議で発表・共有している【根拠資料 9-44】。例を挙げ
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ると、2024 年度全学期首会議において、国際部国際プログラム推進課は、100 周年に向け
た長期ビジョン「Centennial SIT Action」（以下、「CSA」）のこれまでの達成状況と実績（単
位認定を伴う海外留学参加学生数、受入留学生数等）を示したうえで、今後３年間の中期
経営目標を設定し、どの課題についてさらなる検討や推進が必要なのか共有を行っている。 

また毎年度、学長室、各学部、研究科、各センター等の機関は、CSA の諸施策を行動計
画に落とし込んでいる。複合領域産学官民連携推進本部、地域連携・生涯学習センター、
国際交流センターについても、中長期の行動計画を確認しつつ、単年度の行動計画を策定
し、学部長・研究科長会議、大学会議等を通じて定期的にその進捗、達成状況に関する情
報を共有して横断的な検証を行っている【根拠資料 1-11】【根拠資料 1-12】。 

点検・評価の結果を活用して、社会連携・社会貢献に関わる事項の改善・向上に取り組み、
効果的な取り組みへとつなげているか。 

複合領域産学官民連携推進本部では、COC 活動について、年に一度シンポジウムを開催
し、審査員や参加者からの質疑や意見聴取などを通じて、活動への評価や改善に向けた取
り組みへとつなげている。  

講座・イベント等の参加者に対しては毎回アンケートを実施している。その結果を担当
講師はもとより、地域連携・生涯学習センター会議で報告し、ニーズ、トレンド、難易度
などを分析・検討することにより、事業の PDCA サイクルを回している。合わせて、他大
学の関連部署とも講座案内等の情報交換を行い、本学の公開講座のテーマ設定の考え方・
あり方等について分析・評価を加え、毎年少しずつ内容の更新をはかっている。リカレン
ト教育については、企業のリカレント教育ニーズを取り込む仕組みとしてリカレント教育
プログラム検討委員会を設け、全体の運営はリカレント教育プログラム運営委員会が担当
し、事業の PDCA サイクルを回している。 

SGU 事業については、全学的に自己点検・評価を行うとともに、外部評価委員による定
期的な点検・評価を受けている。近年では国際交流プログラムに参加した学生に対するイ
ンタビューも行い、より多面的な形で国際交流の評価が行われている。 また 2019 年度か
らは SDGsの各目標も意識した評価も実施している。  

また毎年度の全学の自己点検・評価報告書において、社会連携・社会貢献について点検・
評価を実施し、次年度の全学会議での期首目標、CSA の行動目標の設定、改善・向上につ
なげている。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

文部科学省事業採択から 11 年を迎える COC 事業への取組を始めとして、地域連携活動
を継続して実施し、地域社会への知の還元がなされている。COC 活動には、教員だけでな
く多くの学生も参画しており、地域課題を解決する実践の場としての教育機会として機能
している。2023年度は、多くの人が居住する団地を地域資源として活用し、ミクストコミ
ュニティの実現や地域医療福祉拠点化を目指す都市再生機構と協定を結び、豊洲地区での
地域連携活動が一層強化された【根拠資料 9-8（ウェブ）】。 

大学で開講する公開講座とは別に、新型コロナの影響で中止をしていた、地域や自治体
と連携した出張講座やイベントを 2022年度から再開した。豊洲地区においては「豊洲水彩



 

 128 ｜第 9章 社会連携・社会貢献  
 

まつり」や「豊洲みらいプロジェクト」、豊洲北小学校への出張授業、港区民を対象とした
「みなと区民大学」の共催などは、本学、地域の方々、企業および自治体が一体となって実
施・運営している代表的な取り組みであり、大学の社会貢献活動を理解してもらう一助と
なっている。 

また豊洲キャンパスは、都市部に位置する地の利を生かすべく地域に開かれたオープン
型のキャンパスとして、四季折々のフラワーガーデンや芝浦キッズパーク、カフェ等地域
コミュニティ育成に資する環境整備に注力し、地域との共生活動を進めている【根拠資料
9-45】。 

社会連携・社会貢献と国際交流が直接重なる例としては前述の通り、産学官連携アライ
アンス GTI コンソーシアムがある。GTI コンソーシアムの運営は SGU 事業の柱であり、
設立当初の 120機関からのおよそ 2倍の 240を超える機関数となり、産学官いずれからも
その将来に期待が寄せられている。産学連携の PBL の実施など、人材育成面での連携、あ
るいは毎年行うシンポジウムの開催を通じたノウハウの提供などでは一定の成功を収め
た【根拠資料 9-38】。 

2023年度は文部科学省の「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推
進事業」に本学の提案が選定された。これは、企業の人材育成ニーズに即した教育プログ
ラムを、本学大学院科目をベースにカスタムした一連のプログラムとして提供するという
方法をとっており、本学の強みが発揮できるプログラムとなっている【根拠資料 9-30（ウ
ェブ）】。 

分析を踏まえた問題点 

生涯学習事業の課題としては、理工系講座、特に実験を伴う子ども向け講座については、
人気が高く、本学の研究・教育活動のアピールに貢献しているが、機材やスペースの関係
から受講人数を制限せざるを得ず、受講希望者を抽選で限定しなければならないことが難
点となっている。一方、専任教員を中心としている講師側（指導補助員含む）や、講座を
運営する事務スタッフにおいても対応できる時間が限られており、講座の開催件数を大幅
に増やすことも難しい現状にある。コロナ対策期間に培ったオンライン講座のノウハウの
有効活用も十分ではない。 

「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業」でのリカレント
教育については、今後さらなるリカレントプログラムの充実と継続性、受講生獲得が課題
である。 

産学官連携では、GTI コンソーシアム内での活動状況が機関によって差がある点を課題
として捉えている。GTI コンソーシアムをより意味のある取り組みにするためには、より
多くの機関（特に民間企業）のコミットメントが必要と考えている。  

 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

産学官民連携ポリシーの中においても、本学は、地域との連携を特に重視し、地域の産
業、文化、教育の発展に努めるとしている【根拠資料 9-46（ウェブ）】 。地域との関係は
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一朝一夕に築くことは難しく、今後も安定的にこれらの活動が継続できるよう支援を行っ
ていく。 

公開講座等生涯学習の取り組みとして、子ども対象の実験・実習を主とした講座に多く
の子供が参加できるように実施回数を複数回設ける。半面、一般向けの講座はオンライン、
オンデマンドによる開催に移行、削減を検討し、社会人のリカレント教育にシフトしてい
く。オンラインでの開催は、参加者の生の声に触れる機会が少なくなるというマイナス面
もあるが、オンデマンドなどは、受講者の都合に合わせて気軽に参加できるメリットもあ
る。また、企業に勤務する社会人を対象としたリカレント教育の展開は、大学の教育や研
究成果を還元し、社会貢献を進める上でも重要な施策となる。 

地域貢献活動においては、新型コロナの第５類移行により、対面でのイベントが活発に
なってきた。そのため、各種活動の担当部署の見直しと、イベントの精査、整理、統合す
ることを進める。そのことにより、大学がより地域に密着した貢献活動を展開し、活性化
を図る。 

GTI コンソーシアム設立の目的は「理工学教育の質の向上」「人材の育成と輩出」「イノ
ベーションの創出」「産業競争力の強化」の 4つである【根拠資料 9‐38】。これまで実現し
てきた「理工学教育の質の向上」「人材の育成と輩出」は、大学をはじめとする、「学」（教
育機関）にとってメリットであり、より多くの企業を巻き込んだ形でコンソーシアムを稼
働させていくためには「イノベーションの創出」「産業競争力の強化」といった、「産」あ
るいは「官」にとってのメリットを生み出す必要があると考えられる。当該コンソーシア
ムの事務局はこれまで本学国際部（SGU 推進本部）が従事してきたが、2024 年度以降は研
究推進部（複合領域産学官民連携推進本部）との協働による業務形態を模索する。  

全体のまとめ 

本学の社会連携・社会貢献は、建学の精神、教育の理念をもとに工科系大学である強み
を活かした活動を実施している。社会連携・社会貢献に関する方針では、産学官民連携は
「教育・研究・イノベーションの三位一体推進」によって、大学が生み出す知識、技術等を
社会に還元していくと明記しており、教員・学生と学外の組織・地域の双方にメリットの
ある活動を展開することに努めている。これらの成果については、報告書等で学外に公表
している【根拠資料 9-38】【根拠資料 9-3（ウェブ）】【根拠資料 6-20（ウェブ）】。2013 年度
に文部科学省の COC 事業に採択されたことなども契機となり、地域住民、企業、自治体と
の連携・協働事業はより促進された。また 2014年には SGU 事業に採択され、大学のグロ
ーバル化は加速度的に進み、地域との交流・連携シンポジウム、公開講座、学園祭などに
留学生や海外留学経験のある学生が多く参加し、国際色豊かな交流を深めている。このよ
うな活動実績、また毎年度の自己点検・評価により、本学の社会貢献・社会連携は、大学
設置基準に照らしても良好な状態にあるといえる。 
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第10章 大学運営・財務 

(1) 大学運営 

評定 S 

基本情報一覧 

大学運営関係資料・規程 
 資料・規程名称 URL・印刷物の名称 

大学運営に関する方針
を明らかにした資料 

大学運営に関する方針 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/sum
mary/various_policies.html 

学長選出・罷免に関する
規程 

芝浦工業大学学長選
考規程 

芝浦工業大学学長選考規程 

役職者の職務権限に関
する規程 

学校法人芝浦工業大
学事務組織規程 

学校法人芝浦工業大学事務組織規
程 

教授会規程 教授会規則 芝浦工業大学工学部教授会規則 

芝浦工業大学システム理工学部教授
会規則 

芝浦工業大学デザイン工学部教授会
規則 

芝浦工業大学建築学部教授会規則 

設置法人の理事会（役員
会）及び評議員会の名簿
（役職、氏名、所属先を示
したもの） 

法人役員一覧 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educ
ational_foundation/summary/directors.ht
ml 

学長選考会議または学
長選考・監察会議の名簿 

2023 年学長候補者選
考委員会委員の発令
について 

2023 年学長候補者選考委員会委員
の発令について 

職員採用規程 就業規則 

学校法人芝浦工業大学
事務職員人事規程 

学校法人芝浦工業大学
事務職員人事考課規程 

就業規則 

学校法人芝浦工業大学事務職員人事
規程 

学校法人芝浦工業大学事務職員人事
考課規程 

監事監査法人又は公認
会計士による監査報告
書 

監査報告書 監査報告書 

事業報告書 事業報告書 2023 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educ
ational_foundation/finance/data.html#bu
siness_report 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/summary/various_policies.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/summary/directors.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/summary/directors.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/summary/directors.html
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#business_report
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#business_report
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#business_report
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 資料・規程名称 URL・印刷物の名称 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 大学運営に関する方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、
教授会等の組織を設け、これらの権限等を明示していること。また、そ
れに基づいた適切な大学運営を行っていること。加えて、大学を設置・
管理する法人の運営が適切であること。 

＜評価の視点＞ 
 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必
要な大学運営に関する大学としての方針を教職員で共有しているか。 

 関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従って大学運
営を適切に行っているか。また、その透明性を確保するために、学長等の役職者、
教授会等の組織の権限と役割を法令に基づき規程上明確に定めているか。さらに、
その選任、意思決定や権限執行等を、適正な手続のもとで行っているか。 

 法人はその組織及び役職者の権限と責任を明確化し、大学を適切に管理している
か。また、関係法令に基づき定めた規程に従い役職者の選任及び運営を適切に行
い、意思決定・業務執行に対する法人組織内のチェック機能を働かせているか。 

大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要な大学
運営に関する大学としての方針を教職員で共有しているか。 

世界のグローバル化を背景に建学の精神を継承した教育の理念「世界に学び、世界に貢
献するグローバル理工系人材の育成」を、大学の使命と位置付けている。これを果たすた
めに理事会は、ガバナンス改革を通じた迅速・適切な課題解決の実現を経営方針とした。
そして創立 100周年（2027 年）に「我が国の理工系私学としてトップの社会的評価を得る」
という中長期目標を定めている。2020 年 3月には「学校法人芝浦工業大学中長期（8か年）
計画 “創立 100周年に向けた経営ビジョン”」を策定した。評議員会の意見を聞いた上で教
職員に周知し、目標達成に向けた全学的推進体制を構築している【根拠資料 1-8】。また毎
年、年度ごとの諸施策を「事業計画」としてまとめ、評議員会の意見を聞いた上で教職員
に配布するほか、Web サイトに公開して周知している【根拠資料 10-1-1（ウェブ）】。 

大学としては、長期ビジョン「Centennial SIT Action」（以下、「CSA」）を宣言し、本学の
目指す方針を示しており、これらはWebサイト等で広く周知している【根拠資料 1-10（ウ
ェブ）】。CSA に掲げる目指すべき大学像は、（1）理工学教育日本一、（2）知と地の創造拠
点、（3）グローバル理工学教育モデル校、（4）ダイバーシティ推進先進校、（5）教職協働
トップランナーの 5項目である。学長室、各学部・研究科、附置機関などは毎年、実現に
向けた行動計画を立案し、これら行動計画に数値目標としての KPI (Key Performance 

Indicator) を設定・管理し、年度末には自己評価を行い学長に報告を行っている【根拠資料
1-11】【根拠資料 1-12】。長期ビジョン CSA が宣言された 2015 年度以来、このサイクルを
継続しており方針は大学内の教職員で共有している。 
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また期首・期中における全学会議において、上記の理念、ビジョンに基づき法人と教学
の責任者が中期目標を設定し、ローリング方式で計画の確認・共有を行っている。 

関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従って大学運営を
適切に行っているか。また、その透明性を確保するために、学長等の役職者、教授会
等の組織の権限と役割を法令に基づき規程上明確に定めているか。さらに、その選任、
意思決定や権限執行等を、適正な手続のもとで行っているか。 

関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、基本規定（寄附行為）をはじめとする規
程、学則、教職員行動規範に従って運営を行っている【第 1章基本情報一覧「基本資料」】
【根拠資料 6-14（ウェブ）】。本学は複数の学部・研究科、附置機関から構成し、学長の下に
副学長・学部長・研究科長・附置機関の長らが連なる意思決定体制を形成している。全学
的な課題は学部長・研究科長会議（以下、「学研会議」）を通じて意思決定を行うとともに、
それに先立って学長室が学長補佐らを中心に、意見交換を行っている【根拠資料 2-3】【根
拠資料 10-1-2】。 

学長および教授会等の権限・役割は基本規定（寄附行為）、学則、事務組織規程、稟議規
程、各学部の教授会規則に定めている【第 1章基本情報一覧「基本資料」】【第 10 章基本情
報一覧「学校法人芝浦工業大学事務組織規程」「教授会規程」】【根拠資料 10-1-3】【根拠
資料 10-1-4】【根拠資料 10-1-5】。 

学長の選任については、2014 年度から従来の選挙を廃止し、学長選考委員会が選考した
候補者の中から理事会が選任する制度に改めた。芝浦工業大学学長選考規程に基づき、学
長候補者選考委員会において選考された候補者の中から理事会が選任している【第 10 章
基本情報一覧「芝浦工業大学学長選考規程」】。副学長については、芝浦工業大学副学長規
程に基づき、学長からの推薦により決定している【資料 10-1-6】。 

学長の役割と権限について、学則に「学長は校務をつかさどり、所属職員を統督すると
ともに本学を代表する」「学長は、校務における決定権を有し、最終的な責任を負う」と規
定している。また大学運営上の教授会の機能を学校教育法及び私立学校法に基づき整理し、
それ以外の教育研究活動のあらゆる事項は学長が決定すべきものとしている。副学長、学
部長、研究科長の任用も、学長が推薦して理事会が承認することを定めている。そのほか
関係規程で、教員採用候補者の任用の可否を最終的に判断すること、特定の者に対する定
年延長の推薦権を認めることを学長の人事権として規定している【根拠資料 6-12】【第 10

章基本情報一覧「就業規則」】。 

副学長の役割を「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」、学部長の役割も「当該学
部の校務をつかさどり、当該学部を代表する」と、同じく学則で規定している。また学部
長は各学部の教授会を招集し、学長と共に学部の教育研究の多くの事項をつかさどるとし
ている。研究科長も関係規程に「研究科を総括し、代表する」と規定し、学長とともに研
究科の教育研究の多くの事項をつかさどるとしている【根拠資料 10-1-4】【根拠資料 10-1-

5】。また副学長の業務は多岐に渡り、従来の 2人体制では負担も過多であることから、副
学長を 3 名まで任命できるよう 2022 年 10 月に規程を改定し、現在３名体制としている。
学長のさらなるリーダーシップの実現に向けた補佐体制も強化した【根拠資料 10-1-6】。 

2015年の学校教育法などの改正を受けた本学の学則は、法令改正の趣旨に沿う形で、各
学部の教授会の役割や学長との関係を規定している。教授会の役割を以下のとおり整理し、
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学長と教授会の分掌を重複させないようにしている。以下における「審議」とは議論・検
討を意味し、決定権を含意するものではない。 

• 学生の入学・卒業や学位の授与と教育研究上の各重要事項について、学長に対し意見を
述べること 

• 学部単位で決定すべき教育研究上の各事項について、学長などに対し審議し意見を述
べること 

法人はその組織及び役職者の権限と責任を明確化し、大学を適切に管理しているか。
また、関係法令に基づき定めた規程に従い役職者の選任及び運営を適切に行い、意思
決定・業務執行に対する法人組織内のチェック機能を働かせているか。 

事務組織規程にて、理事長は「本法人の事務を総理する」、常務理事は「理事長の命を受
け、本法人全般の事務執行に関する基本方針を立て、担当する業務について各所属長に執
行上の指示を与える」、学校長は「校務を総括し、所属職員を統督する」、事務局長は「各
担当常務理事の命を受け、本法人の事務を統括する。なお必要に応じて本部長を置く」、本
部長は「上司の命を受け、所属する部長又は室長を指導監督し、所掌事務を掌理する」と
規定しておりその他の各事務部署の役割についても本規程に明記している【第 10 章基本
情報一覧「学校法人芝浦工業大学事務組織規程」】。 

大学の人事・予算に関する権限を学長に委ねて学長付託型の大学運営を行う一方で、学
校法人が設置者としての責任を果たすことを規定している。大学の分掌事項についても理
事会が報告を受け、最終的に承認することとしている。2018年 4月には理事会運営の効率
化・合理化を図るため常勤理事会を廃止し、理事会の開催を月 1 回から 2 回へ変更した。
また校務の責任者との情報共有を目的にしていた執行会議を廃止し、学研会議で理事会の
報告を行い、情報を共有している。さらに理事長と学長は、毎月開催する「首脳懇談会」
で重要事案に係る意見調整など緊密なコミュニケーションをとり、学長付託型の大学運営
と理事会の責任・行為が矛盾しないよう努めている【根拠資料 10-1-2】。大学と理事会の権
限・責任を明確にするとともに、その一体化を目指している。2023 年のガバナンス改革で
は理事長と学長の再任上限回数を規定し、透明性のある運営を推し進めている。 

私立学校法に対応した寄附行為に明記している理事、監事、評議員、学長の選任および
解任方法は寄附行為に定めているほか、および以下の細則を設けて、これらのルールに基
づき選任および運営を適切に行っている。なお、私立学校法改正（2025 年 4 月 1 日施行）
に伴い、寄附行為改定について、学校法人芝浦工業大学ガバナンス改革検討委員会での審
議および理事長への追加答申を経て、2024 年 7 月の理事会及び評議員会にて審議、承認し
た。同年 8月に文部科学省へ本学寄附行為改定の認可申請を行ったが、文部科学省より当
該寄附行為について修正・確認依頼の連絡を受けた。ガバナンス改革検討委員会で修正事
項等について協議を行い、上記について 12月に理事会、評議員会の承認を得た後、文部科
学省に寄附行為変更届けを提出し、1月 24日に寄附行為（変更）認可書の交付を受けた【根
拠資料 10-1-7】。 

• 学校法人芝浦工業大学理事選考等実施細則【根拠資料 10-1-8】 

• 芝浦工業大学学長選考規程【第 10 章基本情報一覧「芝浦工業大学学長選考規程」】 

• 学校法人芝浦工業大学評議員選任規則【根拠資料 10-1-9】 
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• 学校法人芝浦工業大学評議員推薦委員会細則【根拠資料 10-1-10】 

• 学校法人芝浦工業大学卒業生評議員選任細則【根拠資料 10-1-11】 

• 学校法人芝浦工業大学理事会運営規則【根拠資料 10-1-12】 

 

意思決定・業務執行に対する法人組織内のチェック機能については、基本規定（寄附行
為）において監事の職務を以下のとおり定めている【第 1 章基本情報一覧「寄附行為」】。 

（１） この法人の業務を監査すること。 

（２） この法人の財産の状況を監査すること。 

（３） この法人の理事の業務執行状況を監査すること。 

（４） この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会
計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事会及び評議
員会に提出すること。 

（５） 第 1 号から 3 号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又
は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大
な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会
及び評議員会に報告すること。 

（６） 前号の報告をするために必要があるときは、監事は、理事長に対して理事会及び
評議員会の招集を請求すること。 

（７） この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事
会に出席して意見を述べること。 

監事内規には監査の目的を、本法人及び本学の業務若しくは財産の状況（資産運用を含
む）及び理事の業務執行の状況の適正性を確保し、もってそれらの健全な経営と社会にお
ける信頼の向上に資することと定めており、これにより法人組織内のチェック機能を果た
している【根拠資料 10-1-13】。なお、寄附行為において幹事を 3名置き、うち１名以上を
常勤監事とすることで監事機能の実質化を図っている。 

評価項目② 予算編成及び予算執行を適切に行っていること。 

＜評価の視点＞ 
- 予算を適正な手続で編成し、予算執行においては透明性を確保しているか。 

本法人では、2020 年 3 月に学校法人芝浦工業大学中期（8 ヵ年）計画（2020～2027）を
策定し、この計画を完遂するため、毎年理事、教学部門の長等が事業計画や目標を掲げ、
それらを実現すべく各事務部門は予算要求を行っている【根拠資料 1-8】。予算編成は、当
該年度の計画・目標に対する優先課題や方向性を全学期首会議で報告・共有した上で、主
に事務部門を中心とした各予算主管において新規事業計画が策定され、新年度の当初予算
案として取りまとめている。特に施設設備関連予算は、常務理事をはじめ施設担当理事、
財務担当理事、事務局長等の下で各部署からの要求を査定するなどの方法で、限られた予
算の効率的・効果的な配分を行っている。学内予算のうち、事務部門の予算要求額には努
力目標として上限を設定し、財務課との予算折衝を経て予算額が決定される。大学教員関
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係予算は、教員数、学生数を基に算出した額を配分し、この他に大型設備予算、特別研究
費予算（学内競争的資金）等の配分も行っている。そして約半年経過した時点で状況の変
化や既に確定した実績などを踏まえた見直しを行い、当該年度の補正予算案として編成し
ている。 

予算執行については、経理関連諸規程や稟議規程に定められた決裁権限に基づき決裁を
行い、また一定額以上の物品調達は、予算計上の有無に係わらず、発注・調達前に別途調
達決裁を得るとしているほか、発注先業者も業者選定委員会の議を経て決めており、公平
な業者選定と適正価格の実現を図っている【根拠資料 10-1-3】【根拠資料 10-1-14】【根拠資
料 10-1-15】【根拠資料 10-1-16】【根拠資料 10-1-17】【根拠資料 10-1-18】。【根拠資料 10-1-

19】【拠資料 10-1-20】【根拠資料 10-1-21】。 

2019年度には新財務システムを導入し、同時に学内予算ルールと公的研究費ルールとの
統一化を図った（各公的研究費特有のルールは優先）。当該財務システムは支出行為の発生
源である教職員が直接、予算執行にかかるシステム入力を実施するため、マニュアル等の
作成に際してはわかりやすさに留意している。「予算執行マニュアル」には予算執行に際し
ての基本ルールや、物品購入、旅費、謝金など個別の費目に関する具体的な使用方法、添
付すべき証憑類などを明示している【根拠資料 10-1-22】。 

また 2020年度から稼働したアルバイト管理・支払情報システムでは、学生アルバイトを
雇用する際の統一的な管理が可能となり、労働基準法などの順守状況を容易に確認できる
体制を構築した。 

なお、2015 年度からは公的研究費をはじめ学内予算（研究費）の適正管理をめざし、全
品検収制度を導入している。大学各キャンパスに検収センターを設け、物品等は全てそこ
で検収を受けた後に発注者に納品する仕組みとし、未検収物品等の支払は行なわないルー
ルである【根拠資料 10-1-23】。 

予算執行金額に応じた通常の決裁プロセスに加え、毎年度、監査室による財務監査を実
施している。当該年度の公的研究費などを対象に、出金伝票や関連財務データによる監査
を実施し、「予算執行マニュアル」に基づいた適切な予算執行がなされているか、などの観
点から検証を行っている。また、監査法人による年間 5回の会計監査を通じて会計処理の
妥当性や適切性を確認しているほか、適宜、固定資産の実査が行われ、取得した機器備品
が適切に管理、使用されていることを検証している。 

本法人では、毎年度末に、各事業計画単位の予算執行状況や目標達成状況を予算部署が
事業報告として作成し、予算の効果を評価するなどして、次年度以降の予算編成の参考と
している。また現行の財務システムでは、伝票等に添付される証憑書類等がすべて電子化
された結果、個々の予算執行の詳細を PC 上で随時、確認できる環境が整備された。結果
として、執行された予算に関して従来よりも詳細な分析が可能となっており、きめ細かな
支出管理を通して支出予算の抑制を強化していく方針である。 
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評価項目③ 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運
営に必要な組織を設け、人員を配置していること。また、その組織が適
切に機能していること。 

＜評価の視点＞ 
 大学運営に必要な組織を整備し、法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活
動の支援等の業務内容に応じた人員を配置しているか。 

 大学運営が円滑かつ効果的に行われるように、教員と職員の協働・連携を図って
いるか。 

 必要に応じ、専門的な知識及び技能を有する職員の育成、配置を行っているか。 
 職員の採用、昇格等の人事及び業務評価やそれに基づく処遇改善を、適正に行っ
ているか。 

 大学運営に関する教員及び職員の資質向上を図るため、教員及び職員に対して、
スタッフ・ディベロップメント（SD）活動を組織的に実施しているか。 

大学運営に必要な組織を整備し、法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援
等の業務内容に応じた人員を配置しているか。 

創立 100 周年に向けた改革を実施するために、柔軟な事務組織を形成してきた【根拠資
料 10-1-24】。2021 年 4月には各キャンパスの教学関連部署を統括する「学事本部」を設置
し、全学的な観点で教学改革支援や学生支援に取り組む組織とした。これにより、大学運
営に関する方針が統一しやすくなるとともに、教学関連の情報の集約が容易になり、教学
関連業務の一本化や組織間の連携がしやすい体制を構築している。奨学金業務などのキャ
ンパス間・学部間で共通化できる対応については、2024年度から一般定型事務という括り
で外部委託化を進めている。 

2021年 6月には、2024年度工学部課程制移行に向けた「課程制設置準備室」、2022 年 4

月には 2026 年度システム理工学部改組のための「改組準備室（大宮）」を設置し、カリキ
ュラム編成や学外への広報、文部科学省への届け出などを、教員と協働し取り組める体制
を整えた。2024 年度には工学部課程制がスタートし、現在は 2026 年度のシステム理工学
部改組のための文部科学省への申請に向けて取り組んでいるところである。学部改組・改
編のための専属事務部署を設けることは、計画的かつ戦略的に教職一丸となって取り組む
ことを可能にし、本学の教学改革には有効な手段と考える。 

2022 年 4 月には、教育・研究・環境・多様性・地域/国際連携等の SDGs を推進すべく
「SDGs推進室」を設置した【根拠資料 10-1-25】。全学的な方針の策定や個々の活動を発信・
集約する組織として機能している。2024年 4月には、「男女共同参画推進室」を「DE＆I推
進室」へ名称変更し、世界で推進されているダイバーシティ・エクイティ＆インクルージ
ョンをミッションとすることで、教職員や学生が個々を尊重し、認め合うというビジョン
を明確にし、今後の改革推進の方向性を教職員や学生に発信している。 

本学の専任・特定職員数は、2024 年 5 月 1 日現在 188 名である。うち 47 名が法人部門
との業務を兼ねている。法人部門の業務を兼務している職員の割合は、この数年 25%程度
となっている。職員の人事異動の際には、総務担当理事名で事務職員の配置換え（および
組織）の背景や狙いについての説明文書も回付している【根拠資料 10-1-26】。 
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大学運営が円滑かつ効果的に行われるように、教員と職員の協働・連携を図っているか。 

100 周年を迎える 2027 年に向けて中長期の大学戦略 CSA を策定した。この大学戦略で
は 5 つの柱を軸に全学的な改革を推し進めているが、そのうちの一つの柱を「教職協働ト
ップランナー」とし、教員と職員が一体となって教育・研究・大学運営を推進していくこ
とを明言している【根拠資料 1-10（ウェブ）】。 

本学では、教学運営などに係る方針を検討・決定する法人・教学部門の各種会議、組織、
プロジェクトは基本的に教職員混成で構成している。学研会議、学生センター、キャリア
サポートセンター、国際交流センター、学術情報センターなども教職員混成で構成されて
いる。また、本学は文部科学省の補助事業である「スーパーグローバル大学創生支援事業
（SGU）」、「大学教育再生加速プログラム（AP）」、「地（知）の拠点整備事業（COC）」に採
択されたが、これは教職協働で構想を練り、申請を行った結果である。採択後は教職協働
で事業を推進しており、教職協働は本学の文化として定着している【根拠資料 6-5】。 

直近の例では、全学的な業務効率化・一元化を実現するために職員主導で「業務効率化・
DX 推進プロジェクト」を立ち上げ、教職協働でクラウド型アプリケーションを利用した
プラットフォームを構築し、2024 年度より段階的に使用を開始し、全学的導入を実現して
いる。 

必要に応じ、専門的な知識及び技能を有する職員の育成、配置を行っているか。 

職員採用に関しては、経験者採用及び新卒採用をバランスよく行い、特に経験者採用で
は建築・施工管理や経理、情報システム、人事、カウンセリング等様々な専門的技能や知
識を持った職員を採用し、専門化する業務に対応できるように工夫している。正規雇用職
員の経験者採用比率は、2021 年度 64%、2022 年度 46%、2023 年度 41%で推移している【根
拠資料 6-11（ウェブ）】。 

例を挙げると、教員の研究支援に関しては、研究プロジェクトの助成・推進、学内外諸
団体との連携協力推進、知的財産の活用、安全保障貿易管理などの専門知識や経験を持つ
職員を配置し、教員の研究活動が円滑になるようサポートしている。そのために専門知識
や資格を有する職員配置が必須であり、経験者職員の積極的採用や職員の資格取得のため
の助成を行っている。 

職員の採用、昇格等の人事及び業務評価やそれに基づく処遇改善を、適正に行っているか。 

昇格や業績評価に関しては、2017 年度に、従来の職能資格制度をベースとした年功序列
型人事給与制度を改め、成果や能力に応じて昇給・昇格ができるように、役割等級制度の
新しい事務職員人事給与制度及び人事考課制度をスタートさせた【第 10 章基本情報一覧
「学校法人芝浦工業大学事務職員人事考課規程」】。2021 年には、運用上の課題が見えて
きたことから、考課シートや昇格試験の見直し、考課結果の早期処遇反映、専門性の高い
職位の追加などの改善を行い、人事考課の納得性や透明性、個々の意欲の向上を図り、挑
戦的風土を根付かせている。また、2020 年の新型コロナウイルス感染拡大を受け、在宅で
の勤務を許可してきたが、感染対策だけではなく、ワークライフバランスの推進のため
2023 年に在宅勤務制度を導入した。さらに 2024 年には所定労働時間の前後 2 時間の範囲
内での時差勤務制度も導入した。これにより、職員個々の生活や家庭の状況にあわせた働
き方ができる体制が整い、働き方改革が進んだと考える【根拠資料 10-1-27】【第 10章基本
情報一覧「就業規則」】。なお、2020年度から 4 年間実施してきた全専任教職員を対象とし
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たエンゲージメント調査は、就業環境の改善の要望や制度構築の必要性などを定量的に可
視化する効果もあった。 

大学運営に関する教員及び職員の資質向上を図るため、教員及び職員に対して、スタッフ・
ディベロップメント（SD）活動を組織的に実施しているか。 

スタッフ・ディベロップメント（SD）活動においては、事務職員向け及び教職員向けに
研修を実施している。事務職員に対しては、2023年度に「SIT SD カレッジ」として研修の
再体系化を行った【根拠資料 10-1-28】。事務職員向け研修は、等級別研修を軸とした各等
級に求められる行動やマインドを学習できる「指名型研修」、自ら必要なスキルを習得・学
習するためのプラットフォームを提供する「自主型研修」、学外の組織との関係構築や新た
な気づきの獲得を目的とした「他大学交流研修」、自己啓発支援や海外研修などの「その他
の研修」に分類し、実施している。特に自主型や自己啓発に力を入れ、受動的な研修から
主体的な研修へとシフトさせたことにより、自己研鑽に励む職員の姿勢が増えてきている。
自発的に学んだことを学内や自部署に還元したり、勉学に励む職員が学内に波及したりと
いったサイクルが生まれ、組織の活性化につながっている。 

教職員に対しては、大学教職員に求められる知識や全学的な方針・取り組みの共有、ワ
ークライフバランスの推進等について、各部署と人事課が協議したのちに SD 研修と位置
づけて年間で多数実施している【根拠資料 10-1-29】。例えば、毎年実施する新任教職員向
け研修やフォローアップ研修、コンプライアンス説明会、法改正や、文部科学省の動向に
注視したもの、大学設置基準改正や内部質保証、認証評価に関する説明会、COIL

（Collaborative Online International Learning）に関する説明・事例紹介、理工系大学に求めら
れる研究マネジメントの在り方に関する講演、その他にも教職員の生活をサポートするた
めの介護の基礎知識、金融リテラシー研修、セカンドライフセミナーといった研修を実施
している。これらの研修は、オンラインと対面でのハイブリッド実施や録画の対応をする
ことにより、教職員の利便性を高め、高い受講率を実現している。教職員が共通の研修を
受講することは、共通認識が生まれることにつながり、本学の長期ビジョン達成のために
教職協働の意識がより高まると考えている。 

評価項目④ 大学運営に関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取
り組んでいること。 

＜評価の視点＞ 
 監事による監査、公認会計士又は監査法人による財務監査等を適切なプロセスと
内容で行い、大学運営の適切性を担保するとともに、その結果を活用して改善・
向上に取り組んでいるか。 

 大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる事項を定期的に点検・
評価し、当該事項における現状や成果が上がっている取り組み及び課題を適切に
把握しているか。 

 点検・評価の結果を活用して、大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営
に関わる事項の改善・向上に取り組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 
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監事による監査、公認会計士又は監査法人による財務監査等を適切なプロセスと内容で行
い、大学運営の適切性を担保するとともに、その結果を活用して改善・向上に取り組んで
いるか。 

監事は、私立学校法および本法人寄附行為の規程に基づいて、各事業年度における本法
人の業務および財産の状況のうち、決算概要および財務状況等について監事監査を実施し、
その結果を理事長に報告している【根拠資料 10-1-13】。また、監査法人と定期的に面談を
行い、監事監査の方針や大学を取り巻く環境の変化や課題等について意見交換を行ってい
る。これらを通し、監事と監査法人との間で本法人の適切な運営のための課題等が共有さ
れ、監査が行われている。 

本法人では、私立学校振興助成法に基づく監査について監査法人と業務委託契約を締結
しており、監査法人による年 5回程度の定例監査や実地監査の他、学校法人の運営や課題
等を主題とした理事や監事との定例面談が行われている。また、本法人から監査法人に対
し、法令改定や個別事案に関する相談を随時行っている。これらを通じ、監査法人からは、
適切な会計処理、教育研究用機器備品を含む固定資産の管理、その他の内部統制評価等に
ついてきめ細かい点検や指導が行われ、監査法人から改善点等の指摘があれば遺漏なく対
処し、各事業年度において適正意見を取得している。 

本学監査室による内部監査は「学校法人芝浦工業大学内部監査規程」に基づき、理事長
の下で、本法人における運営諸活動の遂行状況を、適法性及び効率性の観点から公正かつ
独立の立場で検討･評価している【資料 10-1-30】。内部監査は、「財務監査」と「業務監査」
に区分される。前者は主に公的研究費の適正な使用状況の確認を目的としており、文部科
学省のガイドラインに沿った監査を実施している。後者は業務の運営状況等について、毎
年度毎にテーマを定めて監査を行っている。監査の結果については、理事長と理事会･監事
に報告するほか、被監査部門に対しては改善等に向けて助言･提案をしている。 

大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関わる事項を定期的に点検・評価し、
当該事項における現状や成果が上がっている取り組み及び課題を適切に把握しているか。  

 学校法人芝浦工業大学評価規程に基づき大学及び中学・高等学校は原則毎年自ら点検・
評価を行いその結果を公表している。また、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関に
よる評価を定期的に受けている【根拠資料 10-1-31（ウェブ）】。法人では経営点検・評価分
科会、大学では大学点検・評価分科会、併設校では中学高等学校点検・評価分科会と 3つ
の分科会および、法人、大学については、大学外部評価委員会を開催し、意見交換を行っ
たうえで、例年 3 月に最終報告の場として理事長を委員長とする学校法人芝浦工業大学評
価委員会を開催している【根拠資料 4-30（ウェブ）】。 

将来に向けた大学の理念・目的の実現のため、学校法人全体の課題や現状の実施状況に
ついての共通認識を持つために全学会議を開催している。それぞれの組織が定期的に実施
している点検・評価の結果を踏まえて、各組織に関わる改善・向上に取り組むべき事項を
具体的な業績評価目標として定め全体で共有している。全学期首会議（４月開催）では、
前年度まで教員業績評価会議の実績と当該年度および中長期の目標を発表・共有し、10月
の全学期中会議で中間報告を行っている。総務担当理事、財務担当理事、事務局長をはじ
めとして、法人部門の経営戦略室、監査室、危機管理室、人事課、総務・秘書課、校友・
後援会連携課、財務部についても、それぞれの期首目標を全学会議で発表・共有している
【根拠資料 10-1-32】。一例を挙げると、2024 年度期首会議において総務担当理事は、教職
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員を対象にしたエンゲージメント調査について報告・共有をおこなっている。2023 年度は
法人全体の肯定的回答が 63%であったことを課題として把握しており、この数値を 70%以
上とすることを目指して対応を行うことを会議で全体に共有している。定期的に現状や課
題を共有することで、目標を共通認識することができ、また部署間の協力依頼等も円滑に
進めることができている。 

点検・評価の結果を活用して、大学運営にかかる組織のあり方等を含む大学運営に関
わる事項の改善・向上に取り組み、効果的な取り組みへとつなげているか。 

評価委員会の意見、外部委員評価報告書をもとに改善を行っている。また、評価委員会
の構成には学校関係者のほか外部評価委員 3名も含まれており、外部評価委員の意見も積
極的に取り入れ、その結果を改革・改善につなげている。 

2024 年度全学期首会議において、ガバナンス改革のこれまでの達成状況として、「理事
会を最終的な権限と責任を担う最高意思決定機関であることを明確化し、理事及び評議員
の選任についても選考委員会方式に改めた。また、改革をより一層推進し、学内外へのプ
レゼンスを高めるため更なるガバナンス改革を検討し、理事・監事・学長・評議員の任期
や選任上限について改定した」ことを報告・共有しており、向上に取り組んでいる【根拠
資料 10-1-32】。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

大学が社会から求められている機能は年々高度化・複雑化しており、その業務内容につ
いては多岐に渡るばかりではなく、それぞれの専門的な知識を以て遂行する必要がある。
また限られたリソースの中で効率的、且つ正確に業務を遂行していくためには、各種業務
のシステム化や事務職員の ICT 能力の向上などが必須である。本学においては改革遂行に
あたり、教職協働でスピーディーに組織改編を行い、推進体制を構築する文化が醸成され
ており、数々のプロジェクトを断行してきた。また、個々の職員は、業務遂行に必要な知
識については自ら学んでいく姿勢を保持しており、このマインドに応える研修制度を充実
化させており、併せて体系化した研修制度により、自己啓発のマインドを更に促進させる
サイクルを意識して構築している。このように研修制度の充実と自己啓発の姿勢の醸成の
相乗効果を企図し、職員からの研修報告書などを利用して点検・評価を行っている。 

分析を踏まえた問題点 

職員採用については、重点施策や組織の強化を軸に、組織全体のバランスを考慮しつつ
積極的に採用をしている。しかしながら、少子化の急速な進行や、様々な社会課題の発生、
日本の国力（経済力）低下など大学を取り巻く環境は益々厳しさを増し、従来の組織作り
や、業務スピードでは対応が難しくなってきている。そのため、今まで以上にスピーディ
ー且つ正確に情報を収集し、集約・分析し、新たな対応を計画・実行し、検証・評価する
という体制作りが求められている。 

内部監査については、必要不可欠な対象範囲は実施できているが、今後は部署単位（部
署の人事管理及び職場規律の状況）の監査について対象を拡大することが課題である。 
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3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

社会構造の急速な変化や厳しい社会情勢の中で、組織編成や人材育成に関する問題を解
決する特効薬はなく、現在の組織や人材を着実に改善・育成していくことがもっとも確実
な道であると考える。例えば 2024 年度中に導入すべく準備を進めているタレントマネジ
メントシステムを活用し、職員の経験や能力を網羅的に可視化するなどし、個別最適を見
極めながら、個々人の適正化を通して全体の最適化に発展させる。また、個人は自身の可
視化されたキャリアマッピングを見ながら、キャリア形成を計画する。さらにエビデンス
ベースに基づき、適材適所への人員配置を実現する。一方で個人レベルの業務改善につい
ては、生成ＡＩやローコード開発などで実装するためのシステム環境と研修を準備する。
また、教員・職員ともに業務の効率化や DX を行うことで、一層の協働を実現し、改革推
進と業務効率化の両輪により生ずる効果が最大化するように努める。具体的には各種会議
における資料配布及び議事録回付の電子化推進、オンラインを活用したハイブリッド会議
の推進、役員選考手順等の見直しによる業務効率化を進める。 

全体のまとめ 

以上の通り、大学の運営については大学運営の方針に基づき行っている。また、役職者
の権限と責任を明確化し、意思決定・業務執行における監事のチェック機能を定めている。
さらに長期ビジョン CSA の柱として「教職協働トップランナー」を掲げており、教職協働
が高い水準で実現できている。予算の編成・執行も適切に行われ、人事諸制度も改善を重
ねており、適切な大学運営が行われている。 
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(2) 財務 

評定 S 

基本情報一覧 

財務関係資料 
 URL・印刷物の名称 

財務計算書類（６カ年分） https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/
finance/data.html#closing_account 

財産目録 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/
finance/data.html#closing_account 

事業報告書 https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/
finance/data.html#business_report 

監事による監査報告書 
（６カ年分） 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/
finance/data.html#closing_account 

監査法人又は公認会計士による 
監査報告書（６カ年分） 

 
監査報告書 H30-R5 年度(2018-2023 年度） 

備考  

1. 現状分析 

評価項目① 教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策
定していること。 

＜評価の視点＞ 
 具体的かつ実現可能な中・長期の財政計画を策定し、大学運営にあたっているか。 
 財務関係比率に関する指標又は目標を設定し、健全な運営を確保しようとしてい
るか。 

具体的かつ実現可能な中・長期の財政計画を策定し、大学運営にあたっているか。 

本法人では、2020年 3 月に創立 100周年（2027 年）に向けた経営ビジョン「学校法人芝
浦工業大学中期（8 ヵ年）計画（2020～2027）」を策定している【根拠資料 1-8】。中長期財
政計画については、従来から設置する各学校において想定される校舎の新改築などの大型
施設設備投資計画や、2022 年度開始の芝浦工大ビルの収益事業（旧芝浦キャンパスを賃貸
事業化）のほか、2024 年度開始の工学部課程制、2026 年度開始に向けて準備を進めている
システム理工学部の定員増や課程制への改組、2028 年度開始予定のデザイン工学部の豊洲
一貫教育と定員増計画などの教学改革も織り込んだ中長期の財政シミュレーションを財
務部で策定し、教育研究の十全な遂行に必要な資金の確保と将来に向けた引当特定資産へ
の積立ての両立が図れることを確認しているほか、予算編成や決算、新たな大型事業計画
が立案される都度、シミュレーションの見直しを実施し、必要に応じて翌年度以降の予算
編成方針などに反映させている。 

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#closing_account
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#closing_account
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#closing_account
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#closing_account
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#business_report
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#business_report
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#closing_account
https://www.shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/finance/data.html#closing_account
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2023年度以降は、芝浦工大ビルの収益事業化による収入増が見込まれる一方で、アフタ
ーコロナによる各種事業活動の再開、豊洲本部棟完成による減価償却費の増加、大宮キャ
ンパス・柏キャンパスの再整備、諸物価や光熱費の高騰など大型の支出増が見込まれる。
引き続き収支への影響を見極め、中長期の財政計画の修正を図る方針である。 

財務関係比率に関する指標又は目標を設定し、健全な運営を確保しようとしているか。 

大学を取り巻く厳しい経営環境の中で芝浦工業大学の競争力を維持・強化していくため
には、教育研究活動のための環境を整備し、グローバル化、研究力強化などの戦略事業に
対する投資を実行しつつ、将来の投資に備えて内部留保を充実させることが必要である。
そのためには、毎年度継続して教育活動収支差額や経常収支差額、基本金組入前当年度収
支差額の黒字を確保するとともに、減価償却累計額などの要積立額に対して十分な積立を
実施し、特定資産を蓄積させることが重要である。 

財務比率のうち経常収支差額比率と事業活動収支差額比率の目標は 10％以上と定め、と
もに 2020～23年度の 4年間連続で達成している。積立率は 100％以上が目標であるが、附
属中高移転や豊洲本部棟建設など大型施設整備事業の支払資金の一部として特定資産を
充当したため目標は達成できていない。2023 年度の積立率は 96.1％であるが、2024 年度
は大宮キャンパスの新校舎建設費用に特定資産の充当を計画しているため、積立率の大幅
な低下が見込まれる。今後の予算編成時には、事務予算の見直しや、大型施設整備投資に
ついては年次計画による工事のほかは緊急性の高い工事に限定するなどの取捨選択を行
い、内部留保額の増強に努め積立率の改善を目指したい。 

この他、日本私立学校振興・共済事業団が定める「定量的な経営判断指標に基づく経営
状態の区分」において正常状態とされるＡ３区分以上を継続的に達成することを目標とし
ており、2020～23年度は 4 年連続でＡ2区分を達成した。 

加えて、法人としての自己点検・評価を実施する「法人運営外部評価委員会」に際して
は、毎年、日本私立学校振興・共済事業団の「自己診断チェックリスト」を用いて法人な
らびに大学の主要な財務比率の経年推移や他大学との差異を算出し、本法人の財務状況を
判断しさらに改善するための方策を検討するうえでの参考としている【根拠資料 1-8】【根
拠資料 10-2-1】【根拠資料 10-2-2】【根拠資料 10-2-3】【根拠資料 10-2-4】【根拠資料 10-2-5】
【大学基礎データ表 9,10,11】。 

評価項目② 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財政基盤を確
立していること。 

＜評価の視点＞ 
 教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財政基盤を確保している
か。 

 授業料収入への過度の依存を避けるため、学外から資金を受け入れ、収入の多様
化を図っているか。また、それによってどの程度の財源が確保されているかが明
らかであるか。 

教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財政基盤を確保しているか。 

学校法人の財務基盤の確立において、まずは収入の大部分を占める学生生徒等納付金の
安定的な確保が大前提となる。2020 年度に各学校で学費の一部を増額改定し（大学は 11
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年ぶりの改定）、財政基盤の強化を図った。本学は各種大学ランキングの上昇などを背景と
した大学の社会的評価の向上から、入学志願者数は堅調に推移しており、学生の安定的な
確保が実現されている。その結果、学生生徒等納付金比率はここ数年、法人全体では 73 %

前後で推移しているほか、入学志願者の安定的な確保に伴う高い入学検定料収入と相まっ
て、強固な財務基盤を構築する礎となっている【大学基礎データ表 9,10】。 

本学は、創立 100 周年を迎える 2027 年に「アジア工科系大学トップ 10」に入ることを
中長期目標として掲げ、その実現に向け様々な改革を教職学協働のもとで推進している。
2014年に採択されたスーパーグローバル大学創成支援事業の完遂のほか、大学院進学率の
向上、女子学生や地方出身学生の確保強化策として奨学金を創設するなど、本学の競争力
のさらなる進展につながる戦略的投資や、既存の施設設備の維持更新を着実に行っている。 

収入増加策として 2022 年 10 月より芝浦工大ビルの 1 棟貸しによる収益事業を開始し、
2023 年度には 5 億円超の収益を計上、教育研究活動の充実に寄与する財源となっている。
しかしながら、賃貸契約期限である 10 年後以降の活用は不透明であり、永続的な収益源
を確保しているとは言えない。また、足許では堅調な経常費等補助金や受託事業収入につ
いても、中長期に亘って維持するためには不断の努力が必要とされる。 

これらを踏まえると、戦略事業の推進に必要な資金を継続的に確保しつつ、将来にわた
り持続可能で盤石な財務基盤を築いていくためには、限られた予算をより合理的かつ効果
的に配分していくことが必要不可欠である。具体的には、事務部門における予算要求額に
対しては 2011 年度以来、継続してシーリング目標を設定し要求額の努力目標の上限を明
示しているほか、2015 年度からは教学予算に関しても一定のルールに基づいて算出された
配分額の一部を大学院生予算へ振り分けるなど、戦略事業に対する予算を捻出する試みを
実施している。2023 年度末に補助事業が終了したスーパーグローバル大学創成支援事業
（SGU）の採択により強化したグローバル化は、独自財源での自走化に向けて学長裁量予算
の未執行分やグローバル化推進支援資金寄付などを引当特定資産に繰り入れて財源確保
に取り組むなど、将来に対する財政的な準備との両立を目指している。 

なお、資産運用に関しては、過去の仕組債への過大な投資に伴う損失計上に対する反省
も踏まえながら、2022 年度は満期償還金を原資に新規運用を再開したが、元本保証が前提
であるため運用率は低く、受取利息・配当金収入は当面の間、増額は見込めない。一方で
有価証券処分差額が発生するリスクも大幅に軽減されており、引当特定資産は現預金を中
心とした極めて安全な資産構成で保持されている。 

授業料収入への過度の依存を避けるため、学外から資金を受け入れ、収入の多様化を図っ
ているか。また、それによってどの程度の財源が確保されているかが明らかであるか。 

強固な財務基盤の確立には、学生生徒等納付金に加え、外部資金等の積極的な獲得が不
可欠である。特に大学が新たな施策を行う際には、極力、通常予算の他に別途、財源を確
保することが望ましい。 

100 周年を迎える 2027 年に「アジア工科系大学トップ 10」の社会的評価を得ることを
目標とし、その実現に向けた様々な施策においては、補助事業に対して積極的に申請して
いる。特にグローバル人材育成推進事業および後に統合されたスーパーグローバル大学創
成支援事業（SGU）（2023年度で補助事業終了）は 10 年間にわたる補助事業であり本学の
グローバル化に大きな影響をもたらした。他に大学教育再生加速プログラム事業（AP）
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（2019年度で事業終了）も長期にわたる大型の補助事業であり、2020年度に採択されたデ
ジタル活用教育高度化事業では AP 事業で整備した学修支援システム（Scomb）の機能向
上を図るなど、これら補助金は新たな施策を推進する上で重要な財源となっている【根拠
資料 10-2-5】。2023 年度には大学・高専成長分野転換支援基金助成金（学部再編等による
特定成長分野への転換等に係る支援、令和 5～11年度まで）を 15億円超獲得し、新たなシ
ステム理工学部の構築に資する財源となる。また、2024 年度には博士(後期)課程の学生支
援･キャリア開発を目的とした競争資金「JST･次世代研究者挑戦的研究プログラム
(SPRING)」助成金が採択され、2033年までの 10年間における研究奨励費や研究費の財源
となる見通しである。 

研究活動に関しては、外部資金の積極的な獲得を目指している。科学研究費助成事業（科
研費）、国の競争的資金事業（国プロ）、民間企業等との受託・共同研究契約などの獲得に
ついて推進している。科研費や国プロ獲得に向けては、研究推進部、SIT 総合研究所、複
合領域産学官民連携推進本部による積極的なフォロー（科研費、国プロの学内説明会開催
による情報提供）、学内特別予算措置による支援（科研費、学内公募型研究プロジェクト事
業 S-SPIRE 他）、科研費申請時の添削等支援、国プロはシーズ発掘から申請までの支援、
採択後のプロジェクト支援、経費管理を行なっている結果、直近 3 年間は増収基調で推移
し、2023年度は 12 億円となっている【大学基礎データ表 8】。また 2022年 10月にオープ
ンしたベイエリア・オープンイノベーションセンターには、SIT インキュベーションスク
エアなど研究施設を整備し、企業との共同研究やスタートアップ企業の拠点としてレンタ
ルラボ（有料）を提供し、その利用料は若手研究者支援資金の財源となっている。 

寄付金収入に関して、法人全体の寄付金比率は 2％前後の水準で推移している。寄付金
収入の大幅な増加は期待しにくい状況ではあるが、2027年に迎える創立 100 周年の記念事
業として取り組んでいる各キャンパス整備事業、グローバル化推進、女子学生・地方学生
支援など、寄付金の使途を明確にした「創立 100周年記念事業募金」の募集活動を 2017年
度末から行っている。2021 年度にスタートしたふるさと納税に発想を得た寄付制度は毎年
ギフト内容を見直し、充実させ、今後も教職員や卒業生に対する地道な働きかけを通じて、
寄付金比率の向上を目指す方針である【大学基礎データ表 9】。 

他に 2024年度から、本学施設に対する命名権を付与する「ネーミングライツ事業」を開
始した。既設施設を有効活用した新収入源となっている。 

2. 分析を踏まえた長所と問題点 

分析を踏まえた長所 

近年、取り組んできた様々な改革の結果、本学の社会的評価は一段と向上している。2024

年度入試も入学志願者数は昨年度対比微減と、無難な健闘状況であった。大学部門は首都
圏理工系大学平均や全国の大学平均等に比べて高い入学検定料収入が計上されており、結
果として学生生徒等納付金の安定確保につながっている【根拠資料 10-2-4】。 

外部資金獲得では専門部署の支援体制が確立されており、科学研究費補助金、国の競争
的資金、企業との共同研究や受託研究などは毎年度着実に増加している。 

私立理工系大学で唯一採択されたスーパーグローバル大学創成支援事業のように補助
金の獲得自体が本学のプレゼンス向上に大きく寄与している。 
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分析を踏まえた問題点 

本法人の財務上の要積立額に対する金融資産の充足率は、未だ 100%以下の水準である。
本文中にも記載したが、2014 年度から継続して大型施設整備を行っており、引当特定資産
を主な財源としたため、積立率は低下傾向となっている。積立率 100％以上とする目標達
成のためには、限られた予算の効率的な執行に一層注力することで、引当特定資産への繰
入額の増加を図り、要積立額との差額解消に努める方針である【根拠資料 10-2-3】。 

3. 改善・発展方策と全体のまとめ 

改善・発展方策 

今後も改革を推進しブランド力を一層向上させることで、国内外から幅広い入学者を確
保するとともに様々な外部資金を獲得できるよう支援を行う。また、これに合わせ、計画
的で堅実な投資により盤石な財務基盤の構築に取り組んでいく。 

全体のまとめ 

芝浦工業大学のブランド力の向上、それに伴う学生の安定確保、そして経費削減に向け
た取り組みなどを通じ、各種の財務関係比率は他大学平均と比較しても良好な水準で推移
しており、健全な財務基盤を維持している。 
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終章 
 

芝浦工業大学は、創立以来、「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」という建学の
精神のもと、教育と研究の発展に努めてきました。本学は、これまでの自己点検・評価を
通じて、教育・研究の質向上、社会連携の強化、大学運営の改善を着実に進め、国内外か
ら高い評価を受けてきました。本報告書では、各分野における現状分析を行い、長所と課
題を明確にした上で、持続可能な発展に向けた改善・発展方策を示しました。本章では、
それらを踏まえ、本学の将来ビジョンについてまとめます。 

 

1. 研究大学としての地位の確立 

芝浦工業大学は、今後の中長期的な目標として、確固たる「研究大学」としての地位を
築くことを掲げています。特に、世界的な課題解決に貢献できる先端的な研究を推進し、
理工系分野における研究力の向上を目指します。そのために、以下の施策を実行します。 

• 研究拠点の強化と拡充：学内外の研究機関や企業と連携し、最先端の研究を推進する
拠点を整備。 

• 博士課程の充実と研究者育成：高度な専門知識を有し、グローバルに活躍できる研究
者の育成。 

• 外部資金獲得の促進：競争的研究資金の獲得を積極的に推進し、研究活動の持続的な
発展を支援。 

• 国際共著論文の増加：海外の研究者と協力し、国際的に影響力のある論文の発表を促
進。 

これらの施策を通じて、引き続きアジア工科系大学のトップ 10に入ることを目標に、国
内外の大学ランキングにおける本学の位置を向上させていきます。 

 

2. 私立大学の雄としての評価の確立 

本学は、これまでに培ってきた実学志向の教育と産学連携の実績をさらに発展させ、日
本を代表する私立大学の一つとしての評価を確立します。そのために、以下の取り組みを
強化します。 

• 教育の質保証と改革：最新の技術や社会のニーズに対応したカリキュラムの整備と、
教育の質を保証する仕組みの強化。 

• 企業・自治体との連携強化：実践的な学びを提供し、社会に即戦力となる人材を輩出。 

• ダイバーシティとインクルージョンの推進：多様な価値観を尊重し、性別・国籍を問
わず優秀な人材を受け入れる環境を整備。 

• グローバル教育の推進：海外の大学との共同プログラムを拡充し、学生の国際的な競
争力を高める。 
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これらの施策により、芝浦工業大学は「私立大学の雄」として、社会からの信頼と評価
を一層高めていきます。 

3. 未来への決意 

本学は 2027 年に創立 100 周年を迎えます。この節目を契機に、次の 100 年を見据え，
持続可能な大学経営、教育研究の質的向上、国際的な影響力の強化を目指します。 

芝浦工業大学は、実学教育の伝統を継承しつつ、常に時代の変化に対応し、理工学の発
展を牽引する大学としての役割を果たすことに全力を尽くしてまいります。 

 

芝浦工業大学大学点検・評価分科会委員長 

学長 山 田  純  
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77  法令で必要とされる数の充足 

本学では、大学設置基準および大学院設置基準に基づき、各学部・研究

科に必要な専任教員数を配置している。大学基礎データ（表 1）のとおり、

学部では、大学設置基準第 10 条で定める専任教員基準数である 223 名（う

ち教授 113 名）に対し、302 名（うち教授 228 名）を配置しており、大学

全体の専任教員数および教授数を適切に配置している。また、各学科等に

おける必要教員数についても、専任教員数および教授数を満たしている

（2026 年度より基幹教員制度の導入を予定している）。 

 法令で必要とされる数の充足 

本学では、大学設置基準および大学院設置基準に基づき、各学部・研究

科に必要な専任教員数を配置している。大学基礎データ（表 1）のとおり、

学部では、大学設置基準第 10 条で定める専任教員基準数である 223 名（う

ち教授 113 名）に対し、300 名（うち教授 226 名）を配置しており、大学

全体の専任教員数および教授数を適切に配置している。また、各学科等に

おける必要教員数についても、専任教員数および教授数を満たしている

（2026 年度より基幹教員制度の導入を予定している）。 



78  課程制移行に伴う教員所属 

工学部は 2024 年度に改組を行い、一つの専門性を磨く従来の学科制（9

学科 1 課程）から、入学した主となるコースを軸に、複数分野の知識を横

断的に修得できる課程制（6 課程 9 コース）へ移行した。学科制では、教

員も学生も学科に所属し、教員は自身が所属する学科の授業のみを担当し

ていたが、課程制では、学生は課程内のコースに所属するが、教員は課程

やコースではなく、学部に所属するため、様々なコースの授業を担当する

ことが可能となった。学科制では、各学科に専任教員が 14～16 名所属して

いたが、課程制となり工学部に 164 名（2024 年 5 月 1 日現在）の専任教員

が所属することとなった。 

 課程制移行に伴う教員所属 

工学部は 2024 年度に改組を行い、一つの専門性を磨く従来の学科制（9

学科 1 課程）から、入学した主となるコースを軸に、複数分野の知識を横

断的に修得できる課程制（6 課程 9 コース）へ移行した。学科制では、教

員も学生も学科に所属し、教員は自身が所属する学科の授業のみを担当し

ていたが、課程制では、学生は課程内のコースに所属するが、教員は課程

やコースではなく、学部に所属するため、様々なコースの授業を担当する

ことが可能となった。学科制では、各学科に専任教員が 14～16 名所属して

いたが、課程制となり工学部に 163 名（2024 年 5 月 1 日現在）の専任教員

が所属することとなった。 

83 年齢構成に著しい偏りが生じないように人事を行っているか。また、性別

など教員の多様性に配慮しているか。 

本学教員の年齢構成については、基礎データ表 5 のとおりである。現在

学士課程では、40 歳以上の教員の割合は 87.8%となっている。2022 年 4 月

に内容を改定した「SIT 研究ビジョン」では、4 つの重点項目の一つとして

「研究活性化」を掲げており、KPI として 2027 年度までに「若手研究者の

比率（40 歳未満、SIT 研究員を含む）」を 20％とすることを目指している。

2021 年度には「プロジェクト研究教員制度」、「特別任用研究員制度」を制

定し、2024 年度には日本学術振興会・研究環境向上のための若手研究者雇

用支援事業に登録し、特別研究員-PD 等を雇用している。 

 

年齢構成に著しい偏りが生じないように人事を行っているか。また、性別

など教員の多様性に配慮しているか。 

本学教員の年齢構成については、基礎データ表 5 のとおりである。現在

学士課程では、40 歳以上の教員の割合は 87.7%となっている。2022 年 4 月

に内容を改定した「SIT 研究ビジョン」では、4 つの重点項目の一つとして

「研究活性化」を掲げており、KPI として 2027 年度までに「若手研究者の

比率（40 歳未満、SIT 研究員を含む）」を 20％とすることを目指している。

2021 年度には「プロジェクト研究教員制度」、「特別任用研究員制度」を制

定し、2024 年度には日本学術振興会・研究環境向上のための若手研究者雇

用支援事業に登録し、特別研究員-PD 等を雇用している。 

 



38 学部・研究科等名称

（研究科は学位課程

別） 

卒業・修了要件単

位数 

既修得等（注）の認定

上限単位数 

工学部学科制 124 単位以上 原則、年間 49 単位

（半期 25 単位） 

工学部課程制 124 単位以上 原則、年間 49 単位

（半期 25 単位） 

システム理工学部 124 単位以上 原則半期 25 単位以

下、年間５0 単位未満 

デザイン工学部 124 単位以上 50 単位未満（半期 25

単位以下） 

建築学部 124 単位以上 原則、年間 48 単位

（半期 25 単位） 

大学院理工学研究科 修士：30 単位以上 

博士：２単位以上 

年間 20 単位 

 

学部・研究科等名称

（研究科は学位課程

別） 

卒業・修了要件単

位数 

既修得等（注）の

認定上限単位数 

工学部学科制 124 単位以上 60 単位 

工学部課程制 124 単位以上 60 単位 

システム理工学部 124 単位以上 60 単位 

デザイン工学部 124 単位以上 60 単位 

建築学部 124 単位以上 60 単位 

大学院理工学研究科 修士：30 単位以上 

博士：２単位以上 

修士：20 単位 

 

142 具体的かつ実現可能な中・⾧期の財政計画を策定し、大学運営にあたってい

るか。 

本法人では、2020 年 3 月に創立 100 周年（2027 年）に向けた経営ビジョ

ン「学校法人芝浦工業大学中期（8 ヵ年）計画（2020～2027）」を策定して

いる【根拠資料 1-8】。 

具体的かつ実現可能な中・⾧期の財政計画を策定し、大学運営にあたってい

るか。 

本法人では、2020 年 3 月に創立 100 周年（2027 年）に向けた経営ビジョン

「学校法人芝浦工業大学中⾧期（8 ヵ年）計画（2020～2027）」を策定して

いる【根拠資料 1-8】。 



132 関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従っ

て大学運営を適切に行っているか。また、その透明性を確保するために、

学⾧等の役職者、教授会等の組織の権限と役割を法令に基づき規程上明

確に定めているか。さらに、その選任、意思決定や権限執行等を、適正な

手続のもとで行っているか。 

関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、基本規定（寄附行為）をはじ

めとする規程、学則、教職員行動規範に従って運営を行っている【第 1 章基

本情報一覧「基本資料」】【根拠資料 6-14（ウェブ）】。 

関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、明文化された規程に従っ

て大学運営を適切に行っているか。また、その透明性を確保するために、

学⾧等の役職者、教授会等の組織の権限と役割を法令に基づき規程上明

確に定めているか。さらに、その選任、意思決定や権限執行等を、適正な

手続のもとで行っているか。 

関係法令及び大学運営に関する方針に基づき、基本規定（寄附行為）をはじ

めとする規程、学則、教職員行動規範に従って運営を行っている【第 1 章基

本情報一覧「基本資料」】【根拠資料 6-24（ウェブ）】。 

132 学⾧および教授会等の権限・役割は基本規定（寄附行為）、学則、事務組織

規程、稟議規程、各学部の教授会規則に定めている【第 1 章基本情報一覧「基

本資料」】【第 10 章基本情報一覧「学校法人芝浦工業大学事務組織規程」

「教授会規程」】【根拠資料 10-1-3】【根拠資料 10-1-4】【根拠資料 10-1-5】。 

学⾧および教授会等の権限・役割は基本規定（寄附行為）、学則、事務組織

規程、稟議規程、各学部の教授会規則に定めている【第 1 章基本情報一覧「基

本資料」】【第 10 章基本情報一覧「学校法人芝浦工業大学事務組織規程」

「教授会規則」】【根拠資料 10-1-3】【根拠資料 10-1-4】【根拠資料 10-1-5】。 

133 私立学校法に対応した寄附行為に明記している理事、監事、評議員、学⾧

の選任および解任方法は寄附行為に定めているほか、および以下の細則を設

けて、これらのルールに基づき選任および運営を適切に行っている。 

私立学校法に対応した寄附行為に明記している理事、監事、評議員、学⾧

の選任および解任方法は寄附行為に定めているほか、および以下の細則を設

けて、これらのルールに基づき選任および運営を適切に行っている。 
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